






国内の労働力人口が減少する中、介護業界においても他産業と同様、あるいはそれ以上に人材
の確保が極めて困難となっています。

他方、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年以降、介護サービスに対する需要はより一層増加
することが予想され、限られた人員で急拡大するニーズに対応していくためには、業界を挙げて
生産性の向上に向けた取り組みを行うことが必須と考えられます。

介護事業者の生産性向上においては、まず、適切なアセスメントに基づく自立につながるプラ
ンの作成、ならびに多様なケアニーズに対応できる人材の確保・育成を前提として、継続的なサー
ビスの質の改善に向けた仕組みづくりやサービス利用開始前の「空白の初期」段階にある高齢者
との早期の接点づくり、ICT などを活用した情報共有や事務処理の効率化などの取り組みが重要
になります。

しかしながら、在宅介護事業者においては事業規模の格差が大きく、また、特に中小事業者では、
ノウハウやマンパワーの不足などの問題から、上記のような生産性向上の取り組みに積極的に着
手しづらい面があります。

中でも、訪問・通い・泊りといったサービスを包括的に提供する「小規模多機能型居宅介護」（以
下、小規模多機能）や、夜間のコール対応・訪問看護との連携などが求められる「定期巡回・随
時対応型訪問介護看護」（以下、定期巡回）については、他のサービスと比較してオペレーション
が複雑になりがちな半面、これらのサービスにおける生産性向上のためのマニュアルや好事例集
が少ない状況にあります。

こうした現状を踏まえ、当協議会では中小介護事業者による小規模多機能および定期巡回事業
所の生産性向上策について検討を行い、各事業所の生産性の底上げを図ることを目的として、厚
生労働省「平成 29 年度老人保健健康増進等事業」の補助金を活用した調査研究事業を実施いたし
ました。

本書は、本事業において実施した全国の小規模多機能・定期巡回の事業所の皆さまを対象とす
るアンケート調査や先進事業所へのヒアリング調査、本事業のために組成された有識者検討委員
会での議論などの成果を『地域密着型サービスの生産性をいかに高めるか―小規模多機能型居宅
介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の生産性向上マニュアル―』として取りまとめたもの
です。検討委員会の座長として、本書が全国の介護事業に関係する皆さまに活用され、業界全体
の生産性向上の一助となれば幸いです。

最後になりましたが、アンケート調査にご回答いただいた皆さま、ヒアリング調査において貴
重な話をお聞かせいただいた皆さま、ご多忙の中で対談や座談会にご協力いただいた皆さま、そ
して本事業に対してさまざまな助言をいただいた検討委員会の皆さまに厚く御礼を申し上げます。

平成 30 年 3 月

「中小規模の地域密着型在宅介護事業所における生産性向上に関する調査研究事業」有識者検討委員会

座長　馬袋 秀男
『民間事業者の質を高める』

一般社団法人 全国介護事業者協議会 特別理事

（兵庫県立大学大学院 経営研究科 客員教授）
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To All Readers 読者の皆さまへ

本書は、厚生労働省「平成 29 年度老人保健健康増進等事業」の補助金を
活用し、当協議会が実施した「中小規模の地域密着型在宅介護事業所にお
ける生産性向上に関する調査研究事業」の成果を取りまとめたものです。

介護事業所の皆さまへ
地域密着型サービスのうち小規模多機能型居宅介護（以下、小規模多機能）

や定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下、定期巡回）を提供する事業
所の方々を主な読者として想定しており、以下のような点で活用いただけ
るものと考えております。

◦他法人における生産性向上策に関する情報収集
・本事業では生産性向上に取り組まれている複数の小規模多機能・定期巡

回の事業所に対するヒアリング調査を実施いたしました（ヒアリング調
査の実施先一覧は p.19 参照）。

・また、生産性向上の課題や具体的な取り組みなどをテーマとした、介護
事業者による座談会も実施し、本書内にヒアリング調査から得られた好
事例や座談会の内容を掲載しております。

・こうした記事をご覧いただくことで、事業所運営上のヒントとなる他法
人の生産性向上に関する情報を収集することが可能です。

読 者 の 皆 さ へま
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自治体・行政関係者の皆さまへ自治体・行政関係者の皆さまへ
また、介護事業者に加え、地域密着型サービスを所管する基礎自治体・保

険者の方々をはじめ、国や都道府県などの行政関係者の方々にも、以下のよ
うな形で活用いただくことを想定しています。

◦地元介護事業者などへの普及・啓発ツールとしての活用
・本書においては、全国的にサービスの普及に遅れがみられる小規模多機

能や定期巡回の生産性向上に関するトピックを多数掲載しています。
・地域の介護事業者に対して本書に関する情報提供をいただくことで、小

規模多機能や定期巡回サービスに参入した後の運営に対する不安が緩和
され、地域の事業者による参入を後押しするものと考えられます。

・また、新設の小規模多機能や定期巡回の事業所に対する、運営支援のた
めのツールとしても活用いただくことが可能です。

当協議会では、平成 24 年度の『生産性の高い訪問介護とは？ −“勘と経験”
だけに頼らないベストプラクティス集−』（https://www.minkaikyo.info/profile/

report_data/symposium_report201307b.pdf）の発行を契機に、各地区研修会など
において、「介護事業者の生産性をいかに高めるか」という点について継続的
に情報発信を行っています。

また、介護の生産性やケアの質の向上に資する介護保険制度のあり方につ
いて、国や自治体に政策提言などを行ってまいりました。ぜひ本書をご一読
いただき、当協議会の活動へご参加・ご協力をいただければと存じます。

『民間事業者の質を高める』

　一般社団法人 全国介護事業者協議会

理事長　佐藤 優治
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多機能を利用する前、利用中、そしてどうして
もサービスを変更せざるを得なくなったときの
対応などを、利用者の状態の変化とともに俯瞰
して見られれば理想的と感じます。
佐藤　それは確かに一つの考え方ですね。ただ、
小規模多機能は、訪問、通い、泊りと、さまざ
まなニーズに対応するための人的資源がどうし
ても不足しがちです。職員がケアマネジメント
と介護の実務を兼務しながら運営できることも
また、生産性の向上に一役買っているともいえ
る。難しいところです。
柴口　人材不足は今や介護業界だけの問題では
なくなっていますが、それにしても現場の専門
職が増えないことは大いなる問題です。
　介護福祉士の資格要件が厳しくなり、研修の
時間数が大幅に増えたことで、受験者が激減し
ました。これが介護職不足の大きな要因ではな
いでしょうか。
　また、介護職におけるキャリアのゴールがケ
アマネジャーだと誤解している人が多いこと
も、私は問題だと思っています。介護職として
働いて３年で介護福祉士、５年たったらケアマ

利用者本意のサービスとして生まれた利用者本意のサービスとして生まれた  
地域密着型サービス地域密着型サービス

佐藤　地域密着型サービスは、すでに介護サー
ビスの中で定着してきました。中でも小規模多
機能型居宅介護（以下、小規模多機能）や定期
巡回・随時対応型訪問介護看護（以下、定期巡
回）は、とりわけ、認知症の方や医療的ケアが
必要な方が、在宅で暮らすための重要なサービ
スです。これらのサービスは、事業者が利用者
に寄り添う支援を行う中から生まれた利用者本
意のサービスといえます。
　「生産性」が付加価値を生み出すものだとす
れば、我々事業者はより利用者のニーズに対応
したサービスを生み出し、生産性を高めてきた、
ということになります。
柴口　国は、「在宅」を高齢者の暮らす場所と
して打ち出しているわけですから、我々が在宅
の限界点を高めるサービスを生み出したこと
は、評価に値するといっていいでしょう。
　ただ、小規模多機能は、ケアマネジメントも
包括したサービスになっています。本来は、居
宅介護支援事業所のケアマネジャーが、小規模

地域密着型サービスを含む介護事業の生産性向上には、人材の確保や、それを実現するた
めの介護職の処遇改善が必要だ。人材の確保と生産性の向上のために団体としてできるこ
とは何か？ 広い視野を持つ両人は、業界の生産性向上を阻む問題点を俯瞰し、介護業界
の将来を見据え、それぞれの団体の使命を語る。

巻 頭 対 談

民介協　理事長

佐藤 優治氏
日本介護支援専門員協会　会長

柴口 里則氏

在宅介護サービスの在宅介護サービスの
生産性向上のために生産性向上のために

介護の団体としてできること介護の団体としてできること

Satonori ShibaguchiSatonori Shibaguchi Yuji SatoYuji Sato
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巻
頭
対
談

ネジャーになり、介護現場を「卒業」する、と
いう流れができてしまっていることが、人材不
足に拍車をかけています。
佐藤　それは、現場の介護職に魅力を感じる要
素が不足しているからでしょうか？ 介護業界
の要である介護職にもっと光を当てて状況の改
善を図りたいですね。

介護職の重要性を示し介護職の重要性を示し  
プライドを持って働ける職場をつくりたいプライドを持って働ける職場をつくりたい

柴口　例えば、認定介護福祉士をもっと重要視
したり、介護職の方が、ケアマネジャーよりキャ
リアもステータスも上であるという認識ができ
れば変わるでしょう。仕掛けの工夫が必要だと
感じます。
佐藤　職種にプライドを持てる要素が大きけれ
ば、定着につながります。
柴口　私が運営する事業所は、サービス提供責
任者（以下、サ責）の給料を県内の訪問介護事
業所の平均より高く設定しています。さまざま
な形で介護職の重要性を示していく必要があり
ます。
佐藤　その取り組みはすばらしいと思います。
労働集約型の介護業界では、現場の人材の定着
が生産性の一大ポイントですから、そうしたわ
かりやすい処遇をすること
が必要でしょう。
　そもそもたった５年の介
護職歴で、急にケアマネジ
メントの専門資格を与えて
も、実際のところ、困難も
大きいと思います。ケアマ
ネジャーは年数を重ねてこ
そ、判断力も連携力も磨か
れる。介護職歴５年と、ケ
アマネジャー歴０年を比
べ、ケアマネジャーの方が
ステータスが高くなるの

は、実情に合いませんね。
柴口　おっしゃるとおりです。介護職のステー
タスとともに給料も上げないと、人の定着が実
現しないでしょう。
　また、給料の点でいえば、そもそも、介護業
界は「もうけられない」ことが問題だと思って
います。一般的な企業なら、一生懸命業務改善
をし、利益を出したら、それは株価に反映され、
資金が集まり、ますます企業は豊かになる。そ
の豊かになった分で従業員の給料を払ったり
ボーナスを上乗せしたり、新規事業を立ち上げ
たり、将来のために資金をプールしたり。いず
れにしても、企業に余裕を持たせるような使い
方ができます。
　しかし、介護保険サービスとなると、利益を
出し過ぎるとよくないといわれ、赤字になって
も補てんがあるわけでもありません。利益を人
材のため、将来の発展のためにプールできる状
況に持って行く必要があります。
　いくら経営努力をしても、マイナスの報酬改
定となれば、企業努力をする意欲が失われてし
まう。職員も、何年働いても給料が上がらない
のでは辞めてしまいます。せっかく介護福祉士
の資格を取得しても、夢破れて他業界に就職し
てしまうこともあります。
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　介護職員処遇改善加算が出て「介護職に２万
円」と言ってみたところで、基本報酬は長期的
に見て下がっているのですから、結局のところ
±０なのです。しかし、報道で「介護職に２万
円」が独り歩きしてしまっているので、法人側
は払わざるを得ないというのが本音でしょう。
国には、もう少し実情に合った政策を立ててい
ただきたいですね。
佐藤　働きやすさという意味では、事務処理の
煩雑さも、生産性を妨げる要因といえます。訪
問介護のヘルパーが１枚ずつ作成している利用
者ごとの記録を、事業所のサ責がまとめるので
すが、膨大な紙資料を前に、なかなか業務が終
わりません。
柴口　これからは、ペーパーレスにすべきです
ね。私の事業所では、介護記録を PDF にして
蓄積しています。自治体の書類はまだまだペー
パーですし、印鑑も必要ですが、電子媒体を使っ
た記録等に印鑑ではなく、サインが認められれ
ば、現場職員の事務作業の削減となり、介護業
務に集中するための大きなサポートになると思
います。今後はこうした事務の効率化も、認め
てもらいたいところです。
佐藤　介護職の負担軽減という意味では、介護
施設でリフトなどの福祉機器の活用が進んでい

ますが、在宅ではあまり浸透していません。介
護ロボットなどの最新テクノロジーもそうです
が、多様な福祉機器を、在宅でも積極的に活用
できるようにするべきだと思います。そうすれ
ば福祉機器産業全体の振興にもつながります。
また、事業者団体は、そうした最新技術や負担
軽減につながる福祉機器に関する情報を広めて
いく役割も担う必要があるでしょう。

在宅介護のケアのあり方を在宅介護のケアのあり方を  
報酬面でも評価してほしい報酬面でも評価してほしい

佐藤　さらに私が国に望んでいるのは、ケアの
回数に対する見方を実態に即したものに改めて
ほしいということです。
　例えば、訪問介護では利用者宅への訪問回数
の多さがよく問題になりますが、認知症などで
頻回のケアが必要な利用者に対しては、１日３、
４回の訪問は決して多くない。それどころか、
日によっては少ないといえます。特養などでは、
個室の見回りは１日 10 回程度行うことが多い
のではないでしょうか。施設介護で当然のこと
を、訪問介護で制限されるのは、ケアの不足に
つながり、また危険にもつながります。
　小規模多機能や定期巡回の場合は、何度訪問
しても構わないわけですが、そうなると人件費
の問題が生じます。どこを効率化して時間短縮
し、どこをきめ細かくするか。その判断と実行
力が要求されることになるでしょう。小規模多
機能のケアマネジャーの手腕に期待したいとこ
ろです。
柴口　そうした創意工夫を、国にもう少し評価
してほしいですね。在宅介護の区分支給限度額
に対する実際の利用割合は、かなり低い水準で
す。決して限度額いっぱいまで使っているわけ
ではありません。しかし、国は「介護業界は、
介護保険の点数をぎりぎりまで使っている。減
らさなければならない」と強く意識し過ぎてい
るのです。
佐藤　一方、施設介護については、報酬を伴う

佐藤 優治（さとう  ゆうじ）
『民間事業者の質を高める』
一般社団法人 全国介護事業者協議会 理事長

Satonori ShibaguchiSatonori Shibaguchi Yuji SatoYuji Sato
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介護サービスが増えることにあまり頓着がない
ように感じます。施設介護を優遇しているよう
に感じられてしまうのは、国にとってもマイナ
スだと思います。
柴口　そもそも、介護保険サービスができたの
も、在宅介護を充実させるためです。利用者や
その家族は、認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）やサービス付き高齢者向け住宅（サ
高住）、有料老人ホームのことを「施設」と呼
ぶことが多いですが、施設ではなく、これらは

「家」です。住まいとしてのグループホームや
サ高住の暮らしをいかに快適に、安全なものに
していくか。声を大にして伝えていかなければ
なりません。今後の介護の中心も、紛れもなく

「家での介護」です。施設と混同せず、「その方
らしい家での暮らしを最大限にキープする」と
いう理念を忘れずに介護事業を行っていきたい
ですね。

団体として結束し団体として結束し  
政策に一石を投じたい政策に一石を投じたい

佐藤　最後に改めて伺いますが、今後の介護職
の給料については、どうお考えですか。
柴口　介護職は、正社員として勤続 20 年、30
年という人は少ない。経験５年以内の人の年収
を見ると、決して安くないと思います。大卒の
初任給も、他の業界と遜色がありません。パー
トの時給も他業界の職場より上です。
佐藤　ただ、キャリアを積んでも給料の上がり
幅が少ないのは事実です。介護報酬によって給
料が決まるので、仕方ないこととはいえ、ベテ
ランの介護職に対する給与はもう少し高くした
いですね。何しろ、専門職ですから。国が検討
している「勤続年数 10 年以上の介護福祉士の
月額給与平均８万円アップ」は、朗報といえる
でしょう。しかしこれも介護報酬の減額とセッ
トにならないよう留意してほしいですね。
柴口　自助努力ももちろん必要です。
佐藤　そうですね。人材の問題は制度面でしっ

かりと対応してほしいと考えるのと同時に、テ
クノロジーの導入により、業務の効率化を図る。
IoT、ICT の活用によって、業務の効率化に努
力することは、介護事業者にとって必須だと感
じます。また、各事業者の生産性向上や ICT
活用における創意工夫を、全体に周知するよう
なサポートを国にはお願いしたいところです。
柴口　介護を福祉と切り離し、介護保険サービ
スを一つの事業と捉え、利益の追求や人材確保
の視点を持つことが大切だと感じます。「福祉
なのだから利益を上げることを考えるな」とい
う風潮の中で、健全な事業経営はできません。
佐藤　介護事業者は、介護予防・日常生活支援
総合事業にも着手し、地域づくりなど介護報酬
以外の利益確保にも本格的に取り組む時期に来
ていると思います。
柴口　10 年後、20 年後の介護事業を見据え、
３年ごとの介護報酬改定にグラグラしない力を
付けていきたいですね。そのためにも、団体の
中での情報共有や連携は必要です。
佐藤　まさにそのとおりです。また、国の政策
に一石を投じるにも、団体として提言する方が
効果があります。団体の強みや存在意義を意識
しながら、一丸となってこれからの時代を駆け
抜けていきましょう。

巻
頭
対
談

柴口 里則（しばぐち  さとのり）
一般社団法人 日本介護支援専門員協会 会長
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本マニュアルは、現在、小規模多機能型居宅介護（以下、小規模多機能）や定期巡回・随時対応
型訪問介護看護（以下、定期巡回）の事業所を運営している方々、あるいは新たに同サービスに取
り組もうとする方々に対して、アンケート調査結果と先進事業所の事例をベースに、生産性向上に
向けた取り組みを行う際に参考となる情報を提供することを目的としています。

本マニュアルは、以下の調査研究を通じて作成しました。文中に言及しているヒアリング調査や
アンケート調査、有識者検討委員会については、特に断りのない場合を除き、以下を指します。

（１）プレ調査
◦アンケート調査票の設計やヒアリング項目の検討に向けた基礎情報の収集を目的として、小規

模多機能および定期巡回のサービスを運営する法人に対し、ヒアリングを実施しました。
◦また、同様の目的のため、当協議会の会員事業者に対して FAX 送付・回収による自由回答形

式のアンケート調査を行いました。
◦上記の結果を基に、両サービスの生産性に影響を与えると考えられる要因（①事業所マネジメン

ト全般 ②人材の確保・定着・育成 ③利用者との関係づくり ④地域や潜在顧客との関係づくり ⑤業
務プロセスの効率化）を整理し、分析の枠組みを策定しました（Chapter １−１図表１−３）。

（２）アンケート調査
◦全国の小規模多機能および定期巡回事業所に対し、生産性の高い事業所の特徴を整理・分析す

ることを目的としてアンケート調査を実施しました。
◦調査実施概要は、以下の通りです。

　○調査名：「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」
　○調査対象：�全国の小規模多機能および定期巡回事業所2,000件（うち有効配布数1,978件）
　　　　　　（※有効配布数の内訳　小規模多機能：1,207件、定期巡回：771件）
　○調査期間：平成29年12月 4日～平成30年1月5日（1カ月間）
　○調査方法：郵送配布・郵送回収による郵送調査
　○回収数：608件（うち小規模多機能：337件、定期巡回：271件）
　○回収率：小規模多機能：27.9%、定期巡回：35.1%

◦全国の事業所に送付したアンケート調査票およびマニュアル内に掲載していない集計結果は、
当協議会ホームページ掲載の『中小規模の地域密着型在宅介護事業所における生産性向上に関
する調査研究事業 実施報告書』の資料編をご覧ください。
◦マニュアルの文中においてアンケート調査への回答者を「生産性の高い」群と「それ以外」の

本マニュアル作成の背景と目的本マニュアル作成の背景と目的1

本マニュアルの作成の流れ本マニュアルの作成の流れ2

本 マ ニ ュ ア ル の 読 み 方

How to ReadHow to Read 本マニュアルの読み方
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群の 2 群に分けて、回答結果を比較している箇所があります。このうち「生産性の高い」群に
ついては、加算の取得状況に関する設問において何らかの、事業所の体制に係る加算を取得し
ていると回答し、かつ、過去 3 年程度の業況に関する設問において「黒字」あるいは「収支均衡」
と回答した事業所となります。また、残りの事業所は「それ以外」の群に分類しています。詳
細な回答結果は、前述の「実施報告書」の資料編をご参照ください。

（３）ヒアリング調査
◦文献調査や（２）のアンケート調査結果などから、14 の事業者を対象として先進事例のヒアリ

ングを実施しました（アンケート調査結果に基づくヒアリング先の抽出基準は下記参照）。
◦本マニュアルの内容は、主として同ヒアリング調査の結果を踏まえて執筆しています。
◦なお、ヒアリング先の法人名・事業所名については、本書の p.19 をご参照ください。

　【アンケート調査結果に基づくヒアリング先の抽出基準】
　�ヒアリング調査においては、アンケート調査結果に基づき以下の項目を全て満たす事業所に対して
当協議会からヒアリング協力の依頼を行い、調査期間中に対応いただける先へ実施した。

　○�「総合マネジメント体制強化加算」や「サービス提供体制強化加算」などの事業所の体制に係る加算
を取得していること。

　○�過去3年程度の事業所の業況に関する設問において、「黒字」あるいは「収支均衡」と回答が見な

されていること。

　○一定以上の利用者数がおり、集合住宅以外の地域に対してもサービス提供を行っていること。

（４）有識者検討委員会
◦本事業では、学識経験者および介護事業者から構成される有識者検討委員会（委員長：東北福祉

大学大学院 小笠原浩一教授）の意見を参考としながら、分析の枠組みやアンケート調査票の内
容、マニュアルに記載する項目を策定しました。
◦有識者検討委員会のメンバーについては、本書巻末をご参照ください。

①小規模多機能・定期巡回の全体像を踏まえたマニュアルの作成
本マニュアルは、介護記録の作成や報酬請求などの事務業務における ICT 活用といったサービ

ス運営の一側面に注目するだけでなく、プレ調査の結果やバランスト・スコア・カード（BSC）、サー
ビス・プロフィット・チェーンのフレームワークなどを基に、人材育成や地域との関係づくりな
ど生産性に影響を及ぼすと考えられる要因を多面的に捉え、各要因に即した生産性向上策を議論
しています。

②小規模多機能・定期巡回の生産性向上のヒントとなる事例を掲載
小規模多機能および定期巡回の生産性向上に取り組もうとする事業所が、取り組みの第一歩を

本マニュアルの特徴本マニュアルの特徴3
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考えるためのヒントとなるような実例に即した情報を豊富に掲載しました。特に、中小規模の法
人が運営する事業所での活用を念頭に置き、実際に中小事業者で行われている取り組みの事例を
基に内容を作成しています。

③小規模多機能・定期巡回以外のサービス事業所における活用
本マニュアルの主な対象は、小規模多機能および定期巡回の事業所になります。ただし、個々

の Chapter や節の内容は、訪問介護や通所介護など他の在宅介護サービス事業所においても参考
になる情報が含まれています。

◦本マニュアルの内容は、ヒアリング調査およびアンケート調査の結果、有識者検討委員会での
議論内容などを踏まえて作成しています。
◦すでに小規模多機能や定期巡回の運営が軌道に乗っている事業所にとっては、基本的な内容が

含まれているかもしれませんが、管理者候補の方や両サービスで働く職員の方々の教育用テキ
ストなどとして活用いただければ幸いです。
◦本マニュアルの各節は、基本的に調査結果を踏まえて作成した「共通解説」部分と、小規模多

機能および定期巡回に関するアンケート調査結果や好事例を掲載した「TOPIC」部分に分かれ
ています（一部の節を除く）。
◦また、本文とは別に生産性向上に関連する各事業者の取り組みを「事業レポート」や「COLUMN」

として掲載しました。本文と併せてお読みいただくことで、生産性向上に向けて参考となる情
報を入手いただけます。

◦当協議会では、本書と同様に「生産性向上」をテーマとした冊
子『生産性の高い訪問介護とは？─“勘と経験”だけに頼らない
ためのベストプラクティス集─』を平成 25 年に発行しました。
◦同書は訪問介護事業所を対象とした内容となっていますが、掲

載している個々の事例や各章で取り上げたトピックについては
小規模多機能や定期巡回の事業所でも活用可能なものとなって
います。
◦当協議会のホームページ※1※1 からダウンロード可能ですので、本

書と併せてご覧ください。

本マニュアルをご覧いただく際の留意点本マニュアルをご覧いただく際の留意点4

参考情報のご提供参考情報のご提供5

※１※１ 厚生労働省 平成 24 年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金事業 報告書『生産性の高い訪問介護とは？─ “ 勘と経験 ” だけに頼らないための
ベストプラクティス集─』（https://minkaikyo.info/profile/report_data/symposium_report201307b.pdf）

How to ReadHow to Read 本マニュアルの読み方
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以下のチェックリストをご覧の上、貴事業所の生産性向上に関する問題意識や行動意向に近い内
容が記載されている Chapter を優先してご覧ください。

Chapter１−１Chapter１−１
生産性向上とはそもそもどういうことなのか知りたい
介護における生産性向上のためには、どのような視点を
重視すべきか知りたい

Chapter１−２Chapter１−２
他の事業所が小規模多機能や定期巡回サービスの特徴を
どう打ち出しているか知りたい

Chapter１−３Chapter１−３
職員によって介護に対する考え方がまちまちで、関係に
摩擦が生じている
法人理念に基づいた統一性のあるケアをどう進めればよ
いか知りたい

Chapter１−４Chapter１−４
収益確保の仕組みをつくるために必要なポイントを知りた
い
小規模多機能や定期巡回の基本的な事業モデルを知りた
い

Chapter１−５Chapter１−５
目標に対する進捗状況の把握や管理ができずにいる
具体的数値に基づく客観的なマネジメントを行いたい

Chapter１−６Chapter１−６
管理者に求められる知識や技術を知りたい
管理者の役割を改めて整理したい

Chapter２−１Chapter２−１
小規模多機能や定期巡回の職員に求められる知識や技術
を知りたい
職員の効果的な育成方法を知りたい

Chapter２−２Chapter２−２
採用活動を行っているが募集に人が集まらない
他事業所がどのような採用活動を行っているか知りたい

Chapter２−３Chapter２−３
離職率が高く、採用や教育コストがかさんでいる
定着率向上にどのような取り組みが効果的か知りたい

Chapter２−４Chapter２−４
管理者が忙しく、育成のための時間が割けない
管理者の人材育成力を高めたい

Chapter３−１Chapter３−１
採算ラインに見合うだけの利用者確保に苦戦している
サービス提供エリアをどのように設定すればよいか悩ん
でいる

Chapter３−２Chapter３−２
小規模多機能や定期巡回を「定額使い放題」のサービス
と誤解する利用者への対応に苦慮している
サービスの質と収益性とが両立する支援計画を考えたい

Chapter３−３Chapter３−３
サービスの質の継続的な改善に取り組みたい
他事業所で行われているサービスの質の改善のための取
り組みを知りたい

Chapter４−１Chapter４−１
地域のケアマネジャーなどの専門職が、サービスの内容
や利用方法を理解しておらず、サービスが普及しない

Chapter４−２Chapter４−２
事業所と地域住民とのつながりをつくりたい
「空白の初期」にある住民と接点を持ち、将来の利用者確
保につなげたい

Chapter４−３Chapter４−３
保険者と協力してサービスの普及啓発を行いたい

Chapter５−１Chapter５−１
ICT活用の効果を知り、導入の参考にしたい
ICTの活用に向けた留意点を知りたい

Chapter５−２Chapter５−２
アイドルタイム（待機時間）が発生する要因を知りたい
アイドルタイムの削減を図りたい

Chapter５−３Chapter５−３
介護記録の質を維持しながら、関連する作業の効率化を
図りたい
事務作業に係る負担軽減に向けてどのような方法がある
か知りたい

問題意識チェックリスト問題意識チェックリスト

【生産性向上に向けた問題意識チェックリスト】【生産性向上に向けた問題意識チェックリスト】
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介護事業者における介護事業者における  
生産性向上を考える生産性向上を考える1

国における介護保険サービスの生産性向上に向けた取り組みについては、ICT
活用や介護ロボットなど、生産性向上のためのツールに関する話題が先行し、「な
ぜ生産性向上が必要なのか？」といった本質的な問題に関する議論が十分にな
されていない印象があります。
ここでは、介護事業の生産性向上が求められる背景、ならびに介護における生
産性を考える上で重要な視点について整理していきます。

（出所）各種資料を基に作成

（１）一般的な生産性
一般的に「生産性」とは、「ある商品やサー

ビスを生み出す際に、ヒト・モノ・カネ・時間
などの生産要素がどれだけ効率的に用いられた
か」という考え方であり、基本的には「生産性
＝産出（商品やサービス）÷投入（生産要素：
ヒト・モノ・カネ・時間など）」（図表１−１）
という式で表されます。

生産性には、どの生産要素（図表１−１の分
母）に着目するかによってさまざまな見方（労
働生産性や資本生産性、全要素生産性）があり、

生産性の定義について※1 

生産性 　＝

　産出（商品やサービス）　

　投入（生産要素：ヒト・モノ・カネ・時間など）　

図表１−１　生産性の計算式図表１−１　生産性の計算式

特に「労働者一人当たり、あるいは労働者一人
一時間当たりの労働に対する産出量」である「労
働生産性」が、さまざまな業界で生産性を測る
指標として用いられることが多くなっています。
（２）介護の生産性
介護を例に取れば、今よりも少ない職員で、

より多くの（あるいは今と同数の）利用者にサー
ビスを提供することができれば、労働生産性が
向上したということになります。

また、生産性の向上においては、分母をいか
に抑制するか、労働生産性で言えば、労働者の
数や労働時間をいかに削減するか、という議論
がなされることが比較的多く見られます。しか
しながら、投入の量は一定のまま、産出の量を
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※１※１ 「生産性」の定義については、本事業の有識者検討委員会委員長である東北福祉大学大学院 小笠原浩一教授による p.106「委員長総括」も参照されたい。



１−1 介護事業者における生産性向上を考える

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1
増やすことでも生産性は向上します。例えば、
労働者の数や労働時間はそのままで、加算を取
得したり、労働者のスキルを高め、より多様な
利用者に対応できるように工夫することで高い
生産性を維持することができます。

では、なぜ近年になって介護サービスにおけ
る生産性向上が強く叫ばれるようになってきた
のでしょうか。その背景には、図表１−２に示
したような①急拡大する介護サービス需要への
対応�②増大する社会保障費用への対応�③介護
労働の負担軽減・魅力向上——といった大きく
3つの要因があると考えられます。

国においては、図表１−２に記載したような
要因に対応するための生産性向上策を講じるこ
とで、社会を支える重要なインフラストラク
チャーである介護保険サービスの継続性の確保
を目指しているものと考えられます。

また、ここに示した①～③は、政策レベルの
問題であると同時に、個々の介護事業者の存続
に関わる問題でもあります。生産性向上を後押
しする施策の動向を注視するとともに、活用可

なぜ介護サービスの
生産性向上が求められるのか？

能な助成制度などがある場合には積極的に利用
していく、現場実態とかけ離れた議論がなされ
ている場合には、事業者団体等を通じて提言を
行うといった姿勢が各事業者には求められるの
ではないでしょうか。

本マニュアルでは、こうした生産性向上に向
けた国の動きを踏まえ、主に小規模多機能型居
宅介護（以下、小規模多機能）と定期巡回・随
時対応型訪問介護看護（以下、定期巡回）とい
う 2 種類の地域密着型サービスの生産性向上策
について検討していきます。
「介護の生産性をどのように捉えるか」とい

う点については、さまざまな考え方があります。
本マニュアルにおいては、製造業あるいは飲食・
宿泊業などの一般的なサービス業と介護サービ
スとの違い、および地域密着型サービスの特性
を踏まえ、「介護サービスの生産性」とそれに
影響を与える諸要因との関係を図表１−３のよ
うな形で整理しました。
図表１−３は、介護サービスの提供プロセス

において、①事業所マネジメント全般 ②人材

介護における生産性向上を
どう考えるか

（出所）厚生労働省資料等から作成

項目 内容 関連する生産性向上施策（例）

①　急拡大する
　　介護サービスの
　　需要への対応

・ 労働力人口が減少する中、介護労働者の確保がこれまで以上
に困難になっている。

・ 他方で介護サービスに対する需要は増大することが見込まれ
ており、「介護離職ゼロ」の実現のためにも、限られた人材で
増大する需要に対応する必要性に迫られている。

見守り支援などの介護ロボットや
福祉機器の新規導入など

②　増大する社会保障
　　費用への対応

・ 介護需要の急拡大に伴い、介護給付をはじめとする社会保障費
用の拡大が見込まれる。

・ 費用の拡大に歯止めをかけるため、データや根拠に基づく「良
くなるための介護（重度化防止）」を提供する体制の構築が急
務である。

ケアプラン作成におけるAI の活用、
介護記録作成の ICT 化の推進とデータの
蓄積・活用

③　介護労働の負担
　　軽減・魅力向上

・ 他産業との人材獲得競争が激化する中、介護職が腰痛で離職
したり、書類作成業務に追われて専門性の高い業務に従事す
る時間が失われたりする状況を改善し、業界の魅力を高める
取り組みが求められている。

ペーパーレス化、入浴介助等へのロボッ
ト活用による腰痛予防など

図表１−２　介護サービスにおいて生産性向上が求められる要因（一部）図表１−２　介護サービスにおいて生産性向上が求められる要因（一部）
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（出所）ヒアリングや有識者検討委員会での議論から作成

の確保・定着・育成 ③利用者との関係づくり 
④地域や潜在顧客との関係づくり ⑤業務プロ
セスの効率化——といった諸要素が相互に関連
し、事業所の生産性（ケアの質と収益性の高い
レベルでの両立）に影響を与えていることを示
しています。介護サービスの生産性向上におい

ては①～⑤のいずれかだけでなく、それぞれの
要素における課題を整理し、全般的に生産性向
上に取り組むことが必要と考えられます※2※2 。

本マニュアルでは、以降、①～⑤の諸要素ご
とに、調査結果を踏まえて、具体的な生産性向
上の方策について整理をしていきます。

図表１−３　介護サービスにおける生産性向上の考え方（本書におけるイメージ）図表１−３　介護サービスにおける生産性向上の考え方（本書におけるイメージ）

直
接
サ
ー
ビ
ス

成
果
の
還
元

成
果
の
還
元

生
産
性
向
上

生
産
性
向
上

事業所内部 事業所外部

間
接
業
務

②人材の確保・定着・育成②人材の確保・定着・育成

【生産性向上の視点】
・ 人材教育（アセスメント、サー

ビス理解、多様な主体との交渉・
調整）

・ 人材定着
・ 人材の確保
・ 管理者・リーダー人材の役割

③利用者との関係づくり③利用者との関係づくり

【生産性向上の視点】
・ サービス提供エリアの設定と利

用者の確保
・ 利用者や家族のニーズと事業所

運営とのバランス（アセスメン
トと信頼関係づくり）

・ ケアの質の継続的な「カイゼン」
に向けた取り組み

地域密着型
サービスの生産性

　 事業所売上の成長
性や収益率（収支
差）の向上・改善

　ケアの品質の向上

➡ 収益とケアの質の
両立の実現⑤業務プロセスの効率化⑤業務プロセスの効率化

【生産性向上の視点】
・ アイドルタイムの削減
・ シフト調整、稼働管理
・ 業務の平準化
・ 情報共有の効率化

④地域との④地域との関係づくり関係づくり

【生産性向上の視点】
・ 地域の専門職との関係
・ 保険者との関係（サービス理解、 

推進意向）
・ 地域住民との関係

①事業所マネジメント全般
（経営指標の設定とモニタリング、理念浸透・共有、管理者の姿勢など）

現場に影響を及ぼす背景要因現場に影響を及ぼす背景要因

　一般的な産業における「生産性」とは、「ある商品やサービスを生み出す際に、ヒト・モノ・カネ・時間などの生
産要素がどれだけ効率的に用いられたか」ということを示し、「労働生産性」がさまざまな産業で生産性指標と
して用いられることが多い。

　介護業界の生産性向上が叫ばれる背景には、①急拡大する介護サービス需要への対応 ②増大する社会保障費
用への対応 ③介護労働の負担軽減・魅力向上—といった要因がある。

　介護サービスでは、①事業所マネジメント全般 ②人材の確保・定着・育成 ③利用者との関係づくり ④地域や
潜在顧客との関係づくり ⑤業務プロセスの効率化—といった諸要素が相互に関連し、事業所の生産性（ケア
の質と収益性の高いレベルでの両立）に影響を与えていると考えられる。

Point

※２※２ ただし、さまざまな課題に同時進行で取り組む余力がない事業所においては、必要に応じて取り組む施策の優先順位を設定するという考え方も重要で
ある。取り組むべき課題の優先順位を設定する際には、p.15「生産性向上に向けた問題意識チェックリスト」等を活用されたい。
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１−1 介護事業者における生産性向上を考える

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1

ヒアリング対象事業者名 本部所在地 ヒアリング実施日 ヒアリング対象としたサービス

ぱんぷきん株式会社 宮城県石巻市 2017年10月 ５日 小規模多機能型居宅介護

株式会社ソラスト 東京都港区
2017年10月11日
2018年 1月11日

小規模多機能型居宅介護

株式会社ジャパンケアサービス 東京都品川区
2017年10月13日
2018年 2月 5日

小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

社会福祉法人ノテ福祉会 北海道札幌市
2017年10月17日
2018年 １月18日
2018年 ２月 ６日

小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

株式会社エムダブルエス日高 群馬県高崎市 2017年11月30日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

株式会社新生メディカル 岐阜県岐阜市 2017年12月 １日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

株式会社アクタガワ 静岡県静岡市 2017年12月 ７日 小規模多機能型居宅介護

社会福祉法人協同福祉会 奈良県大和郡山市 2017年12月13日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

株式会社リフシア 神奈川県茅ヶ崎市 2017年12月18日 小規模多機能型居宅介護

株式会社ケアワーク弥生 東京都文京区 2017年12月27日 小規模多機能型居宅介護

株式会社ぐるんとびー 神奈川県藤沢市 2018年 １月10日 小規模多機能型居宅介護

株式会社
とやまヒューマンサービス

富山県富山市 2018年 １月17日 小規模多機能型居宅介護

社会福祉法人
ライフ・タイム・福島

福島県福島市 2018年 １月22日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

株式会社やさしい手 東京都目黒区 2018年 ２月 ９日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

本書を作成するに当たり、以下の法人の皆さま方を対象にヒアリング調査を実施いたしました。お忙しい中、ご協
力をいただいた皆さま方へ、ここに記して感謝を申し上げます。

ヒアリング調査の実施先一覧（ヒアリング実施日順）
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小規模多機能および定期巡回の小規模多機能および定期巡回の
サービスの特徴と現状の課題を知るサービスの特徴と現状の課題を知る2

中重度の要介護者の住み慣れた地域での生活を支援するため、平成18年４月
に地域密着型サービスが創設されました。本書でその生産性向上のあり方につ
いて検討する小規模多機能と定期巡回は、いずれもこの地域密着型サービスに
位置付けられます。
本節では、各種資料や調査結果などを踏まえながら、改めて両サービスの特徴
や現状の課題について整理していきます。

小規模多機能と定期巡回は、介護保険制度上
の地域密着型サービスに位置付けられていま
す。地域密着型サービスは、認知症高齢者や中
重度の要介護者が住み慣れた地域での生活を継
続できるよう平成 18 年４月に創設され、現在、
小規模多機能や定期巡回のほか、夜間対応型訪
問介護や認知症対応型共同生活介護（グループ
ホーム）、認知症対応型通所介護、地域密着型
特別養護老人ホームなど９種類のサービス（予
防を除く）が位置付けられています。

これらのうち、本マニュアルで取り上げる小
規模多機能と定期巡回は、図表２−１に記載し
たようなケアを提供するサービスになります。

小規模多機能および
定期巡回のサービスの概要

図表２−１のようなケアの提供が求められる
小規模多機能と定期巡回について、本事業では、
両サービスが利用者へ提供している価値をより
深く理解するため、事業所の方々が認識してい
る両サービスの特徴や意義に関するヒアリング
調査を行いました。その結果、両サービスに共
通する、あるいは各サービス固有の特徴や強み
を指摘する意見が聞かれました（図表２−２）。
図表２−２の内容を見てみると、要介護度が

軽度の段階からの継続的な関わりを通じた自立
度の維持・改善、あるいは新規利用者の重点的
なアセスメントのための手段としての活用、地
域密着型サービス以外のサービスとの連携を前
提とした支援の組み立てなど、事業所の創意工

ヒアリング結果に見る小規模多
機能および定期巡回の特徴

（出所）厚生労働省資料を基に作成

サービス名 サービスの内容

小規模多機能型居宅介護 利用者の希望に応じて、訪問や通い、泊りの各サービスを組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の
介護、その他日常生活上の世話、社会との交流支援、機能訓練などを提供する。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護と訪問看護が連携しながら、日中および夜間に利用者に対して定期・随時の訪問による支
援を行う。

図表２−１　小規模多機能および定期巡回のサービス内容図表２−１　小規模多機能および定期巡回のサービス内容
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１−2 小規模多機能および定期巡回のサービスの特徴と現状の課題を知る

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1

夫に基づき、多様なサービスの運用がなされて
いることが分かります。

図２−２で示したような特徴を有する両サー
ビスですが、全国的に見て創設当初の想定と比
べ、サービスの普及が十分に進んでいるとは言
い難い状況にあり、社会保障審議会介護給付費
分科会でもサービスのさらなる普及の必要性が
指摘されています※1※1。

小規模多機能や定期巡回は、ケアマネジャー
によるサービスの理解や制度面の問題（他サー
ビス併用時の減算、オペレーターの要件等）、

小規模多機能および
定期巡回の課題

保険者の普及姿勢、サービスの自由度の高さに
起因する調整業務の多さといった固有の課題が
あります。一つの仮説ですが、そのために「運
営が難しいサービス」あるいは「採算が取りづ
らいサービス」という意識が事業所側に生じ、
その結果、参入や利用者確保の動きが消極的と
なり、普及が進まないといったことがあるので
はないでしょうか。

本マニュアルでは、両サービスの普及・拡大
に貢献すべく、「人材」「利用者確保」「地域の
専門職等や保険者との関係づくり」「内部業務
の効率化」といった領域の課題に対し、対応策
を整理しています。上記の課題については、併
せて Chapter ２～５をご覧ください。

　介護保険上の地域密着型サービスに位置付けられる小規模多機能および定期巡回は、サービス提供時間や提供
内容の自由度が高いという特性を活かし、軽度の段階からの継続的な支援の手法として、あるいは支援の初期
段階における集中的なアセスメントの手段としてなど、事業所の創意工夫に基づく多様な運用がなされている。

　他方、両サービスの運用においては、その普及が進んでいない。その背景には人材の確保や育成といった業界
共通の課題のほか、サービスの周知や制度面の問題（他サービス併用時の減算、オペレーターの要件等）、保
険者の普及姿勢、サービスの自由度の高さに起因する調整業務の多さなどの課題があり、こうした課題がネック
となって参入が進まず、全国的に普及の遅れが生じている恐れがある。

Point

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

サービス名 ヒアリング調査で見られた各サービスの特徴

両サービス
共通の特徴

・ 要介護者の状態やニーズの変化への柔軟な対応
・ 要介護者の在宅での生活を 24 時間 365 日「面」で支える支援
・ 医療がサービスに包含されていることで、看取り期や医療ニーズへの対応が可能
・ 包括報酬による料金プランの分かりやすさ
・ サービス提供初期段階における質の高いアセスメント、状態の安定化、自立度の維持・改善

小規模多機能型
居宅介護の特徴

・ 通い、訪問、泊りを顔なじみの職員が提供することによる、質の高い認知症ケアの提供
・ 利用者や家族の緊急時等における「泊り」機能の柔軟な提供
・ 多世代交流や地域社会への参加など、他のサービスでは行いづらい多様な主体を巻き込んだ自由度の高い支援の提供
・ 他サービスと比べ、職員が利用者と接する時間を長く確保することが可能

定期巡回・
随時対応型
訪問介護看護の
特徴

・ 自宅での生活を希望する中重度の要介護者に対する手厚い支援の提供
・ コール端末を利用者と事業所とのコミュニケーションツールとして活用することによる（直接的な訪問等をしない状

態での）安心感の提供
・ 要介護度が軽度の段階から関わることによる自立度の維持・改善、軽度の段階から関わることで、地域の介護給付費

の抑制を実現できる
・ 集中的なアセスメントに基づく、他の介護保険サービスへの振り分け
・ 現状対処型ではなく、未来志向型の介護が提供できる

図表２−２　ヒアリング調査で見られた小規模多機能および定期巡回の特徴図表２−２　ヒアリング調査で見られた小規模多機能および定期巡回の特徴

※１ 	※１ 	 第138 回社会保障審議会介護給付費分科会資料 1「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護」p.3 の「論点」、および同資料 2「小規
模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護」p.5 の「論点」参照。（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164649.html 平成 30 年1月 23
日閲覧）
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初期集中支援によるサービス提供量の初期集中支援によるサービス提供量の
適正化と生産性向上の取り組み適正化と生産性向上の取り組み

事業レポート

利用定員の上限があり、包括報酬となって
いる小規模多機能型居宅介護事業（以下、小
規模多機能）の生産性向上を考えると「いか
に限られた人的資源により、『訪問』『通い』『泊
り』のサービス提供量と利用者や家族のニー
ズとのバランスをとるか」ということが重要
であると考えます。

このサービス提供量と利用ニーズのバラン
ス管理については、包括報酬のため利用者側
に「できるだけ多くサービスを利用した方が
お得」という意識が働きやすく、アセスメン
トに基づいた、適切なサービス量への理解が
極めて重要になります。

また、初期のサービス利用段階においては
利用者およびその家族も在宅生活の継続に対
する不安を強く持ちます。この初期段階に事
業所や地域資源との連携、利用者や利用者家
族との信頼関係の構築など、きめ細やかな支
援を行うことにより、在宅生活における安心
感を持っていただくことが重要となります。

弊社では『認知症高齢者の在宅生活の限界
点を上げる』という理念の下、小規模多機能
に平成 27 年 6 月より参入いたしました。

はじめに

背景

当時は、主なサービス利用対象を認知症高
齢者としたことで利用ニーズが「通い」「泊り」
に偏ることが予測されていました。そのため

「通い」を利用しない時間帯の自宅での生活
を「訪問」で支え、環境や生活のリズムを整
えることで単一のサービスに依存することな
く在宅生活を送れるような働きかけが重要と
考えました。

そこで、サービス利用を検討する段階から
サービス利用開始時の初期段階において管理
者を中心に計画作成担当者や看護師も含めて
自宅へ訪問し、心身状況だけでなく自宅での
暮らしぶりや環境を把握する多職種による在
宅アセスメントの実施と、「訪問」による自
宅での生活を支える支援を行いました。また、
状況の変化に合わせて随時サービスの見直し
を行い、必要な支援量を見極めながら生活の
リズムを安定させることで利用者および家族
の納得と安心を得られるよう、きめ細かい対
応を行いました。

事例Ⅰ）�初期集中支援による支援量の適正化
息子と同居するご利用者 A さま（日中独

居要介護 1）は毎日 3 回の訪問サービス（服
薬確認、食事の準備）のみを希望し、定額サー

取り組み内容

ぱんぷきん株式会社  代表取締役 渡邊�智仁
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ビスのメリットを最大限活用することを要望
する方でした。
「通い」サービスとの併用を提案するもの

の本人は拒否。そのため当初は要望通り訪問
のみの対応から開始しました。その後、管理
者や計画作成担当者も訪問支援を行うと同時
に利用者の改善状況に合わせてサービスの見
直しを行い、徐々に「食事の準備」から「共
に行う調理」「自分で食事準備を行う」とこ
ろまで計画、提案、実行に移していきました。
回数についても随時見直しを行い徐々に減ら
していきました。

結果、A さまができることが増えてきた
ことで精神面も好転し、外出意欲が湧き、通
いサービスにつながりました。現在、朝夕の

「訪問」と「通い」をそれぞれ週 2 回利用す
ることで安定した生活を送っています。

事例Ⅱ）�アセスメントによる支援内容の適正化
ご利用者 B さまは自営業を営む家庭のた

め、息子夫婦が日中の家族支援が困難と判断
し、毎日の「通い」と週末の「泊り」を組み
合わせ、自宅生活を極力行わないことを希望
していました。

そこで利用開始当初は希望通り「通い」か
ら始まりましたが、サービス利用中にアセス
メントを繰り返し、不穏状態が①のどが渇い
たとき ②尿意を感じたとき ③（元々自営の
方だったためか）手持ち無沙汰になったとき
―に発生することが分かりました。そこで、
その状況をご家族、B さまとも共有し、水分
補給の習慣をつけまた、手持ち無沙汰になら
ないよう自宅に持ち帰れるアクティビティを

実施したところ、週 3 日の「通い」サービス
の利用と「訪問」による状況確認で安定した
生活を送れるようになりました。

小規模多機能は、地域包括ケアシステムに
おいて認知症高齢者の在宅生活を支える中核
的なサービスの一つであり、さらなる普及促
進が求められます。しかし、利用者獲得や稼
働率の調整のほか「訪問」「通い」「泊り」の
サービスをバランスよく提供する必要があ
り、経営の難度が高い事業といわれています。

限られた人的資源の中で生産性を上げるた
めには、生活のリズムを安定させ、いかに過
度なサービス提供量を減らすかが重要です。
在宅アセスメントや自宅への「訪問」による
初期集中支援を行うことで、一つのサービス
に偏ることなく自宅生活が可能になる安心と
納得を感じていただくこと。包括報酬だから
といって「使い放題」ではないことを利用者
とその家族、地域のケアマネジャーに理解し
ていただく取り組みが重要だと考えます。

今後の課題と展望

小規模多機能コミュニティケアプラザぱんぷきん小規模多機能コミュニティケアプラザぱんぷきん
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ケアに関する理念のケアに関する理念の
浸透・共有を図る浸透・共有を図る3

小規模多機能や定期巡回は他の介護サービスと比較し、サービスの提供時間や
内容の自由度が高いという特徴があります。これは両サービスの魅力の一つでも
ありますが、職員間でケアに対する考え方が共有されていなければ、ケア内容の
方向性に統一感が失われ、運営に支障が生じる恐れがあります。
本節では、事業所のケアに対する理念を、いかに職員に浸透させるかという問題
について検討を行います。

介護業界を含む多くの組織では、その組織の
存在意義や進むべき道を示した理念（経営理念）
や組織の使命（ミッション）、ビジョンなどが
掲げられています。また、個々のサービスの現
場で、「ケアを通じて利用者にどのような状態
になってもらいたいか」「利用者の自立と尊厳
を支えるためにどのような姿勢でケアに臨む
か」といった点を整理した、ケアに対する考え
方・理念、あるいは専門職としての行動指針が
示されていることが多いと考えられます。

横川（2010）※1※ 1 によれば、理念は、組織の
存在意義や役割を対外的に伝達する機能（社会

理念の持つ機能
適応機能）を持ち、経営者が意思決定を行う際
の判断基準（経営実践機能）となり、また、職
員の自律性やモチベーション、コミュニケー
ション効率の向上をもたらすとされています

（企業内統合機能）（図表３−１）。
小規模多機能や定期巡回は、サービスの内容

や提供時間に関する自由度が高く、また、利用
者の状態変化に柔軟に対応できるという特長が
あります。さらに、サービスの提供に向けて複
数の職種あるいは複数の時間帯の勤務者による
チームケアが行われています。こうしたサービ
スにおいて生産性を高めていくためには、職員
の自律性やモチベーションの向上、あるいはコ
ミュニケーションの共通基盤の形成などに資す
る、ケアに対する理念の存在が重要になります。

項目 内容

社会適応機能 ・ 理念を対外的に示すことにより、法人の役割や存在意義を広く社会全体に認知してもらうことが可能となる。

経営実践機能 ・ 流れが速く複雑な経営環境下において、経営者が組織運営の方向性を考える際の指針となる。

企業内統合機能

・ 理念が組織メンバーに共有されることにより、従業員の行動指針として機能する。
・ 従業員が共感できるような理念を定めることにより、従業員の一体感や働く側のモチベーションの向上につながる。
・ 理念が共有されていれば、従業員が同じ価値観の下で情報を受け取ることが可能となり、情報の共有が円滑に行わ

れる（理念はコミュニケーションの土台として機能する）。

図表３−１　理念の持つ機能図表３−１　理念の持つ機能

（出所）�横川雅人（2010）「現代日本企業における経営理念の機能と理念浸透策」『ビジネス＆アカウンティングレビュー』
第５号 pp.219-236、伊丹敬之・加護野忠男（1989）『ゼミナール経営学入門』（日本経済新聞社）より作成。

※１※１ 横川雅人（2010）「現代日本企業における経営理念の機能と理念浸透策」『ビジネス＆アカウンティングレビュー』第５号 , pp.219-236.
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１−3 ケアに関する理念の浸透・共有を図る

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1

では、上述の３つの機能を持つ理念を、どの
ように策定していけばよいのでしょうか。

一般的に理念は、①明確化・可視化⇒②浸透
･ 共有⇒③評価と振り返り⇒④（必要に応じた）
見直しという大きく４つのプロセスを経て、策
定されるケースが多いと考えられます。

これらのプロセスのうち、意外に「①明確化・
可視化」については、見落とされがちな面があ
ります。例えば、経営者や管理者の思いやケア
に対する考え方が、必ずしも目に見える形で示
されていなかったり、明示されていたとしても、
進むべき方向性がわかりやすく表現されていな
いというケースもあり得ます。①の部分で問題
が生じると、②以降のプロセスが円滑に進まな
い可能性が高く、理念の策定や見直しに取り組
む事業所においては、職員や事業所外の第三者
から理念の内容に意見をもらうなど、まずは①
のステップに課題がないか確認することが重要
です。

次に、上記①～④のプロセスのうち、特に重
要なのは、②の「浸透・共有」となります。浸
透・共有がうまくいかなければ、理念が「絵に
描いた餅」となり、図表３−１に記載したよう

理念の策定プロセス

理念の浸透・共有策

な機能を発揮することが難しくなります。
現状では、事業所内への理念の掲示や会議等

での唱和といった基本的な方法から、クレド（理
念や行動指針を記載し、職員が常時携帯する
カード）の作成・配布や職員研修での理念教育
など、さまざまな方法で理念の浸透・共有が図
られていると考えられます。

例えば、ヒアリング先の中には、理念を職員
自身に「我が事」として認識してもらうため、
職員を理念策定・見直しのプロセスへ関与させ
る仕組みを設けているケースも見られました。

また、両サービスの「利用者の自宅での生活
の重視」「24 時間 365 日 生活の全体を支える
介護」というコンセプトを理解してもらうため、
同一法人内の特養や訪問介護での経験を職員に
義務付けるという事業所もありました。

加えて、職員の理念に即した行動を高く評価
するような、人事・給与制度を設計するケース
も見られます。
理念の浸透・共有は、事業所の生産性を左右

する大きなファクターです。理念について、単
に「中身を知っている」という状況を越えて、
具体的な日々の行動に反映されるようになるま
で落とし込むためには、あらゆる機会と手段を
用いて、繰り返し職員へ伝えていくしかありま
せん。次ページの事例を参考としながら、各事
業所に合った浸透策を検討してください。

　ケアに関する理念は、職員の自律性やモチベーションなどに働き掛け、生産性を左右する大きな要因である。
　理念が生産性向上のためにうまく機能するためには、まず、理念を明確化し、その上で、さまざまな機会や手法

を通じて繰り返し職員へ伝えていくことが求められる。
　また、職員の行動を理念の実現と結びつけるような組織制度の設計を行い、定期的に理念に即した行動がとら

れているか検証し、必要に応じて理念そのもの、あるいは浸透策の見直しを行うことが重要である。

Point
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サービス別のTOPIC
本節では、事業所におけるケアに対する考え方の重要性とその考え方をいかに職員と共有するか

という点について論じてきました。以下に取り上げるのは、どちらも法人のトップが率先して理念
の浸透を図っている事例です。理念浸透に向けた取り組みの参考としてぜひご一読ください。

神奈川県藤沢市にある UR 都市機構の集合住
宅の一室で、小規模多機能ホーム「ぐるんとびー
駒寄」を営む株式会社ぐるんとびー（代表：菅
原 健介 氏）では、利用者が「より良く生きる」
ことを支援するため、地域のレストランや食堂
での毎日の外食や事業所の近隣に住まう子ども
たちと利用者との交流、利用者が希望する活動

（水泳や趣味の集まりへの参加など）へのマン
ツーマンでの職員の付き添いなど、極めて柔軟
性に富むサービスを提供している。また、代表
の菅原氏をはじめとする職員は、地域の自治会
や住民活動に積極的に参加し、介護の枠を超え
て地域づくりの担い手として活動している。

同事業所のこうしたケアの背景には、「正し
いを決めない」「always why で考える」「みん
なで最適解を話し合う」「あきらめない」といっ
た理念があり、ケアを担う職員に対する理念教
育を重視している。

例えば、事業所の職員スペースへの理念の掲
示を手始めに、身近な問題をテーマにした「正
しいとは何か？」という勉強会を、菅原氏や計
画作成担当者がファシリテーターとなって常に
行っている。社内だけでは感情的な議論になっ
たり思考が固定化したりすることもあるため、
定期的に外部講師も呼んでいる。ある勉強会で
は、事業所の玄関の靴の並べ方について、「ちゃ
んと靴を並べる」というのはどういうことかと

1 �小規模多機能に関する事例

いうテーマを設定し、職員間で議論を行った。
議論が進む中で、「ちゃんと靴が並んでいる」
という状態に対する認識が相互に異なること
や、自分以外の職員の考え方にも一定の妥当性
があることが明らかになる。また、一つの結論
が固まりかけても、別の観点から問題点が提起
され、問題解決を行う際に考慮すべき視点が多
様化していく。最終的には菅原氏や参加する職
員が、議論を総括し、「みんなで検討した最適解」
が整理される。こうした勉強会を通じて、同事
業所の職員は、簡単に答えに飛びつかず、理念
にあるように、利用者にとってより良い支援と
は何かを考え抜く力を身に付けていくのであ
る。

また、菅原氏によれば、職員に自分の頭で考
えることを求めている以上、考えて行った行動
の結果、利用者からのクレームにつながったと
しても、「チャレンジを認める」という視点に
立ち職員にペナルティを課すことはしないとの
ことであった（失敗を成長につなげるため、内
省の支援やスーパーバイズは行っている）。

株式会社ぐるんとびーによる株式会社ぐるんとびーによる
理念教育の取り組み理念教育の取り組み

職員がいつでも見られるように掲示された理念職員がいつでも見られるように掲示された理念
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１−3 ケアに関する理念の浸透・共有を図る

事
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マ
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視
点

1

奈良県大和郡山市に本部を置き、定期巡回や
小規模多機能、特別養護老人ホームなどのサー
ビスを提供する社会福祉法人協同福祉会（理事
長：村城 正 氏）では、利用者を寝たきりにせず、

「普通の暮らし」を取り戻してもらうケアを提
供するため、「あすなら 10 の基本ケア」という
基本指針を策定している。この 10 の基本ケア
は、同法人の日々の実践の中から少しずつ追加
されてきたものであり、１から 10 までを順番
に行うことで、トータルケアとなるように組み
立てられている。

2 �定期巡回に関する事例

同法人では、この 10 の基本ケアを内外に
広く周知するため、ホームページに掲載する
とともに、２冊の書籍※２※２を出版し、同ケア
が生まれた背景や各項目の解説、関連する実
例などを紹介している。また、理事長である
村城氏自身が法人内の研修において 10 の基
本ケアに関する講演を行うほか、現場で同ケ
アの考え方にそぐわないと思われる行為をし
ている職員を見かけると、その行為が 10 の
基本ケアに照らして適切か否か話し合うな
ど、法人のトップが率先してその浸透を図っ
ている。

さらに、毎月０と５のつく日の月６回、地
域の高齢者を集めて行う「あすならサロン」

（同法人の施設で開催される送迎付きの無料
食事会）において、食事会終了後に 10 の基
本ケアに関する学習会を行い、職員のみなら
ず、地域の高齢者に対しても同法人が重視す
る考え方の周知を進めている。こうした取り
組みを行うことで、サロンの参加者が将来的
に要介護状態となり同法人のサービスを利用
することになっても、利用者と職員が同じ方
向を向いた支援を行うことが可能となってい
る。

社会福祉法人協同福祉会による社会福祉法人協同福祉会による
理念の明確化と浸透に向けた理念の明確化と浸透に向けた
取り組み取り組み

※２※２ 『あなたの大切な人を寝たきりにさせないための介護の基本 あすなら苑が挑戦する「10 の基本ケア」』（社会福祉法人協同福祉会 編・クリエイツかも
がわ）、および『人間力回復 地域包括ケア時代の「10 の基本ケア」と実践 100』（大國 康夫 著・クリエイツかもがわ）のこと。

6. 座って会話をする

7. 町内にお出かけをする

8. 夢中になれることを 
 する

9. ケア会議をする

10. ターミナルケアをする

1. 換気をする

2. 床に足をつけて椅子 
 に座る

3. トイレに座る

4. あたたかい食事をする

5. 家庭浴に入る

あすなら10の基本ケアあすなら10の基本ケア

（※各ケアの詳細は、同法人のホームページ http://www.
asunaraen.or.jp/care/index.html および脚注記載の書籍を
参照）
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小規模多機能と定期巡回の小規模多機能と定期巡回の
事業モデルを知る事業モデルを知る4

良質なサービスを継続的に提供するためには、どのような利用者に、どういった
サービスを提供し、どう収益を確保していくかという視点、つまり「事業モデル（ビ
ジネスモデル）」の視点を持つことが不可欠です。それは、制度に基づくサービス
を提供する小規模多機能や定期巡回であっても同様です。本節では、事業モデ
ルの考え方を整理するとともに、調査結果を踏まえ、小規模多機能および定期
巡回における事業モデルを検討する際に重視すべき要素を見ていきます。

営利・非営利を問わず、事業を継続的に運営
していくためには、「ヒト・モノ・カネ・情報」
といった経営資源を獲得・配分し、サービスや
製品を提供し、収益を得るための仕組み、つま
り「事業モデル」を構築することが不可欠です。
経営学の文献においてはさまざまな定義がなさ
れていますが、事業モデルとは、端的に言えば、

「収益を上げるための仕組み」のことを指しま
す。より具体的に説明すれば、事業として何を
行い、事業の主要なターゲットを誰に設定して、
どのような手段で製品やサービスを提供して利
益を上げるのか、といった点を一体的に考えた
システムのことであり、「ビジネスモデル」と
呼ばれることもあります。

この事業モデルについては、法人全体の運営
においてのみ必要と感じられるかもしれません
が、個別の介護保険サービスあるいは事業所の
マネジメントにおいても重要になります。

また、事業モデルを考える際の基礎となる利
用者や地域に密着した情報については、経営者
よりも事業所の管理者の方が接する機会が多い

事業モデルとは
と推察されます。より利用者や地域のニーズに
即したサービスを作り上げるためにも、事業所
の管理者が事業モデルの視点を持ち、情報収集
や事業所マネジメントを行うことが求められま
す。

各サービスの事業モデルを検討する際には、
考慮すべきいくつかのポイントがあります。例
えば、当協議会が平成 28 年度に発行した『地
域を支える介護事業者とは』※１※１では、事業モ
デルを検討する際に考慮すべき要素として、①
提供するサービスと顧客価値 ②主要な顧客

（サービスの受益者） ③顧客獲得の手段（チャ
ネル） ④収入確保策 ⑤事業モデルの展開に活
用可能な経営資源 ⑥サービス提供における連
携・協働先 ⑦サービス提供に要する経費——

といった 7 つの要素を提示しました。また、文
献等でよく言及される要素として、上記以外に
⑧顧客へのサービス提供手段も重要となります

（図表４−１）。
もし、本マニュアルをお読みの方が、小規模

事業モデルに
求められる諸要素

※１※１ 同書の全体については、当協議会ホームページ（https://minkaikyo.info/profile/outline.html）で公開している。
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１−4 小規模多機能と定期巡回の事業モデルを知る

多機能や定期巡回の運営に課題を感じている場
合には、ぜひここに掲げた項目を参考にして、
自事業所の事業モデルの検証・見直しを行って
みてください（※実際には事業所の置かれた状
況により、８項目の加除あるいは変更が必要に
なると考えられます）。

なお、上記①～⑧については、相互に関連し
ています。そのため、いずれかの要素が欠けて
いたり、事業所の実態からかけ離れたものであ

事業モデルを検討する際の
留意点

れば事業モデルがうまく機能しなくなってしま
う恐れがあります。そこで事業モデルを検討す
る際には、近隣の競合先や先進的な事業所に関
する情報収集、自事業所の現状分析、要介護者
数の動きや制度変更などの外部環境の分析

（SWOT 分析など※２※２）を行うことで実現の可能
性の高いモデルを創出することが求められます。

また、最も基本的な留意点として、事業モデ
ルは収益につながるものであると同時に、前節
で解説した理念との整合が図られている必要が
あります。同モデルを検討する場合には、それ
が理念の実現につながる内容となっているか、
併せて確認をしてみてください。

（出所）民介協『地域を支える介護事業者とは』p.47図表６−１を加筆・修正

要素項目 内容

①　提供するサービスと顧客価値 ・ どのような内容のサービスを提供し、顧客の抱える課題をどのように解決するか？
・ サービスを利用した顧客を、どのような状態に変化させるか？

②　主要な顧客（サービスの受益者） ・主にターゲットとする顧客を誰に設定するか？
・顧客の住まいや年齢、性別などの個人属性をどのように考えるか？

③　顧客獲得の手段（チャネル） ・どこから顧客を獲得するか？
・ 顧客獲得のためにどのような手段を用いるか？

④　収入確保策 ・サービス提供を継続するために収入をどこから得るか？
 （※必ずしも顧客から収入を得る方法だけではない点に留意）

⑤　事業モデルの展開に活用可能な経営資源 ・事業を行う上でどのような経営資源が重要になるか？

⑥　サービス提供における連携・協働先 ・サービスを提供する際にどういった先とどのように連携するか？

⑦　サービス提供に要する経費 ・サービス提供に要するコスト、費用はどのくらいか？
・ コストをどのように賄うか？

⑧　顧客へのサービス提供手段 ・ 顧客へサービスを届けるための具体的な手段をどう考えるか？
・ どのような手段であれば効率的に顧客の手にサービスを届けられるか？

図表４−１　事業モデルの諸要素図表４−１　事業モデルの諸要素

※２※２ 組織の目的を達成するため、外部環境や内部環境を、強み（Strengths）、弱み（Weaknesses）、機会（Opportunities）、脅威（Threats）の 4 つのカテ
ゴリーで要因分析し、事業戦略やマーケティング戦略を立てる手法。

　介護事業所において、良質なサービスを継続的に提供するためには「収益を上げる仕組み」である事業モデル
を構築することが求められる。

　事業モデルには、①提供するサービスと顧客価値 ②主要な顧客（サービスの受益者） ③顧客獲得の手段（チャ
ネル） ④収入確保策 ⑤事業モデルの展開に活用可能な経営資源 ⑥サービス提供における連携・協働先 ⑦サー
ビス提供に要する経費 ⑧顧客へのサービス提供手段 ─といった要素を盛り込む必要がある。

　事業所内外の状況分析を踏まえ、また、理念との整合性を意識しながら事業モデルを検討することが、より機
能するモデルにつながる可能性が高い。

Point

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1
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（ヒアリング調査結果より）
まず、小規模多機能事業所に対するヒアリン

グ結果を事業モデルの諸要素に沿って整理する
と、下表のようになります。

下表に記載した情報のうち、必ずしも報酬単
価の高い中重度者を対象とした事業運営だけで
なく軽度の段階から関わりを持つことを志向す
る事業所が複数見られる点、一部の事業所にお
いて宿泊の稼働率を意識せず運営が行われてい

1 �小規模多機能の事業モデルについて

る点などについては、一般的に小規模多機能の
運営について言及されている内容とやや異なる
結果であると考えられます。

また、利用者の獲得について、一部の事業所
において、居宅介護支援事業所や医療機関だけ
でなく、利用者の家族からの照会や地域住民か
らの紹介が確立された一つのチャネルになって
おり、こうした点は、他の介護保険サービスと
比較して特徴的です。

サービス別のTOPIC
今回のヒアリング調査では、比較的運営が好調な小規模多機能事業所および定期巡回事業所に対

し、各事業所の収益確保のための工夫についてお話をうかがいました。
以下では、ヒアリングから得られた情報を、図表４−１に示した事業モデルの諸要素ごとに整理し、

その特徴を見ていきたいと思います※3※3 。 

※3※3 事業モデルの要素である顧客獲得の手段や経営資源としての人材、連携・協働については、Chapter ２〜４において個別の論点として取り上げている。
そちらも併せて参照されたい。

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

要素項目 内容

①　提供するサービスと顧客価値

・ 在宅生活の継続を支援するため、通い・訪問・泊りの 3 サービスを提供。
・ 訪問を手厚く行う事業所が複数見られた。
・ 設備投資の回収や夜勤職員の人件費に見合う収入（宿泊費、食事代）を確保するため、

宿泊部分の稼働率を重視する事業所が中心だが、安易な宿泊を減らし、自宅での生活へ
誘導するようなケアを行うケースもある。

②　主要な顧客（サービスの受益者） ・ 地域の認知症高齢者が中心。
・ 要介護度が軽度の段階から関わる事業所が比較的多い。

③　顧客獲得の手段（チャネル）

・ 自法人あるいは他法人が運営する居宅介護支援事業所、医療機関、地域包括支援センター
などが中心。

・ 一部の事業所では、インターネット等で情報を見た利用者の家族からの問い合わせ、運
営推進会議等で接点を持った地域住民からの紹介などのチャネルも挙げられていた。

④　収入確保策

・ 軽度段階から継続的に関わることにより、個々の利用者からのサービス提供終了までの
収益（LTV：ライフ・タイム・バリュー）の最大化を目指す事業所が複数見られた。

・ 中重度者は報酬が高いと認識されがちだが、一方で必要なサービスの総量も増加するた
め、必ずしも採算性が高いわけではないとの意見があった。

⑤　事業モデルの展開に活用可能な経営資源 ・ 柔軟性や自律性の高い職員、必要なサービス量を見極めるためのアセスメントスキルを
持つ職員が重要な経営資源とされているケースが多い。

⑥　サービス提供における連携・協働先 ・ 運営推進会議での自治会や民生委員との連携、地域の事業者連絡会による横のつながり
によりサービスの普及啓発を進めているケースが多い。

⑦　サービス提供に要する経費
・ 人件費と賃料が主たる経費。
・ 他の介護保険サービスを提供する施設（グループホーム、特別養護老人ホーム、通所介

護など）と事業所を併設し、賃料や人員配置の効率化を図っている。

⑧　顧客へのサービス提供手段 ・ 事業所への通いと泊り、利用者宅への訪問が基本。
・ ケアの必要性に応じ、訪問を重視したサービス提供が行われる。

図表４−２　ヒアリング先の小規模多機能の事業所における事業モデルの諸要素（一部）図表４−２　ヒアリング先の小規模多機能の事業所における事業モデルの諸要素（一部）
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１−4 小規模多機能と定期巡回の事業モデルを知る

（ヒアリング調査結果より）
次に、定期巡回事業所に対するヒアリング結

果を整理すると、図表４−３のようになります。
定期巡回においても、小規模多機能と同様に、

軽度の段階から関わりを持つことを志向する事
業所が複数見られ、この点については、サービ
ス創設時の想定とやや異なる点と考えられま

2 �定期巡回の事業モデルについて

す。
また、定期巡回だけでサービスを完結させず、

他の介護保険サービスとの連携を前提として
LTV（ライフ・タイム・バリュー）の最大化
を図る取り組みなども見られ、単体で採算が取
りづらいといわれる同サービスのあり方の一つ
の方向性を示しているのではないでしょうか。

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

要素項目 内容

①　提供するサービスと顧客価値 ・ 自宅での生活を希望する要介護者に対し、定期・随時の訪問を通じて、状態の安定化、
利用者や家族の安心感の醸成を図る。

②　主要な顧客（サービスの受益者） ・ 地域の要介護高齢者。
・ 要介護度が軽度の段階から関わる事業所が比較的多い。

③　顧客獲得の手段（チャネル）

・ 自法人あるいは他法人が運営する居宅介護支援事業所、医療機関、地域包括支援センター
などが中心。

・ 一部の事業所では、自法人が行うサロン活動参加者の利用、自法人の訪問介護事業所か
らの紹介などのルートも見られる。

④　収入確保策

・ 軽度段階から継続的に関わることにより、個々の利用者からのサービス提供終了までの
収益（LTV：ライフ・タイム・バリュー）の最大化を目指す事業所が複数見られた。

・ また、利用者の状態の変化に応じて、自法人が運営する訪問介護や訪問看護、グループ
ホーム、特別養護老人ホームなどへつなげ、法人全体で利用者の LTV の最大化を目指
す取り組みも見られた。

・ 中重度者は報酬が高いと認識されがちだが、一方で必要なサービスの総量も増加するた
め、必ずしも採算性が高いわけではないとの意見があった。

⑤　事業モデルの展開に活用可能な経営資源

・ 柔軟性や自律性の高い職員、必要なサービス量を見極めるためのアセスメントスキルを
持つ職員が重要な経営資源とされているケースが多い。

・ 生活全体を短時間頻回の訪問で支えることから、訪問介護経験者よりも施設系の介護経
験者の方が、キャッチアップが早いとの意見があった。

⑥　サービス提供における連携・協働先 ・ 地域の事業者連絡会による横のつながりによりサービスの普及啓発を進めているケース
が多い。

⑦　サービス提供に要する経費

・ 人件費と賃料が主たる経費。
・ 他の介護保険サービスを提供する施設（訪問介護、グループホーム、特別養護老人ホー

ム、通所介護など）と事業所を併設し、賃料や人員配置の効率化を図っている。
・ 訪問介護と定期巡回のヘルパーのシフトを一体的に作成し、ヘルパーの稼働率の向上を

図る事業所もある。

⑧　顧客へのサービス提供手段
・ 利用者宅への訪問によるサービス提供が基本。
・ 効率的なサービス提供のため、提供エリアを絞り込んだり、サービス付き高齢者向け住

宅の入居者を対象とするサービス提供を行うケースも見られた。

図表４−３　ヒアリング先の定期巡回の事業所における事業モデルの諸要素（一部）図表４−３　ヒアリング先の定期巡回の事業所における事業モデルの諸要素（一部）
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小規模多機能と定期巡回の小規模多機能と定期巡回の
経営指標を考える経営指標を考える5

事業を行う上では、最終的な目標を設定し、事業がその目標の達成に向かって順
調に進んでいるかという点を、常に確認する必要があります。この際、到達目標
や進捗確認のためのチェック項目に定量的な指標を設定することで、その達成度
合いや進捗状況を客観的に把握することが可能となります。
本節では、事業の目標設定や進捗管理においてよく用いられる「重要業績評価
指標」（KPI）・「重要目標達成指標」（KGI）の考え方を整理します。

組織が何らかの事業を行う場合、達成すべき
目標を設定し、その目標の達成に向けた定期的
な進捗管理を効率的かつ効果的に行うため、「重
要業績評価指標」（KPI）、ならびに「重要目標
達成指標」（KGI）という定量的な指標を用いて、
マネジメントを行う方法があります。

これらの指標のうち、「KGI」は、事業所が
達成すべき最終的な目標を定量的に示したもの
であり、「KPI」は、KGI の達成に向けて事業
所の運営が問題なく進んでいるか否かをチェッ
クするための進捗管理指標と位置付けられま

KPI や KGIとは
す※1※1。

この２つの指標については、介護業界でも大
手法人を中心にマネジメントのツールとして用
いられることが多くなっています。

図表５−１に示したような KPI や KGI を用
いることで、目標に対する進捗状況などを客観
的に把握できるようになります。

加えて、今回実施したヒアリングでは、定量
的な指標を用いることにより、次のような利点
があるとの声が聞かれました。

KPI や KGIを用いる理由

※１※１ KPI や KGI については「業績」というワードがあるため、売上や利益を議論するためのツールであると考えられがちだが、人材の能力（研修受講回数、
資格試験等の点数など）やケアの品質（利用者満足度調査の結果、ヒヤリハットの件数など）を管理し、高めていくための手段として用いることも可能
である。近年は行政施策などについても KPI や KGI を設定する自治体が多い。

（出所）各種資料を基に作成

評価指標 内容 指標例

「重要業績評価指標」
（KPI：Key�Performance
Indicator）

組織や個人が設定した目標の達成度合いを測る
ための指標、進捗管理のための指標のこと

新規利用者数、平均要介護度、職員の稼働率、
居宅介護支援事業所への訪問回数など

「重要目標達成指標」
（KGI：Key�Goal�Indicator）

一定期間内に組織や個人が達成すべき目標を定
めた指標のこと 売上高、地域シェア、収支差など

図表５−１　各指標の考え方図表５−１　各指標の考え方※1※1
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１−5 小規模多機能と定期巡回の経営指標を考える

こうしたヒアリング結果を踏まえれば、KPI
や KGI は経営管理のための指標であると同時
に、経営者・管理者と現場の職員がエビデンス
に基づいてコミュニケーションを行うための
ツールであると言えます。KPI や KGI の導入
に当たっては、数値の上下動だけを見るのでは
なく、問題解決に向けた対話のための材料、問
題意識を事業所内で共有するための手段として
活用する視点が求められます。

最後に、KPI や KGI を用いたマネジメント
を行う際の、基本的な留意点を説明します。

①分かりやすく理念と整合性のある指標の設定
最初の留意点は、入手しやすいデータを用い
て、分かりやすい指標を設定するという点です。

データの取得や解析に労力を要する指標を設
定すると、早晩、指標自体が形骸化してしまい
ます。介護事業所で言えば、売上高や新規利用
者数など、分かりやすく、入手しやすいデータ
をKPIやKGIとして設定すべきと考えられます。

KPI や KGIを用いた
マネジメントの留意点

また、KPI や KGI と理念との整合性も意識
することが求められます。例えば、「地域の要
介護者に質の高いサービスを提供する」という
理念を掲げるのであれば、地域の要介護者に占
める自事業所の利用者数の割合（シェア率）を
KGI として設定するなど、「指標の達成＝理念
の実現」と職員全体が直接的に認識できるよう
な指標を設定することが望ましいといえます。

②PDCAサイクルによる検証
次に、KPI や KGI については、定期的に把握
し、数値の動向の背景要因を分析し、次のアク
ションにつなげるというPDCAサイクルを回
していく必要があります。特に重要な点は、分
析とアクションの部分であり、数値の上下にば
かり気を取られてここが抜け落ちてしまうと、
KPI 等はただの「ノルマ」になってしまいます。

③指標改善に向けた経営者の積極的な関与
第三に留意すべきは、指標の動向の背景要因

を分析した後の改善行動を、経営者や管理者が
職員と「共に考える」という点です。

仮に利用者が減少している状況を想定した場
合、「新規の利用者が減少しているから、何と
かしろ」と言うだけでは、マネジメントとは言
えません。経営者や管理者には、新規利用者数
という指標の動きに対して具体的にどのような
アクションを起こすか、そのために必要なこと
は何か、今までのやり方ではなぜ新規利用者が
増えなかったのか、といった点を職員と共に考
え、対応策を創出する姿勢が求められます。

　事業目標の達成状況の評価や目標達成に向けた進捗管理のため、定量的な指標である「重要業績評価指標」
（KPI）および「重要目標達成指標」（KGI）という考え方を用いることが多い。

　目標や進捗管理のための数値指標を設定することにより、事業や組織の現状を客観的に把握することが可能となる。
　KPI や KGI をマネジメントのためのツールとして用いる場合、①分かりやすく理念と整合性のある指標の設定 ②

PDCA サイクルによる検証 ③指標改善に向けた経営者の積極的な関与—といった点に留意する必要がある。

Point

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1・ 売上高や利用者数などの数値で事業所の現状を示すことにより、
職員全体に経営状況を分かりやすく認識してもらうことができ
る。自分たちの給料がどこから出ているか、どうすれば給与が
上がるか、個々の職員が意識するようになった。

・ 経営者や管理者が事業所の現状について議論する際のコミュニ
ケーションの基盤となる。定性的な情報では、人によって解釈
が異なるため、「水掛け論」になってしまうことも多い。

・ 残業時間の削減や人材の効率的な活用策など、働き方の見直し
を議論する際の客観的な情報として重要になっている。

ヒアリングで得られた意見ヒアリングで得られた意見
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（アンケート調査結果より）
アンケート調査結果を見ると、小規模多機能

で重視されている経営指標は事業所の売上が
「数量×単価」で決まる中で、「数量」関連の項
目（利用者数、新規利用者数など）と「単価」
関連の項目（平均要介護度）が、回答割合の上
位にきています。

加えて、「通い」「泊り」「訪問」のバランス
を取った運営が採算面で重要とされる同サービ
スの特性から、「宿泊の稼働率」や「通いの稼
働率」との回答が比較的多くなっています。

他方、定期巡回では、小規模多機能の結果と

1 �小規模多機能および定期巡回における経営指標について

同様に、「数量」関連の項目（利用者数、新規
利用者数など）と「単価」関連の項目（平均要
介護度）が、回答割合の上位になっています。

加えて、利益に直結する要因である「人件費
率」やヘルパーのアイドルタイムを減らし、多
数の利用者へ対応することが求められる同サー
ビスの事業モデルを背景として、「ヘルパーの
稼働率・稼働時間」も上位にきています。

さらに、前節でも簡単に触れましたが、「併
設する他サービスとトータルで見た収支」との
回答が 2 割程度見られる点も特徴的です。

サービス別のTOPIC
本節では、KPI や KGI といった経営指標を設定し、マネジメントを行うことの意義や有効性につ

いて整理をしてきました。本節の内容と関連し、本事業では、アンケートにより小規模多機能およ
び定期巡回の事業所が具体的にどのような指標を設定して運営を行っているのかという点を調査し
ています。

以下、それぞれのサービスに関する調査結果を掲載します。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

サービス提供利用者数
新規利用者数

定員に対する稼働率
利用者の平均要介護度
収入に対する人件費率

「宿泊」の稼働率
「通い」の稼働率
利用者への訪問回数

他法人のケアマネジャーからの紹介件数
他法人の医療機関からの紹介件数

68.7%
53.2%

43.0%
38.0%

35.4%
32.9%

30.1%
25.0%

19.0%
18.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

サービス提供利用者数
新規利用者数

収入に対する人件費率
利用者の平均要介護度

ヘルパーの稼働率・稼働時間
他法人のケアマネジャーからの紹介件数

併設する他サービスとトータルで見た収支
他法人の医療機関からの紹介件数

利用者の休廃止件数
職員当たりの収支

72.8%
50.8%

45.5%
37.4%
37.0%

30.1%
22.8%

13.8%
13.4%
11.4%

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

図表５−２　小規模多機能を運営する上で重視している指標・項目（図表５−２　小規模多機能を運営する上で重視している指標・項目（回答割合上位10項目、複数回答、無回答除く�n=316）回答割合上位10項目、複数回答、無回答除く�n=316）

図表５−３　定期巡回を運営する上で重視している指標・項目（図表５−３　定期巡回を運営する上で重視している指標・項目（回答割合上位10項目、複数回答、無回答除く�n=246回答割合上位10項目、複数回答、無回答除く�n=246））
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１−5 小規模多機能と定期巡回の経営指標を考える

C O L U M N

富山県富山市に本社を置き、小規模多機能

（富山市と上市町の２カ所で実施）や訪問介護、

介護が必要な高齢者向けアパート等のサービス

を提供する株式会社とやまヒューマンサービス

（代表取締役：石橋 隆二 氏）では、小規模多機

能サービスに稼働率等の KPI（重要業績評価指

標）を設定し、定期的にモニタリングを行うと

ともに、経営者が中心となり、管理者や現場職

員を対象とする経営指標に関する教育を行って

いる。

同社では、各管理者や事業部門長が次年度

の自部門の活動方針を策定する際に、その方針

の進捗管理を行うため、売上や労働分配率、稼

働率等といったKPIやKGIを自ら設定している。

また、設定された指標については、業務検

討会（毎月実施）において、経理担当から各事

業所に対してフィードバックされ、進捗確認が

行われる。その際、予算目標に対して進捗に遅

れが見られる事業所があれば、適宜、経営者や

他の管理者等から目標値を達成するための助言

がなされ、次月のアクションの検討が行われる。

加えて、年度終了時には、KGI の達成状況や

見えてきた課題を分析しつつ、次年度の改善に

活かすという形で月次および年次のスパンで

PDCA サイクルを回している。

さらに、毎月の KPI は一部の指標を除き、パー

トも含む全職員へ公開されている。その結果、

各職員が自身の仕事ぶりが経営状況にどのよう

に反映されているかを理解でき、賞与等の賃金

アップに対する期待なども含めて、職員の仕事

へのモチベーション向上等にも大きくつながっ

ているとのことであった。

なお、同社では現場職員の経営指標に対す

る理解度を高めるため、売上は「職員が一生懸

命に仕事をしたことに対する世の中の支持率」、

給料は「職員の成長に対する報酬」といったよ

うな形で分かりやすく言い換えて説明するとと

もに、その指標が持つ重要性を教えている。ま

た、中堅職員を対象とした経営分析に関する研

修も実施するなど、あらゆる階層の職員の経営

に対する感度を高めるための取り組みを進めて

いる。

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1株式会社とやまヒューマンサービスによる経営指標の設定株式会社とやまヒューマンサービスによる経営指標の設定
および業務検討会でのモニタリングの取り組みおよび業務検討会でのモニタリングの取り組み
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小規模多機能と定期巡回の小規模多機能と定期巡回の
管理者の役割を考える管理者の役割を考える6

理念策定や事業モデルの検討などマネジメントの質を高める上で、現場の取りま
とめ役を担う事業所管理者の役割は小さくありません。
他方で、多くの事業所から、管理者がプレイングマネジャーとして現場の業務に
忙殺され、管理業務に注力する余裕がないといった意見やマネジメントスキル向
上に向けた研修に着手できていないとの声も聞かれます。本節では、生産性向
上の鍵を握る管理者の役割や管理者に求められる能力を検討します。

小規模多機能や定期巡回の管理者が実務を円
滑に行うためにどのような役割を果たすべき
か、ミドルマネジャーとしてどのような資質や
能力を求められるかといった点については、公
的な見解はほぼ見当たりません。そのため、多
くの事業所では管理者が「手探り」で、業務に
臨んでいるのが実態と考えられます。

もし管理者が「名ばかり」の存在であれば、
このような点はそれほど大きな問題にはなりま
せん。しかしながら、事業所を取り巻くステー
クホルダーの立場から管理者に期待する機能を
整理してみると、管理者は多様な役割を担って
いることが分かります（図表６−１）。

また、ヒアリング先の事例を見ると、管理者
の行動はサービス品質の向上や職員の育成、外
部や法人経営者と現場とのパイプ役など極めて
多岐にわたります（図表6−2）。

こうした多面的な役割を担う管理者について
は、多くの事業所で育成プログラムや役割規程、
能力要件などが確立されていないと考えられま
す。そのために、能力的に難がある人材が管理

事業所管理者の実務上の役割
者に登用され、事業所のブランディングやサー
ビス品質管理、職員の育成・定着などの面で問
題が生じているとすれば、生産性向上の大きな
阻害要因であると言えます。

このような問題に対し、ヒアリング先の事業
所においては、大きく 2 種類の管理者の質を確
保するための取り組みが見られました。

1 点は、過去の経歴から小規模多機能や定期
巡回の事業所の管理に適した人材を管理者候補
として選定する動きです。

具体的には、現場の「仕切り役」としての立
ち上がりの早さを期待し、訪問介護事業所の
サービス提供責任者経験者や施設のユニットあ
るいはフロアのリーダー経験者など、短時間頻
回、24 時間 365 日対応、ケアマネジメント、
在宅サービス経験といった両サービスのエッセ
ンスの一部を他サービスで身に付けた人材を管
理者とする取り組みが挙げられます。

また、もう 1 点は、管理者へのマネジメント
教育の重視です。ヒアリング先の事業所では新

管理者を
いかに確保・育成するか
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１−6 小規模多機能と定期巡回の管理者の役割を考える

任管理者などを対象に現場職
員から管理者へのキャリアの
橋渡しをスムーズに行うため
の研修が複数の事業所で行わ
れていました。

なお、ここに挙げた取り組
みは、前者と後者が一体的に
行われることで、その効果が
より高まるものと考えられま
す。各事業所で管理者確保・
育成に取り組まれる際の参考
としてみてください。

　小規模多機能や定期巡回の事業所管理者は、多様な役割を担っており、サービスの生産性向上の要である。
　能力に難のある人材が管理者となった場合、ブランディングやサービス品質の管理、人材育成・定着などの面で

問題が生じ、事業所の運営は大きなダメージを受ける。
　両サービスのエッセンスを理解する人材の登用や登用後のマネジメント研修などを通じ、質の高い管理者の効率

的な確保・育成を図ることが重要である。

Point

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

項目 内容

利用者に対するケアへの
参画と専門的力量に
基づくマネジメント

・ 業務時間の一部をアセスメントやプランの作成、直接的なケアの提供に充て、「現場勘」が鈍らない
ように努めている。

・ また、ケアの現場に参画することで、自身の専門職としてのモチベーション向上、利用者ニーズの
動向把握などにつなげている。

・ 加えて、専門的力量を認められて管理者に登用されているケースが多く、専門性をベースとして職
員の利用者への関わり方やプランの内容に対する指導・助言を行う。

職員とのコミュニケーション
機会の確保

・ 定例のミーティングやカンファレンスなどのほか、日々の業務の中でこまめに職員へ声掛けを行う。
感謝の言葉を伝えることも多い。

・ 職員とマンツーマンでコミュニケーションを取る機会もできるだけ確保する。

指揮・命令後の実行段階に
おける職員との伴走

・ 発生した問題に対して対処方針を設定し、職員へ具体的な指示を行う。
・ その上で、報告を待つだけでなく、職員の行動に伴走する（「やってみせる」）。

事業所あるいはサービスの周知・
外部とのネットワーキング

・ 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを訪問し、「顔を売る」ことで利用者の獲得につなげる。
・ また、事業者連絡会等へ参加し、地域へのサービスの周知に努める。

理念や経営者の考え方と現場の
オペレーションとの橋渡し

・ 理念や経営者の考えを会議の場で伝達するだけでなく、現場の実態に即して、分かりやすい表現に「翻
訳」して伝える。

図表６−２　ヒアリング先における管理者の役割（一部）図表６−２　ヒアリング先における管理者の役割（一部）

（出所）各種文献やヒアリング調査結果を基に作成

図表６−１　事業所のステークホルダーから見た管理者の機能（イメージ）図表６−１　事業所のステークホルダーから見た管理者の機能（イメージ）

利用者
・
利用者
家族

職員
事業所事業所
管理者管理者

法人
経営者

地域社会

現場と経営者との橋渡し役
現場に向けた経営者の「窓」

ガバナンスの委任者

地域における
法人の代表

身近な
ロールモデル

教育・
育成担当者

人事制度上の
一次評価者

利用する
サービスの
品質管理
責任者
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（アンケート調査結果より）
本事業で実施したアンケート調査から小規模

多機能事業所の管理者に求められる知識・技術
を見ると、「地域住民や関係機関とネットワー
クをつくる能力」（71.6%）との回答が最も多く、
以下、「コーチングやスーパーバイズ等の人材
育成の力」（63.4％）、「利用者・家族・関係機
関等とのコミュニケーション力」（60.3%）、「利
用者・家族の意向と事業所の収益のバランスを
調整する力」（56.8%）と続いています。

回答割合が５割を超えている項目を踏まえれ
ば、多くの小規模多機能事業所では、①地域と
のネットワークづくり ②人材育成 ③利用者や

1 �小規模多機能の管理者に求められる知識・技術について

その家族等との関係づくり・調整 ④サービス
品質と収益の管理 ⑤緊急時対応——といった
役割が管理者に求められているものと推察され
ます。

なお、介護技術関連（「身体介護の基礎的な
技術」「生活援助の基礎的な技術」など）の選
択肢は全体的に見て回答割合が少なくなってい
ますが、「認知症ケアに関する知識・技術」が
13.9% とやや多くなっており、この点について
は、認知症ケアに強みを持つ小規模多機能の
サービス特性を反映した結果と言えるのではな
いでしょうか。

サービス別のTOPIC
本節では、職員の定着やサービス品質の管理、新規利用者の獲得など、事業所の生産性向上に大

きな影響を及ぼす管理者の機能や役割について整理してきました。
以下では、小規模多機能・定期巡回のサービスごとに本節の内容に関連するアンケート調査結果

を掲載します。管理者の能力要件の設定や育成プログラムを検討する際に参考になれば幸いです。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域住民や関係機関とネットワークをつくる力
コーチングやスーパーバイズ等の人材育成の力

利用者・家族・関係機関等とのコミュニケーション力
利用者・家族の意向と事業所の収益のバランスを調整する力

緊急時に適切に対応をする判断力
利用者・家族・関係機関等との調整・折衝力

他の専門職にサービスの内容・使い方等を提案・説明する力
他の専門職と連携するチームケアの技術
傾聴等により利用者に安心感を与える力

認知症ケアに関する知識・技術
これまでの利用者への関わりから発生する課題やケアニーズを予期する力

利用者の課題や残存能力を見極めるアセスメント力
状態の変化を見抜くモニタリング力

記録や電話での声色等で利用者の状態を予測する力
医療に関する知識・医療的ケアの技術

71.6%
63.4%

60.3%
56.8%

52.4%
43.5%

31.2%
23.3%

14.5%
13.9%

9.1%
8.5%
8.2%

5.0%
5.0%

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

図表６−３　図表６−３　小規模多機能の管理者に求められる知識・技術小規模多機能の管理者に求められる知識・技術（回答割合上位15項目、５つまで複数回答、無回答除く�n=317）（回答割合上位15項目、５つまで複数回答、無回答除く�n=317）
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１−6 小規模多機能と定期巡回の管理者の役割を考える

（アンケート調査結果より）
本事業で実施したアンケート調査から、定期

巡回事業所の管理者に求められる知識・技術に
ついて見てみると、「地域住民や関係機関とネッ
トワークをつくる能力」と「コーチングやスー
パーバイズ等の人材育成の力」との回答の割合
が 65.4% と最も多く、以下「利用者・家族の意
向と事業所の収益のバランスを調整する力」

（63.0%）、「利用者・家族・関係機関等との調整・
折衝力」（48.6%）と続いています。

これらの回答割合が比較的多い項目を見ると、
前述の小規模多機能事業所と同様、①地域との
ネットワークづくり ②人材育成 ③利用者やそ
の家族等との関係づくり・調整 ④サービス品
質と収益の管理 ⑤緊急時対応——といった役
割が管理者に求められていると推察されます。

2 �定期巡回の管理者に求められる知識・技術について

また、定期巡回において特徴的なのは、「他
の専門職にサービスの内容・使い方等を提案・
説明する力」（47.7%）との回答が上位にきてい
る点です。この結果は、ヒアリングで多数聞か
れた、「サービスの普及啓発が問題」との意見
とも整合しています。定期巡回事業所の管理者
においては、上記①～⑤とともに、サービスの
意義や使い方に対する深い理解を基にした、定
期巡回の広報担当者（スポークスパーソン）と
しての役割も期待されているものと考えられま
す。

なお、「他の専門職と連携するチームケアの
技術」との回答が 30.9% 見られます。これは、
看護やケアマネジャーの機能が「外付け」となっ
ている本サービスの状況を反映した結果と考え
られます。

事
業
所
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

1

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域住民や関係機関とネットワークをつくる力
コーチングやスーパーバイズ等の人材育成の力

利用者・家族の意向と事業所の収益のバランスを調整する力
利用者・家族・関係機関等との調整・折衝力

他の専門職にサービスの内容・使い方等を提案・説明する力
利用者・家族・関係機関等とのコミュニケーション力

緊急時に適切に対応をする判断力
他の専門職と連携するチームケアの技術

利用者の課題や残存能力を見極めるアセスメント力
これまでの利用者への関わりから発生する課題やケアニーズを予期する力

医療に関する知識・医療的ケアの技術
傾聴等により利用者に安心感を与える力

状態の変化を見抜くモニタリング力
身体介護の基礎的な技術

（滞在時間でなく）必要なケア行為に基づいてプランを作成する能力

65.4%
65.4%
63.0%

48.6%
47.7%
45.7%

31.7%
30.9%

12.8%
9.9%
9.1%
7.0%
4.5%
4.1%
4.1%

図表６−４　定期巡回の管理者に求められる知識・技術図表６−４　定期巡回の管理者に求められる知識・技術（回答割合上位15項目、５つまで複数回答、無回答除く�n=243）（回答割合上位15項目、５つまで複数回答、無回答除く�n=243）
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小規模多機能および定期巡回の職員小規模多機能および定期巡回の職員
に求められるスキルと育成策を知るに求められるスキルと育成策を知る1

対人援助サービスである介護保険サービスでは、職員の知識や技術が、ケアの
品質や事業所のブランド力、内部業務の効率性、新規利用者の受入れ余力に大
きな影響を与えます。Chapter１−１の図表１−１に示した生産性の関係式で言
えば、分子である「産出」、分母の「投入」の双方に人材の質が関係します。
そこで本節では、アンケートやヒアリングの調査結果を踏まえ、小規模多機能や
定期巡回の職員に求められるスキルとその育成策を検討します。

小規模多機能型居宅介護（以下、小規模多機
能）や定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以
下、定期巡回）の生産性向上においては、人材
の質の確保が重要になります。そのため、事業
所においては育成力を高め、既存の人材の能力
を底上げする取り組みが求められます。

では、どのような知識や技術を持つ人材を育
てれば良いのでしょうか。ケアの現場を支える
介護職員・訪問介護員に求められる技術等につ
いてアンケートの結果を見ると、図表１−１の
ような結果が得られました。

調査結果から、両サービスに共通する知識・

小規模多機能・定期巡回の
職員に求められる知識や技術

技術を整理すると、サービスの特性に合わせた
基本的な介護技術・知識を土台として、意欲や
残存能力を引き出す力や傾聴スキルなどが求め
られているといえます。

人材の採用や育成を行う上では、事業所とし
て職員に求める能力要件を設定することが重要
になります。能力要件の設定においては、こう
した調査結果等も参考にしてみてください。

また、人材育成においては、各職種の能力要
件を整理するとともに、次のステップとして各
職員の知識・技術や仕事の幅の拡充を図ること

介護技術の
高いレベルでの平準化

職種 回答割合第１位 回答割合第２位 回答割合第３位 回答割合第４位 回答割合第５位

小規模
多機能の
介護職員
（n=317）

認知症ケアに関する
知識・技術（61.8%）

身体介護の基礎的な
技術（55.5%）

利用者の意欲向上に
向けて働きかける力

（53.6%）

傾聴等により利用者
に安心感を与える力

（51.7%）

利用者のできること・
残存能力を引き出す
力（50.8%）

定期巡回の
訪問介護員
（n=247）

身体介護の基礎的な
技術（75.7%）

短時間に必要なケア
を手早く行う技術

（52.6%）

生活援助の基礎的な
技術（46.6%）

利用者の意欲向上に
向けて働きかける力

（42.5%）

利用者のできること・
残存能力を引き出す
力（42.1%）

図表１−１　小規模多機能・定期巡回の職員に重要と考えられる知識・技術図表１−１　小規模多機能・定期巡回の職員に重要と考えられる知識・技術（（５つまでの複数回答、無回答除く５つまでの複数回答、無回答除く））

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」
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２−1 小規模多機能および定期巡回の職員に求められるスキルと育成策を知る

人
材
の
確
保
・
定
着
・
育
成
の
視
点

2

が必要です。
例えば、今回のアンケート調査では、事業所

の業務の効率化や収益改善を妨げている要因を
尋ねています※1※ 1。その結果を見ると、職員確
保やケアマネジャーのサービスに対する理解不
足などと並び、「介護職員ごとのケアスキルの
ばらつき」（小規模多機能 49.7%）、「訪問介護
員ごとのケアスキルのばらつき」（定期巡回
32.7%）との回答が多くなっています。

職員のスキルにばらつきがある場合、訪問
ルートの作成作業が複雑化するだけでなく、熟
練した職員に業務が集中して対応余力がなくな
り新規の打診を断らざるを得ない事態が発生す
るかもしれません。

こうした問題への対応策として、有識者検討
委員会では、職員のスキルを高いレベルで平準
化すべきとの指摘がなされました※2※ 2。職員を

育成し、「誰が対応しても同等の品質のサービ
スを提供できる」「他の職員の作業の代替やサ
ポートができる」という状況にすることで、多
様なケアニーズへの対応力の強化や事業所内で
の作業の分担、訪問ルートやシフト作成の効率
化などの効果が期待できます。

なお、ヒアリング先におけるこうした人材の
育成策を見ると、年間計画に基づく事業所内研
修やケアカンファレンス、OJT を組み合わせ
た育成が中心になっていました。

また、高いレベルでの介護技術の平準化に向
けて、一部の事業所では図表１−２のような育
成に向けた取り組みが行われていました。

ヒアリング先における
人材育成の手法

※１※１ 当該設問は複数回答であり、サンプル数は小規模多機能（n=328・無回答除く）、定期巡回（n=263・無回答除く）である。
※２※２ 具体的には、基本的な介護技術を土台にして、難病のある利用者のケアや生活リハビリニーズへの対応力向上などケアレベルの「高度化」と、事務処

理などを含む対応可能な業務の「多様化」を、育成を通じて進めていくことを指す。

　小規模多機能および定期巡回においては、人材の質が事業所の生産性に大きな影響を及ぼす。そのため、人材
育成が最も有効な生産性向上策の一つである。

　人材育成を行う上では、人材に求める能力要件を明確化することが重要であり、本節で提示したアンケート調査
結果が参考になると考えられる。

　育成においては、職員のスキルの高いレベルでの平準化を進めることも重要である。基本的知識・技術を身に付
けた次のステップとして、「体系的な OJTの実施」「月次のマンツーマン研修の実施」「特別養護老人ホームや訪
問介護事業所での人材育成」といった手法を用いながら、レベルの高い職員の育成に取り組むことが求められる。

Point

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

育成策 内容

体系的な
OJTの実施

・ 入職時研修の後、3 カ月程度の期間をかけて初期段階の OJT を実施。
・ 上席者や先輩職員と共に利用者宅を訪問し、認知症や難病、独居高齢者など多様なケースへの介護に参画する。
・ また、全ての利用者について毎月実施されるカンファレンスに参加し、アセスメントの視点を学ぶ。

月次の
マンツーマン
研修の実施

・ 非常勤を含む全ての職員を対象に、介護技術に関するマンツーマン研修を実施。同研修は、講師役の本部職員が各
事業所を訪問し、毎月実施している。

・ 研修は法人統一のスキルチェックシートに沿って行われ、自分が苦手な介護や現状の到達点が各自に一目で分かる
ようになっている。

特別養護老人ホーム
や訪問介護事業所で
の人材育成

・ 新規入職者は特別養護老人ホームに配属され、周囲の職員の働き方から、法人の重視するケアのやり方を学ぶ。
・ また、施設介護を通じ一般的な短時間頻回のケアで生活を支えるという考え方、ケアのやり方を身に付ける。
・ 加えて、施設内で看取りを含む多様なケアに対応する機会を得る。
・ 他方、利用者の居宅での支援、家族とのコミュニケーションなどの難しさを学ぶため、小規模多機能事業所で本格

的に働く前に、一定期間、訪問介護事業所でホームヘルパーとして勤務することを義務付けているケースもある。

図表１−２　ヒアリング先における職員の育成策（一部）図表１−２　ヒアリング先における職員の育成策（一部）
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（アンケート調査結果より）
小規模多機能事業所において実施されている

職員の育成に向けた取り組みを見ると、全体で
は「関連する内部研修の実施」（77.7%）が最も
多く、以下、「事業所内のカンファレンスへの
参加」（74.2%）、「運営推進会議への参加」（68.2%）
と続いています。

また、回答事業所を「生産性の高い」群と「そ
れ以外」の群に分け、それぞれの育成に向けた
取り組みを比較すると、大半の項目で、「生産
性が高い」群の回答割合が「それ以外」の群を

1 �小規模多機能における職員の育成策について

上回っています。中でも、「初歩的なケースか
ら難易度の高いケースへの段階的な移行」や「事
業所や法人内での事例発表会の開催」、「看取り
や処遇困難事例など特定の利用者への対応」で
は「生産性の高い」群の方が 10 ポイント以上
高くなっています。

これらの結果から、生産性の高い事業所は、
より多様な育成の取り組みを実施しており、特
に体系的な OJT や事業所内でのベストプラク
ティスの共有などの面で先行していると考えら
れます。

サービス別のTOPIC
本節では、小規模多機能および定期巡回サービスに従事する職員に求められる知識・技術とその

育成手法について整理してきました。以下では、アンケート調査結果を基に、両サービスの事業所
において実施されている育成手法、および生産性の高い事業所における育成策の特徴を見ていきた
いと思います。

※生産性の高い群の回答割合がそれ以外の群よりも高い項目について網掛けをしている。（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

生産性の高い群
（n=178）

それ以外の群
（n=116）

全体
（n=318）

関連する内部研修の実施 80.3% 72.4% 77.7%

事業所内のカンファレンスへの参加 75.8% 75.9% 74.2%

運営推進会議への参加 68.5% 69.0% 68.2%

自事業所の上司や同僚との同行・指導・助言 70.8% 61.2% 67.0%

地域包括支援センターや事業所連絡会などが行う外部研修への派遣 50.6% 43.1% 47.2%

管理者による定期的な育成面談の実施 45.5% 41.4% 44.3%

事業所や法人内での事例発表会の開催 38.2% 27.6% 34.3%

自事業所の上司や先輩によるスーパービジョン 34.3% 25.9% 30.5%

他事業所や法人本部職員からの指導・助言 31.5% 26.7% 28.9%

地域ケア会議への参加 32.0% 24.1% 28.6%

看取りや処遇困難事例など特定の利用者への対応 34.3% 19.8% 28.0%

事業所内外の研修等への教える立場での参画 28.7% 27.6% 27.4%

外部の専門職・機関との利用者に関するカンファレンスへの参加 24.2% 21.6% 23.6%

育成担当者（チューターなど）の配置・指導 24.2% 23.3% 23.0%

通信教育や書籍などに関する情報提供・受講支援 23.0% 20.7% 22.3%

初歩的なケースから難易度の高いケースへの段階的な移行 19.7% 7.8% 14.8%

その他 0.6% 0.9% 0.6%

特に行っているものはない 0.0% 0.0% 0.3%

図表１−３　小規模多機能事業所における職員の育成に向けた取り組み図表１−３　小規模多機能事業所における職員の育成に向けた取り組み（生産性の高い群とそれ以外の群、複数回答、無回答除く）（生産性の高い群とそれ以外の群、複数回答、無回答除く）
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2（アンケート調査結果より）
定期巡回事業所において実施されている職員

の育成に向けた取り組みを見ると、全体では「自
事業所の上司や同僚との同行・指導・助言」

（78.2%）や「関連する内部研修の実施」（71.0%）、
「介護・医療連携推進会議への参加」（68.1%）
といった回答が多くなっています。

また、「生産性の高い」群と「それ以外」の
群を比較すると、「育成担当者（チューターなど）
の配置・指導」「地域包括支援センターや事業
所連絡会などが行う外部研修への派遣」「地域

2 �定期巡回における職員の育成案について

ケア会議への参加」「看取りや処遇困難事例な
ど特定の利用者への対応」「外部の専門職・機
関との利用者に関するカンファレンスへの参
加」といった項目において、「生産性の高い」
群の回答割合が大きくなっています。

このうち、地域ケア会議や外部の研修・カン
ファレンスなどの回答で差が生じている点は興
味深く、生産性の高い事業所は、事業所外部か
らの知識や情報の獲得に積極的であり、それが
人材の質の高さ、ひいては生産性の高さにつな
がっている可能性があります。

※生産性の高い群の回答割合がそれ以外の群よりも高い項目について網掛けをしている。（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

生産性の高い群
（n=105）

それ以外の群
（n=128）

全体
（n=248）

自事業所の上司や同僚との同行・指導・助言 81.0% 75.8% 78.2%

関連する内部研修の実施 72.4% 71.1% 71.0%

介護・医療連携推進会議への参加 65.7% 68.0% 68.1%

事業所内のカンファレンスへの参加 68.6% 64.8% 66.5%

管理者による定期的な育成面談の実施 45.7% 46.1% 45.2%

地域包括支援センターや事業所連絡会などが行う外部研修への派遣 46.7% 35.9% 40.3%

事業所や法人内での事例発表会の開催 40.0% 35.9% 37.5%

地域ケア会議への参加 41.9% 30.5% 36.7%

外部の専門職・機関との利用者に関するカンファレンスへの参加 37.1% 25.8% 31.5%

看取りや処遇困難事例など特定の利用者への対応 37.1% 26.6% 31.5%

自事業所の上司や先輩によるスーパービジョン 31.4% 30.5% 30.6%

事業所内外の研修等への教える立場での参画 32.4% 24.2% 28.6%

他事業所や法人本部職員からの指導・助言 34.3% 25.0% 28.2%

育成担当者（チューターなど）の配置・指導 26.7% 12.5% 18.1%

初歩的なケースから難易度の高いケースへの段階的な移行 21.9% 14.8% 17.7%

通信教育や書籍などに関する情報提供・受講支援 10.5% 23.4% 16.5%

その他 1.0% 1.6% 1.2%

特に行っているものはない 0.0% 0.0% 0.0%

図表１−４　定期巡回事業所における職員の育成に向けた取り組み図表１−４　定期巡回事業所における職員の育成に向けた取り組み（生産性の高い群とそれ以外の群、複数回答、無回答除く）（生産性の高い群とそれ以外の群、複数回答、無回答除く）
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小規模多機能や定期巡回のサービス利用者を増やし、売上の拡充を図るために
は、サービス提供に必要な人員を確保しなければなりません。一方、介護業界
全体に共通する問題として、人材確保は年々厳しさを増してきています。
本節では、アンケートやヒアリングの調査結果を踏まえ、小規模多機能や定期巡
回の事業所における人材確保策を検討していきます。

アンケート調査結果から、事業所の業務の効
率化や収益改善を妨げている要因について見る
と、小規模多機能、定期巡回ともに「全般的な
職員確保の難しさ」（小規模多機能：55.5%、
定期巡回：69.6%）、「特定の時間帯における
職員確保の難しさ」（同33.2%、57.0%）な

人材確保の現状
ど、人材確保の難しさを指摘する回答が多く
なっています。

また、職種別に人材の過不足の状況を見ると、
図表２−１のような結果となっており、特に小
規模多機能における「介護職員」（「不足」回答：
54.1%）、ならびに定期巡回の「訪問介護員」（同：
68.5%）の不足状況は顕著です。

とりわけ定期巡回における人材確保の問題は
深刻化しており、ヒアリング先でも「募集に対

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

【小規模多機能】

職種 過剰 適正 不足 全体

計画作成担当者 n=317 1.3% 78.2% 20.5% 100.0%

介護職員 n=318 3.1% 42.8% 54.1% 100.0%

看護職員 n=316 3.8% 65.8% 30.4% 100.0%

事業所全体の人員 n=317 2.5% 44.8% 52.7% 100.0%

【定期巡回】

職種 過剰 適正 不足 非一体型事業所 全体

計画作成責任者 n=248 1.2% 74.2% 24.6% － 100.0%

訪問介護員 n=248 3.2% 28.2% 68.5% － 100.0%

オペレーター n=249 0.8% 60.2% 39.0% － 100.0%

看護職員 n=238 0.8% 23.1% 16.8% 59.2% 100.0%

事業所全体 n=251 2.4% 32.3% 65.3% － 100.0%

図表２−１　小規模多機能と定期巡回における職種別人材過不足の状況（各単数回答、無回答除く）図表２−１　小規模多機能と定期巡回における職種別人材過不足の状況（各単数回答、無回答除く）
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し、何カ月も応募すらない」「ヘルパーの確保
ができず、新規の打診を断らざるを得ない」と
いった意見が聞かれました。

人が人にサービスを提供する労働集約型産業
である介護事業においては、人員配置基準と相
まって、職員がいなければそもそも事業そのも
のが成り立ちません。人材確保の問題は、生産
性向上の課題であるとともに、各法人や事業所、
あるいは業界の存続に関わる問題と言っても過
言ではないでしょう。

では、小規模多機能や定期巡回の事業所は人
材不足の問題について、手をこまねいて見てい
るしかないのでしょうか。

実は図表２−１の結果をよく見てみると、介
護職員や訪問介護員が「適正」と回答している
事業所も一定数存在しています。今回のヒアリ
ングでは、こうした「適正」との回答があった
事業所に対して、人材確保の具体的な手法や取
り組みを進める上での留意点について聞き取り
を行いました。その結果、以下のような特徴的
な点が見られました。

①多様な手法による採用活動の実施
人材確保が厳しい中で、ある程度の人数を採

用できている事業所では、多様な手法による採
用活動が進められていました。

ヒアリング先で見られた採用手法としては、
ハローワークでの告知や新聞折込チラシなどの
基 本 的 な も の か ら、 ホ ー ム ペ ー ジ や SNS

（Facebook など）やブログによる情報発信、職
員紹介制度や就職フェアへの参加、住民や利用
者などの口コミ、人材派遣会社の活用などさま
ざまなものが挙げられます。各事業所では、こ
うした取り組みを複数組み合わせて、求職者に
向けて事業所の PR を行い、応募者の確保につ

人材確保策の方向性

なげていました。

②職員・地域住民・利用者による口コミ
地域密着型サービスである小規模多機能や定

期巡回は、運営推進会議や介護・医療連携推進
会議など地域の住民と事業所が接点を持つ機会
が数多くあります。今回のヒアリング先では、
このような機会を通じて自治会長や民生委員、
地域の住民に自事業所の魅力や働きがいを知っ
てもらい、彼（彼女）らを通じて、求職者へ情
報を届けるという方法を取っているケースも見
られました。

また、職員や利用者・家族からの人材紹介を
積極的に受け入れている事業所も多く、身近な
人々からの「口コミ」は各事業所にとって重要
な採用チャネルとなっています。特に職員から
は、一度自事業所を退職し、復職を希望する人
材の紹介がなされることも多く、ある法人では
復職者だけで 10 人以上の採用につなげている
事例も見られました。

なお、こうした口コミによる採用を効果的に
行うためには、住民や職員などに「自事業所の
ことを紹介したい」「他を経験したが、やはり
元の事業所に戻りたい」と感じてもらうことが
必要です。そのためには、平素からのケアの質
の維持・向上や職場の雰囲気づくり、事業所の
ブランド力の構築が重要になることは言うまで
もありません。

③働き方に対する希望への細かな対応
今回のヒアリング先においては、求職者の働

き方に対する希望にきめ細かく対応することに
より、人材確保につなげているケースが見られ
ました。

具体的には、「少しでも多く稼ぎたい」と考
えている求職者を対象に、常勤職員や夜勤専従
職員としての採用を打診する取り組みや、子育
て中などの理由で短時間の勤務を希望する人材
やシニア人材を採用し、事業所のコアスタッフ
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　小規模多機能・定期巡回ともに人材確保の難しさが、業務効率化や収益改善の大きな妨げになっている。
　アンケート調査結果によれば、両サービスともに直接介護に従事する介護職員ならびに訪問介護員の不足が顕

著であり、特に定期巡回における訪問介護員の採用は非常にハードルが高い状況にある。
　ヒアリング先での取り組みを踏まえれば、人材の採用においては、「ウルトラ C」はないと考えられる。ケアの質

を高め、働きやすい職場をつくり（相応のコストをかけて）、さまざまなルートで求職者へアピールしていく。その
上で応募があれば、迅速かつ柔軟に対応するということを根気強く継続していくことが重要である。

Point

※1※1 なお、このような他事業者との連携については、採用に係る課題の解消にはつながるかもしれない。ただし、事業所間での委託費に関する交渉など新
たな解決すべき問題が生じる点については留意が必要である。
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のサポートや繁忙期のマンパワー確保へつなげ
ている事業所がありました。

④求職者への迅速なレスポンス
ヒアリングでは、いざ求職者からの応募が

あった場合、迅速なレスポンスを行うことが非
常に重要との指摘がありました。面接日の連絡
や採用通知などが少しでも遅くなってしまう
と、「他の法人が先に決まった」という理由で
採用を辞退されてしまいます。こうした事態を
防ぐためには、応募があれば即座に面接日を決
め、採用の可否判断は面接直後にその場で行う
など、迅速な対応で「応募者を確実に採用する」
意識とアクションが求められます。

⑤地域の事業者と連携したマンパワーの確保
①～④は、自事業所が直接的に人材を採用す

るという視点に基づく取り組みになります。他
方、サービス利用者の拡大や地域でのサービス
の普及を目的とするのであれば、地域の事業者
と連携してマンパワーを確保するという考え方
もあり得ます。

例えば、定期巡回において直接的にヘルパー
を雇用するのではなく、他法人が運営する訪問
介護事業所と連携し、日中時間帯の定期訪問を
委託するようなケースも考えられます。こうし

た連携を行うことで、新たに人材を採用するこ
となく既存の社会資源（訪問介護事業所と同事
業所のヘルパー）を活用しながら、利用者の拡
大を図ることが可能となります※1※1。

また、普段から地域の事業者間あるいは専門
職間のフォーマル・インフォーマルなつながり
を強化しておき、ある事業所で急に夜勤職員が
必要になった場合には、つながりのある別の事
業所の職員が応援でシフトに入るといった、地
域ネットワークを活用した人材の融通を行って
いる事例も見られました。

ここまで、ヒアリング先の事業所で見られた
特徴的な点を整理してきました。これらの点を
見れば分かるように、人材の確保においては「ウ
ルトラＣ」はありません。採用については、「お
金」をかけるか、「時間」（ブランド力、地域の
ネットワーク、サービスの質など）をかけるし
かないといえるのではないでしょうか。

特に地域に密着した事業を展開している中小
事業者の場合、採用において最も重要な点は、
ケアの質を高め、働きやすい職場をつくり、（相
応のコストをかけて）さまざまなルートで求職
者へアピールしていく、その上で応募があれば、
迅速かつ柔軟に対応するという取り組みを根気
強く行うことだと考えられます。
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本節でも言及したが、ヒアリング先の一部

の事業所においては、事業所を退職した職員の

復職を受け入れることで、人材の確保につなげ

ている事例も見られる。

例えば、宮城県石巻市に本社を置くぱんぷ

きん株式会社（代表取締役：渡邊 智仁 氏）では、

職員紹介制度の新規創設に伴い、復職者の採用

が急拡大している。

同社ではこれまで、創業者の方針として過

去に退職をした職員の復職を、原則として認め

ていなかった。しかし、新しい採用に向けた取

り組みとして職員紹介制度を創設した際に、復

職希望者の紹介打診が複数あり、現経営者の渡

邊氏が復職を認める方向に舵を切った。その結

果、同社を過去に辞めた人材の紹介が相次ぎ、

介護事業部門の職員数約 200 人に対し、1 年間

で 10 人以上の採用につながることとなった。

あまり数は多くないが、今回のヒアリング

先ではボランタリーに事業所運営へ関わりを持

つ住民を、専門職人材を補うマンパワーとして

活用している事例が見られた。

具体的には、地域交流イベントを通じてサー

ビスの内容や利用者の人柄などを知った住民

が、自発的に見守りや安否確認の担い手となる

ケースや、講習を受けた住民が有償ボランティ

アとして生活援助サービスを提供し、介護職が

より専門性の高いケアに注力できるよう役割分

担が進むといったケースなどが挙げられる。

こうした住民によるボランタリーな運営へ

の参画・協力は、事業所の人材確保に直接的に

つながるわけではない。しかしながら、職員の

負担軽減やサービスの質の向上といった面では

大きなメリットがあり、また、こうしたボラン

ティアの中から介護職としての就職を希望する

人材が現れることも考えられる。

人材の確保に悩む事業所においては、本書

Chapter4-2 を参考としながら、住民との関係

づくりに向けた取り組みを行ってみてはどうだ

ろうか。

この事例については、東日本大震災の影響

で、職員が不本意な退職を余儀なくされた同社

固有の事情もあると考えられる。しかしながら、

一度事業所を退職した職員が退職後も継続して

前の職場の職員とのつながりを維持している点

については、定量的なデータこそないが、どの

地域でも同じような傾向が見られるのではない

だろうか。

この退職者と既存職員とのネットワークに

ついては、正負両面があり、仮に自事業所の運

営に何か問題があれば、退職者とのネットワー

クをツテに、既存職員の他法人への転職が一気

に進む可能性がある。他方、自事業所が質の高

いサービスと良好な職場環境を維持できていれ

ば、上記の事例のように復職希望者が多数現れ、

また復職者による他法人で働く人材の紹介にも

つながる可能性がある。
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2
復職者の採用による人材確保復職者の採用による人材確保

住民ボランティアの事業所運営への参画住民ボランティアの事業所運営への参画
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人材の定着策を考える人材の定着策を考える3

人材の定着をいかに図るかという点は、介護事業所の生産性を考える上で、決し
て避けては通れない論点です。職員の定着率が低ければ、採用コストがかさみ、
また、人材育成の効果が出ないだけでなく、職場の雰囲気も悪化してしまう恐れ
があります。
本節では、アンケートやヒアリングの調査結果を基に、小規模多機能および定期
巡回における職員の定着策のあり方を検討していきます。

今回実施したアンケート調査から、小規模多
機能および定期巡回の事業所における職員の定
着状況を見ると、小規模多機能事業所（n=277・
無回答除く）の 19.1%、定期巡回事業所（n=234・
無回答除く）の 23.5% が、「（職員の）定着率が
低く困っている」と回答しています。

また、公益財団法人介護労働安定センターが
実施した『平成 28 年度 介護労働実態調査』※1※1

の事業所調査の結果を見ると、回答事業所全体
（n=8,907）における「定着率が低く困っている」
との回答割合は 17.5% となっています。

調査対象や実施方法が異なるために単純な比
較はできませんが、今回実施したアンケート調
査の結果を同センターの調査結果と比較する
と、小規模多機能や定期巡回の事業所における
職員の定着状況は業界全体の傾向と同程度、あ
るいは若干悪いものと推察されます。

アンケート調査結果に見る
職員の定着状況

仮に事業所において職員の定着率が低い状況
が常態化してしまうと、運営上、以下のような
問題が生じる恐れがあります。

○採用や教育にかけた既存コストの埋没および
新規採用のための追加コストの発生

○事業所全体の人的資源の熟達の遅れ
○残された職員の業務量の増加による職場の雰

囲気の悪化と、さらなる離職者の増加
○地域の居宅介護支援事業所や地域包括支援セ

ンター、利用者からの事業所に対する評判の
悪化

こうした問題は、事業所の収益、費用、サー
ビス品質などに悪影響を及ぼし、結果的に生産
性を大きく引き下げる原因になります。

実際に今回のアンケート調査の回答者を、「生
産性の高い」群と「それ以外」の群に分け、定
着状況を比較すると、両サービスともに「それ

職員の定着と
生産性との関係

※１※１ 詳細は、公益財団法人介護労働安定センター『平成 28 年度 介護労働実態調査』（事業所調査）を参照（http://www.kaigo-center.or.jp/report/h28_
chousa_01.html）
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以外」の群における「定着率が低く困っている」
との回答割合が、「生産性の高い」群を上回っ
ていました。

また、定着の問題は、事業の成長力にも影響
を与えます。労働集約型の産業では、人材の確
保が難しい状況下で利用者を増やすことは困難
ですが、育成により職員のサービス提供力が高
まれば、主に定期巡回において既存の職員数の
ままで利用者を増やしていくことが可能となり
ます。定着がうまくいかず、職員のスキルが高
まらなければ、こうした成長の機会も失ってし
まいます。

では、先進的な事業所においては、どのよう
な職員定着のための施策が講じられているので
しょうか。今回のヒアリング先の事例を見ると、
体系的な研修プログラム、事業所や法人運営へ
の参加意識を高める仕掛け、給与以外に金銭的
な報酬を支払うポイント制度など、さまざまな
取り組みが行われていました（図表３−１）。

職員の定着率向上に
向けた方策

また、多くの事業所では米国の心理学者であ
るハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」にお
ける動機づけ要因・衛生要因の双方に配慮した
施策が行われていました。例えば同理論では、
衛生要因のみの充実が図られたとしても、不満
感は低下しても職員の満足感は高まらないとさ
れています。定着率の向上を企図する事業所で
は、自事業所の取り組みがいずれかの要因に
偏ったものとなっていないか、改めて確認をす
ることが求められます。

なお、前述の公益財団法人介護労働安定セン
ターが、働きやすい職場づくりに向けて『介護
の雇用管理改善 CHECK ＆ DO25』という冊子
を公開しています。同冊子には、事業所の雇用
管理状況を把握するための 25 のチェックリス
トが掲載されていますので、同リストを活用し、
自事業所の定着に向けた施策の現状分析等を
行ってみてはいかがでしょうか。

　小規模多機能や定期巡回の事業所における職員の定着状況の悪化は、採用コストの増大や職場の雰囲気の悪
化、人材育成の効率低下などを通じ、生産性にマイナスの影響を与える。

　ヒアリング先においては、さまざまなユニークな定着に向けた取り組みが行われている。そしてそれらの取り組み
は、ハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」における動機づけ要因・衛生要因の双方に配慮したものとなっている。

Point

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

要因 ヒアリング先事業所での職員の定着に向けた取り組み

動機づけ要因 自身の成長や自己実現などの欲求を
満たす要因。

・ 体系的なキャリアパスの構築と研修プログラムの提供。
・ 提案制度や委員会制度などを通じた事業所運営へ参加する仕組み。
・ 目標管理面談や上席者による定期・随時の面談の実施。
・ 自律的な動きや、個々の職員の判断を重視する組織風土づくりなど。

衛生要因
職場環境や給与、人間関係など職員
の組織に対する不満の度合いに影響
を与える要因。

・ 勤続年数などに応じた（さまざまな品物と交換可能な）ポイントの支給。
・ 健康診断やメンタルヘルスをチェックする仕組み。
・ 介護記録などの作成負担の軽減に向けた ICT 機器の導入。
・ サークル活動や福利厚生の充実など。

図表３−１　ヒアリング先における定着策の分類（図表３−１　ヒアリング先における定着策の分類（動機づけ要因・衛生要因別動機づけ要因・衛生要因別）（一部））（一部）
（出所）介護労働安定センターホームページ

【活用の手引き】【ダイジェスト版】

【介護の雇用管理改善�CHECK＆DO25】
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（アンケート調査結果より）
小規模多機能の事業所において行われている

職員の定着に向けた取り組みを見ると、全体で
は「シフトを決める際の職員への要望確認」

（85.4%）との回答が最も多く、「定期的な健康
診断の実施」（73.0%）、「能力向上に向けた研修
や育成機会の提供」（58.7%）、「育休・産休、有
休が取りやすい風土づくり」（55.2%）といった
回答が続いています。

また、回答事業所を職員の定着状況に対する

1 �小規模多機能における職員定着に向けた取り組みについて

設問への回答を基に「定着率は低くない」と回
答した群と「定着率が低い」と回答した群（「定
着率は低いが、困っていない」および「定着率
が低く、困っている」と回答した群）に分け、
その差を見たところ、それぞれの群で回答割合
が多い項目は同様ですが、特に「長期的なキャ
リアパスの構築」や「労働時間管理（サービス
残業等防止）の厳格化」といった選択肢におい
て、「定着率は低くない」と回答した群の回答
割合が相対的に高くなっています。

サービス別のTOPIC
本節では、小規模多機能および定期巡回の事業所における職員定着の状況、および定着策につい

て整理してきました。ここではサービス別の TOPIC として、両サービス事業所の職員定着策に関す
るアンケート調査結果を紹介します。

※�定着率は低くないと回答した群の回答割合が定着率が低い群よりも高い項目について網掛けをしている。（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する
実態調査」

定着率は低くない
と回答した群
（n=205）

定着率が低い群
（n=69）

全体
（n=315）

シフトを決める際の職員への要望確認 83.9% 92.8% 85.4%

定期的な健康診断の実施 72.7% 73.9% 73.0%

能力向上に向けた研修や育成機会の提供 61.0% 55.1% 58.7%

育休・産休、有休が取りやすい風土づくり 58.5% 50.7% 55.2%

能力に見合った仕事への配置 51.7% 55.1% 51.7%

入職直後の導入研修の実施 41.5% 49.3% 43.2%

労働時間管理（サービス残業等防止）の厳格化 46.8% 34.8% 41.3%

事業所内での横のつながりをつくる機会の提供 42.4% 33.3% 39.7%

全体会議への参加など事業所情報の定期・随時の提供 40.5% 42.0% 39.0%

適正な評価に基づく昇給・昇格体系の整備 37.1% 39.1% 35.6%

定期的な目標管理面談の実施 37.1% 31.9% 33.7%

仕事上の悩み・課題に関する相談機会や相談窓口の設置 30.7% 34.8% 30.8%

クレームやトラブルに組織的に対応する体制の整備 31.2% 30.4% 29.5%

評価項目・評価基準の明確化 26.8% 24.6% 25.7%

長期的なキャリアパスの構築 30.2% 17.4% 24.1%

メンタルヘルスに係るケアの実施 25.4% 18.8% 23.2%

管理者やリーダー層に対するマネジメント力向上のための教育 23.9% 23.2% 22.9%

採用前のトライアルでの職場体験の実施 11.7% 13.0% 12.4%

提案制度など運営に参画する機会・仕組みの提供 12.7% 8.7% 11.4%

業務負担軽減のための福祉機器の導入 11.7% 7.2% 9.8%

図表３−３　小規模多機能事業所における職員定着に向けた取り組み図表３−３　小規模多機能事業所における職員定着に向けた取り組み
（定着率は低くないと回答した群と定着率が低い群、回答割合上位20項目、複数回答、無回答除く）（定着率は低くないと回答した群と定着率が低い群、回答割合上位20項目、複数回答、無回答除く）
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2（アンケート調査結果より）
定期巡回の事業所で行われている職員の定着

に向けた取り組みを見ると、全体では「定期的
な健康診断の実施」（77.7%）が最も多く、「シ
フトを決める際の職員への要望確認」（75.7％）、

「能力向上に向けた研修や育成機会の提供」
（55.4%）、「入職直後の導入研修の実施」（50.6%）
と続いています。

次に職員の定着状況に対する設問への回答を
基に回答事業所を「定着率は低くない」と回答
した群と「定着率が低い」群に分け、その差を

2 �定期巡回における職員定着に向けた取り組みについて

見たところ、「定着率は低くない」と回答した
群の方が、大半の項目で回答割合が大きくなっ
ており、相対的に定着に向けた取り組みが進ん
でいるものと考えられます。

特に「入職直後の導入研修の実施」「定期的
な目標管理面談の実施」「業務負担軽減のため
の ICT 機器の活用」など 8 つの項目（10 ポイ
ント以上差があるもの）で、両者の差が大きく
なっており、事業所におけるこれらの取り組み
の有無が定着状況に一定の影響を与えているも
のと推察されます。

※�定着率は低くないと回答した群の回答割合が定着率が低い群よりも高い項目について網掛けをしている。（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する
実態調査」

定着率は低くない
と回答した群
（n=158）

定着率が低い群
（n=73）

全体
（n=251）

定期的な健康診断の実施 77.8% 78.1% 77.7%

シフトを決める際の職員への要望確認 78.5% 68.5% 75.7%

能力向上に向けた研修や育成機会の提供 57.0% 52.1% 55.4%

入職直後の導入研修の実施 57.0% 41.1% 50.6%

能力に見合った仕事への配置 49.4% 50.7% 48.6%

育休・産休、有休が取りやすい風土づくり 46.8% 38.4% 43.8%

仕事上の悩み・課題に関する相談機会や相談窓口の設置 42.4% 38.4% 39.8%

適正な評価に基づく昇給・昇格体系の整備 42.4% 34.2% 39.4%

定期的な目標管理面談の実施 46.2% 27.4% 38.6%

全体会議への参加など事業所情報の定期・随時の提供 43.0% 30.1% 37.5%

労働時間管理（サービス残業等防止）の厳格化 40.5% 27.4% 35.9%

クレームやトラブルに組織的に対応する体制の整備 35.4% 30.1% 33.1%

事業所内での横のつながりをつくる機会の提供 36.1% 27.4% 32.7%

メンタルヘルスにかかるケアの実施 37.3% 21.9% 31.5%

長期的なキャリアパスの構築 34.2% 27.4% 30.7%

評価項目・評価基準の明確化 32.3% 30.1% 30.7%

業務負担軽減のための ICT機器の活用 32.3% 17.8% 28.7%

管理者やリーダー層に対するマネジメント力向上のための教育 27.2% 26.0% 25.9%

他事業所・他法人と比較した高い給与設定 16.5% 15.1% 15.1%

提案制度など運営に参画する機会・仕組みの提供 15.8% 2.7% 11.2%

図表３−４　定期巡回事業所における職員定着に向けた取り組み図表３−４　定期巡回事業所における職員定着に向けた取り組み
（定着率は低くないと回答した群と定着率が低い群、回答割合上位20項目、複数回答、無回答除く）（定着率は低くないと回答した群と定着率が低い群、回答割合上位20項目、複数回答、無回答除く）
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人材育成における管理者や人材育成における管理者や
リーダー層の役割を知るリーダー層の役割を知る4

Chapter２−１で検討を行った「職員の育成」を円滑に進める上では、組織的
な仕組みとしての育成策のみならず、現場で常に職員と接し、助言や指示を与え
る管理者やリーダー層の能力や育成への取り組み姿勢も重要になります。
そこで本節では、人材育成を効果的に行う上で重要な、管理者が持つ「教育的
役割」に焦点を絞って議論を進めていきます。管理者の全般的な役割について述
べたChapter１ー６とともにお読みください。

Chapter １ー６の「サービス別の TOPIC」
で示したアンケート調査結果を見ると、小規模
多機能や定期巡回の事業所の管理者に重要と考
えられる知識・技能として、6 割強の回答者が

「コーチングやスーパーバイズ等の人材育成の
力」と回答しており、収益の管理や体外的なネッ
トワークづくり、緊急時対応などと並び、人材
育成は事業所管理者の最も重要な役割の一つで
あると考えられます。

実際に、さまざまな事業所の職員の方々に話
を聞くと、管理者のことを最も身近な「お手本」
であり、かつ「相談者」と認識しており、今回
のアンケート調査では、管理者自身も、自らの
業務時間の少なくない割合を人材マネジメント
に費やしているとの結果が出ています※1※1 。

また、管理者の育成業務については、以下の
ように日々の仕事の流れの中で、非言語的コ
ミュニケーションも活用しながら助言や内省の
支援を行う形が一般的と考えられます。

人材育成における
管理者の役割

○職員と同行訪問を行い、ケアやコミュニケー
ションのお手本を見せる。

○業務時間内にこまめに声掛けを行い、職員の
抱える悩みや不安に助言を行う。

○必要に応じて面談の時間を確保し、スーパー
バイザーとして職員の課題解決を支援する。

○日報等にコメントを付記し、課題解決の方向
性を助言する。あるいは理念に照らして賞賛
すべき行動を評価する。

○業務の配分や割り当てを通じ、職員に成長の
機会を提供する。

さらに、こうした育成の取り組みに加え、定
例の研修や会議等での法人の理念や経営者の考
え方の伝達、ケースカンファレンスでの進行役
なども育成の範疇に含まれます。

このように育成面において重要な役割を担う
管理者ですが、多くは、専門職としての経験と

管理者の育成力の抱える
問題点

※１※１ 今回実施したアンケート調査によれば、小規模多機能、定期巡回両サービスの管理者ともに、業務時間の 1 割程度を「事業所の人材確保・育成・定着
に関する管理的業務」に費やしているとの回答が得られた。
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実績を買われて管理者に就任した、いわば「エ
キスパートリーダー」であると考えられます※2※2。
そのため、「部下の育成」の方法について体系
的に学んでいる管理者は、必ずしも多くありま
せん。指導法が分からないために管理者が持つ
ノウハウや知識・経験が共有されず、結果的に

「背中を見て学べ」型の旧態依然とした人材育
成が行われているとの話も耳にします。

また、管理者としての期間が長くなると、利
用者や家族、などと接する機会が減り、いわゆ
る「現場勘」が失われてしまうケースや、膨大
な事務作業や突発的な事態への対応に追われ
て、医療や介護に関する最新の技術・知識の習
得が難しくなってしまうケースもあると推察さ
れます。

こうした問題が深刻化してくると管理者の育
成力が低下し、本来求められている「第一線の
育成者」「職員の身近なロールモデル」の役割
が果たせなくなることが懸念されます。

上記の課題に対し、今回のヒアリング先では、
図表４−１のような方法で管理者の育成力の向
上を図る取り組みが見られました。下表に記載
したものは、必ずしも管理者の育成力向上を主
目的としたものばかりではありませんが、後述
の TOPIC に記載した事例とともに、各事業所
の参考になれば幸いです。

管理者の育成力強化に
向けて

　小規模多機能や定期巡回の事業所管理者は、「第一線の育成者」「身近なロールモデル」として職員の能力向上
に大きな役割を有している。

　しかしながら、育成の重要性に関する理解を含む基礎的なマネジメント教育を全ての管理者が受けているわけ
ではないこと、また、日々の業務に忙殺され、育成に必要な知識や技術の更新が滞りやすいことなど、管理者
の育成力はいくつかの問題に直面している。

　今回ヒアリングを実施した先では、「管理者のマネジメント能力向上に向けた研修等の実施」「管理者の専門技術・
知識の更新に向けた機会の提供」「法人内・事業所内での知識・ノウハウ共有に向けた取り組み（事例発表会、
マニュアル作成）」などを通じて、上記の問題に対応していた。

Point

※２※２ 専門職がマネジャーに就任することについては賛否両論があるが、一部の先行研究では、自組織の中核業務に関する上席者の専門性が高い方が、その
部下の職場での幸福度が高いという結果が見られる。また、幸福度が高ければ離職率も低下すると言われている。詳しくは、ベンジャミン・アーツ, ア
マンダ・グドール , アンドリュー J. オズワルド（2017）「部下の仕事の満足度は上司の専門技能に左右される」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』

（2017 年 02 月 27 日 HBR.ORG 翻訳リーダーシップ記事）（http://www.dhbr.net/articles/-/4707）（2018 年 2 月10 日閲覧）を参照。

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

取り組み 内容

管理者の
マネジメント能力
向上に向けた
研修等の実施

・ 新任管理者および管理者就任から一定期間が経過した職員を対象として、役員が講師となってマネジメントに関す
る研修を実施。その中でマネジャーとしての心構え、育成の重要性などについて教育を行う。

・ なお、マネジメント研修においては、生産性向上や働き方改革、人材育成などのテーマについて、上位のミドルマ
ネジャーが直接下位のミドルマネジャーの教育を行うという事例も見られる。各階層のミドルが、テーマを自分で
咀嚼し、部下に伝えるというプロセスを経て、テーマに対する理解やコミュニケーションスキルの向上が図られる。

管理者の専門技術・
知識の更新に向けた
機会の提供

・ 複数の事業所において、外部のネットワーク（事業者連絡会など）や地域ケア会議、カンファレンスへ管理者が参
加し、地域の動向や医療・介護に関連する最新の知識を吸収し、事業所の職員へフィードバックする取り組みが見
られる。

・ また、法人に打診のあった講演会の講師や補助金を活用したモデル事業のプロジェクトリーダーを管理者に割り当
て、学び直しの機会を提供するケースもある。

法人内・事業所内で
の知識・ノウハウ共
有に向けた取り組み

・ 法人内で行う事例発表会において管理者も報告を行い、その管理者が持つノウハウなどの共有・可視化を図る。
・ また、管理者と職員が共同でマニュアルを作成し、作成プロセスを通じて管理者の考えやノウハウを共有化する取

り組みが見られる。

図表４−１　ヒアリング先における「管理者の育成力」強化に向けた取り組み（一部）図表４−１　ヒアリング先における「管理者の育成力」強化に向けた取り組み（一部）
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サービス別のTOPIC
本節では、人材の育成・定着に向けた管理者やリーダー層の役割や意識について言及してきました。

以下では、管理者における部下を育成する能力を高めるための取り組みに関する事例を紹介します。
2 つの事例はいずれも小規模多機能の事業所を運営する法人の事例ですが、ミドルマネジャーの

育成能力の強化に向けて定期巡回事業所においても活用可能な情報となっていますので、ぜひご一
読ください。

東京都港区に本社を置き、全国で小規模多機
能を含むさまざまな介護サービスを展開してい
る株式会社ソラスト（代表取締役：石川 泰彦 
氏）では、ミドルマネジャーが生産性向上の要
であると認識し、ブロック長から現場の管理者
を対象とした、生産性向上をメインテーマとす
るミドルマネジャー研修「リーダートレーニン
グ」を毎月実施している。

同研修はその進め方が非常にユニークであ
る。まず、毎月の研修テーマ（タイムマネジメ
ントやコミュニケーションなど）が本部におい
て設定され、ブロック長に伝達される。テーマ
を伝えられたブロック長は、自身の経験や考え
方に基づいてテーマを咀嚼し、第三者にその重
要性を伝えるためのプレゼンテーション資料を
作成、その資料を用いて、直属の部下であるエ
リア担当のマネジャーに対して研修を行う。

次のステップでは、ブロック長による研修を

小規模多機能の事例①

受けたエリア担当のマネジャーが講師となり、
担当エリアの事業所管理者に対して同様の研修
を実施する。さらに、事業所管理者は自事業所
に戻り、研修での学びを自身の言葉に置き換え
て部下に対するマネジメント研修を行う。

この研修の特徴は、「各階層のマネジャーが
研修のテーマを自身で咀嚼して、部下に伝える」
という点である。あるテーマを他者に伝えると
いうプロセスにおいて、各マネジャーは自身の
経験や行動の振り返りを行い、また、設定され
たテーマについてより深く調べることになる。
その結果、受動的に研修に参加する場合と比較
し、学習効果の高まりが期待でき、まさに「ラー
ニング・バイ・ティーチング」（教えることを
通じて、自身も学びを得る）の考え方が実践さ
れている。

また、研修を通じ、各階層のマネジャー間で
長時間※3※ 3 のコミュニケーションを行う機会が
定期的に確保されることから、上下階層間の情
報共有の円滑化・活発化、信頼関係の構築など
の効果もあると考えられる。

株式会社ソラストにおける株式会社ソラストにおける
管理者の育成能力・指導力向上に管理者の育成能力・指導力向上に
向けた取り組み向けた取り組み

※３※３ テーマにもよるが、研修 1 回当たり２〜３時間をかけて行っているとのことである。
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２−4 人材育成における管理者やリーダー層の役割を知る

人
材
の
確
保
・
定
着
・
育
成
の
視
点

2

神奈川県茅ヶ崎市に本社を置き、同市や藤沢
市で小規模多機能を中核に在宅生活に必要な
サービスを幅広く展開している株式会社リフシ
ア（代表取締役：加藤 順一 氏）では、サービ
スの質の向上のためには、介護職員の「人財育
成」が何より重要と捉えている。

そのために、日常的に介護職員に接する各事
業所の管理者やリーダー層における、組織マネ
ジメント力の向上が重要と考え、当該職員層を
対象とする内部研修を定期的に実施している。
まずリーダー層に対しては、チームの中核とし
て、またはチームをけん引していく立場として、
理解しておくべき原理原則を学ぶことを目的と
した「管理者初級研修」を行っている。

テキストは、目的に沿った内容が記された市
販の書籍を使用している。その内容は「変革す
る」「お客様満足」「チームを作る」「理想を求
める」といった普遍的なもので、仕事において
のみではなく自らの人格形成にも資するものと
なっている。

このテキストを輪読し、それを自らの業務に
投影しながらお互いに意見交換を行うことで、

小規模多機能の事例②

やるべきことの理解やモチベーション向上につ
ながっている。

次に事業所管理者層には、事業所の責任者で
ある立場から、より経営的視点も含め幅広い観
点から組織マネジメントについて学び、そして
実際に機能させることを目的とした「管理者研
修」を行っている。

テキストは、同様に市販の書籍を使用してい
る。その内容は、ケア論、政策論をベースに介
護サービスを有効に機能させるためのケア体制
マネジメント論で構成されている。

これも同様に輪読し、意見交換を行う方法を
取っている。内容的には高度であるが、自らの
マネジメントが個人的な思い込みではなく、背
景や理論に基づいていることを理解すること
で、管理者の自信につながっている。

さらに「管理者研修」の内容は、その概要を
「リフシア・マネジメント」として簡潔に整理
することで、後々の振り返りに活かせるように
共通言語化して活用している。

こうした研修で、管理者層やリーダー層の組
織マネジメント力の向上が図られ、介護職員に
おいては、仕事の目的や方向性が明確になり、
そして自らの役割の理解も進み、サービスの質
向上や生産性向上、人材定着にもつながってい
る。

（出所）㈱リフシアへのヒアリング調査結果を基に作成

管理者初級研修 管理者研修

目的 リーダーとしてチームをけん引するための基本的
な原則を身に付ける。

介護におけるケア論や政策論に加え、介護サービスが事業として、永続
性をもって機能するための組織マネジメント全般のあり方を学ぶ。

研修人数 1 グループ 5 ～ 7 名程度で実施。 1 グループ 4 名程度で実施。

研修時間 1 回 2.5 時間 1 回 3 時間

研修頻度 月 2 回（全 8 回）。 月 2 回（全 12 回）。

図表４−２　㈱リフシアにおける管理者育成の研修の概要図表４−２　㈱リフシアにおける管理者育成の研修の概要

株式会社リフシアにおける株式会社リフシアにおける
管理者の組織マネジメント力の向上管理者の組織マネジメント力の向上
に向けた取り組みに向けた取り組み
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利用者確保策を考える利用者確保策を考える1

要介護者にケアを提供し、その対価である介護報酬により事業を運営している介
護事業所では、一定数の利用者を確保することが事業継続に向けた最重要の課
題です。他方で、小規模多機能や定期巡回のサービスについて、採算ラインを上
回る利用者数が確保できないという声も耳にします。
本節では、小規模多機能や定期巡回における利用者獲得チャネル、対象とする
利用者像、サービス提供エリアの考え方について整理していきます。

今回実施したアンケート調査では、小規模多
機能型居宅介護（以下、小規模多機能）と定期
巡回・随時対応型訪問介護看護（以下、定期巡
回）の利用者紹介経路について尋ねています。
その結果によれば、小規模多機能事業所では、

「居宅介護支援事業所」「医療機関」「地域包括支
援センター」などの紹介先が多く挙げられてい
ました。また、「要介護者やその家族による問
い合わせ」との回答も１割を超えており、この
紹介経路は他の介護保険サービスと比較して小
規模多機能において特徴的な点と考えられます。

小規模多機能および定期巡回の
利用者獲得経路

他方、定期巡回については、「（自法人あるい
は他法人の）居宅介護支援事業所」が紹介先の
大半を占めており、一部、「生産性の高い」群の
事業所において医療機関との回答が見られます。

上記の回答結果は、ヒアリング調査で得られ
た情報とも整合しており、大まかに整理すれば、
小規模多機能は「居宅」「医療機関」「地域包括」
「利用者・家族」の４ルート、定期巡回は「居宅」
「医療機関」の２ルートが利用者獲得チャネル
の中心といえるのではないでしょうか。

なお、上記のチャネルのうち「居宅」「医療
機関」「地域包括」と「利用者・家族」につい
ては、事業所としてのアプローチ方法が大きく
異なっています（図表１−１）。

3Chapter 利用者との関係づくりの視点

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

対象先 内容

居宅介護支援事業所、
医療機関、
地域包括支援センター

・ 管理者や計画作成担当者・計画作成責任者がサービス提供エリア内の事業所を訪問する。
・ 対象が新たに訪問するケアマネジャーや医療ソーシャルワーカー（MSW）などの場合、支援プランのイ

メージを持ってもらいやすいよう、独自に作成した簡易な説明資料を持参する。
・ また、地区の事業所連絡会等で開催するセミナーやシンポジウムのチラシを持っていくこともある。
・ 過去に利用者の紹介を受けた先の場合、その利用者に関する近況報告と合わせて訪問する。

利用者・利用者の家族

・ 事業所における支援風景について写真等を用いて可視化するとともに、ホームページやブログなどで公開
する。また、ロゴマークのデザインや書籍の出版などの投資を行い、事業所のブランド構築を図る。

・ 併せて、セミナーやシンポジウムへの登壇、取材対応などを積極的に行い、地域住民が事業所を知る機会
を増やす。

・ 加えて、地域住民を対象としたボランタリーな生活支援・介護予防サービスを提供し、多様な世代との関
係づくりを行う。

図表１−１　ヒアリング先事業所における各利用者獲得チャネルへのアプローチ方法図表１−１　ヒアリング先事業所における各利用者獲得チャネルへのアプローチ方法
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３−1 利用者確保策を考える

次に、対象とする利用者像とサービス提供期
間についてですが、原則として前述のような
チャネルを通じて打診があり、事業所側におい
ても小規模多機能や定期巡回サービスの提供が
必要と判断した場合には、どのような状況の利
用者でも対応するというケースが大半と考えら
れます。　

ただし、こうした基本姿勢に加え、経営上の
メインターゲットとする利用者像を設定してい
るケースもあります。例えば、報酬単価の高い
中重度の利用者を中心にサービスを提供するた
め、平均要介護度を経営指標として設定し、そ
の動きをモニタリングしている事業所もありま
す。また、事業所のサービス提供能力に限りが
ある場合には、支援の緊急性の高い中重度者を
優先して受け入れることを自治体との協議を通
じて明確に打ち出しているケースも見られます。

他方、今回のヒアリング先では、①比較的要
介護度が軽度の段階からサービス提供を行い、
自立度の維持・改善を図る�②要介護度が軽度
の段階から長期的に関係を持ち、看取りまで対
応する——というスタンスで利用者の受け入れ
を行っている事業所も散見されました。

このうち①については Chapter １−４の事
業モデルの解説部分でも述べたように、長期的
に必要なサービス量が抑えられ、利用者一人当
たりの収益性が向上するという考えが背景にあ
ります。また、②の場合、１人の利用者からの
生涯収入（ライフ・タイム・バリュー：LTV）
を最大化するという狙いがあり、比較的短期間
で入院や入所をする可能性が高い中重度者より
も、長期的に見れば軽度者を受け入れることに
よる収入の方が大きいという考えがあります。
加えて、あるヒアリング先においては、長期間
にわたり関係が継続することで、職員と利用者
との間により強固な信頼関係が醸成され、ケア

対象とする利用者像と
サービス提供期間

の質も向上する利点もあるとの意見も聞かれま
した。

最後にサービス提供エリアについてですが、
小規模多機能や定期巡回は地域密着型サービス
として各自治体が定めた日常生活圏域の範囲内
が事業エリアとなっているのが一般的と考えら
れます。しかしながら、小規模多機能や定期巡
回サービスの普及が進んでいない自治体におい
ては、事業所を公募する際の要項の定め等によ
り、自治体全域など広域をカバーすることを求
められることもあるのではないでしょうか。

また、個々の事業所における経営判断として
稼働率向上や利用者確保のため、遠方の利用者
を受け入れるというケースもあると考えられま
す。その結果、徐々に訪問や送迎に係る「効率
の悪さ」が顕在化し、収益の圧迫につながると
いう話がよく聞かれます。

こうした問題を改善することができれば、事
業所の生産性の向上だけでなく、利用者にとっ
ても住み慣れた地域でケアが受けられる環境が
整い、また、職員における緊急時の対応力が高
まるなど、経営面、ケアの質の面双方でプラス
の効果が期待できます。ヒアリング先の事業所
においては、このようなサービス提供エリアの
問題に対し、以下のような取り組みが行われて
いました（図表１−２）。

①�要介護状態になる前からの支援を通じた地域
住民への事業所ブランドの浸透
今回ヒアリングを行った事業所では、事業所

周辺の限定的なエリア（例えば２、３小学校区
程度）において、そのエリアに住む高齢者に対
して交流や社会参加、見守りなどの支援を集中
的に提供し、事業所ブランドの徹底的な浸透を
図っている事例が見られました。

サービス提供エリアの設定
利
用
者
と
の
関
係
づ
く
り
の
視
点

3
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　今回実施した調査結果を踏まえれば、小規模多機能は「居宅」「医療機関」「地域包括」「利用者・家族」の４ルー
ト、定期巡回は「居宅」「医療機関」の２ルートが利用者獲得チャネルの中心と考えられる。

　メインターゲットとする利用者については、報酬単価の高い中重度者のほか、サービス提供量やサービス提供期
間との関係から、軽度者への長期的なサービス提供を志向する事業所もある。

　また、サービス提供エリア（商圏）の考え方として、地域でのブランド力の強化や事業所間の連携を通じて事業
所の近隣に住む利用者を確保し、訪問・送迎効率の強化とケアの質の向上につなげている事例が見られる。

　上記を整理すれば、小規模多機能や定期巡回の利用者確保策においては、「（地域との関係は）深く」「（利用者
との関係は）長く」「（サービス提供エリアは）狭く」というキーワードが見て取れる。

Point

この事業所では、こうした活動を通じ、その
エリア内の高齢者が要介護状態となった場合に
は、ほぼ同事業所の利用者になるという状況を
作り上げています。また、その結果、同事業所
が提供する小規模多機能や定期巡回サービスの
利用者が、事業所近傍のエリアに集中すること
になり、「訪問や送迎効率の向上」「緊急時の駆
けつけへの対応力向上」などの効果が生まれて
います。

②地域の事業所間での利用者の相互紹介
また、①よりも多く見られたのが、地域の小

規模多機能や定期巡回の事業所間で連絡会を立
ち上げて平素より顔の見える関係をつくり、必
要な場合に相互に利用者の紹介を行うという事
例です。

具体的に言えば、A 地区に立地する事業所
と B 地区に立地する事業所が連絡会を立ち上
げ、ふだんはサービスの普及啓発に向けたセミ
ナー開催等を連携して行います。また、仮に
A 地区に住む要介護者から B 地区の事業所へ

サービス提供の打診があった場合、B 地区の事
業所からより要介護者の住まいに近い A 地区
の事業所を紹介するというイメージになりま
す。こうした連携を図ることで、利用者はより
身近な事業所からサービスを受けることが可能
となり、事業所にとっても訪問・送迎効率の向
上が期待できます。

本節では、ここまでに利用者確保の考え方を
述べてきました。改めて本節の内容を整理する
と、小規模多機能や定期巡回の利用者確保にお
いては、「（地域との関係は）深く」「（利用者と
の関係は）長く」「（サービス提供エリアは）狭
く」がキーワードになると考えられます。地元
の自治体との関係やサービスの普及状況、要介
護者の密度など地域によっては「深く・長く・
狭く」という考え方が難しいケースもあると考
えられますが、両サービスを運営する事業所に
おいては、こうした観点から一度現状の事業内
容をチェックしてみてはいかがでしょうか。

項目 内容

①要介護状態になる前からの
　支援を通じた地域住民への
　事業所ブランドの浸透

・ 生活支援・介護予防サービスの提供を通じ、要介護状態になる前の「空白の初期」段階から、事業所近
隣エリアの住民と関係を構築する。

・ 住民が要介護状態となった際には、自ずと自事業所のサービスを利用する関係をつくり、事業所の近傍
エリアに利用者が集中する環境を形成する。

②地域の事業所間での
　利用者の相互紹介

・ 同一自治体内の小規模多機能や定期巡回の事業所間で平素より顔の見える関係を構築する。
・ 自事業所では対応が難しい遠隔の要介護者からサービス利用の照会があった場合、その要介護者の近隣

事業所を紹介できる環境をつくる。

図表１−２　サービス提供エリアに関する問題への対応策（一部）図表１−２　サービス提供エリアに関する問題への対応策（一部）

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成
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３−1 利用者確保策を考える

C O L U M N

小規模多機能や定期巡回の利用者確保を考

える場合、「自事業所はどのくらいの数の利用

者を確保すべきか」という点は、常に重要な論

点になるのではないだろうか。

特に登録定員に対する稼働率を可能な限り

高めるという一つの目標がある小規模多機能に

比べ、定期巡回は利用者の上限がなく、各事業

所においては当面の利用者確保目標をどのくら

いに設定すべきか悩むケースもあると考えられ

る。

ここで一つの目安になるのが、自事業所が

必要と考えるサービス提供体制を整備するため

に要するコストから、逆算して確保すべき利用

者数を算出するという考え方である。

例えば、東京都品川区に本社を置き、全国

で定期巡回や小規模多機能を含む介護サービス

を展開する株式会社ジャパンケアサービス（代

表取締役：菊井 徹也 氏）では、定期巡回のサー

ビス提供に当たり下図のような体制を想定して

いる（訪問介護と定期巡回が併設されている事

業所のケース）。

その上で、図示した体制を維持するために

必要なコスト（主に訪問介護員の人件費や事業

所の賃料、交通費など）を割り出し、そのコス

トをカバーできるだけの利用者数を初期段階の

利用者獲得目標として設定している。こうした

モデル体制図を設定することで、地域が異なっ

ても確保が必要な利用者数を客観的に算出する

ことが可能となり※ 1※ 1、また、職員を 1 人追加

した場合に必要となる利用者数の算出など、収

支シミュレーションが行いやすくなるというメ

リットがある。

下記の体制図は同社における例であり、各

法人によって定期巡回に必要と考える体制は異

なるものと推察される。しかしながら、各事業

所が理想と考えるサービス提供体制とその維持

に要するコストを先に設定し、そこから確保が

求められる利用者数を割り出すという視点は、

サービスの採算性を維持する上で極めて重要で

ある。

自事業所に必要な利用者数算出の考え方自事業所に必要な利用者数算出の考え方

訪問介護事業と併設の場合のシフト訪問介護事業と併設の場合のシフト
7:00    13:00　　　　16:00 22:00

訪問介護 早番（サ責　兼　オペレーター）
遅番（サ責　兼　オペレーター）

定期巡回 ①早番（介護員） １ユニット
②遅番（介護員）

③夜勤（介護員　兼　オペレーター）

※－はオペレーターライン

※1	※1	モデルとなる人員配置が固定されていれば、人件費や賃料の水準、地域区分などを適宜変更することで、さまざまな地域で必要な利用者数の
目安を算出することが可能になる。
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（出所）㈱ジャパンケアサービス資料
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生産性とアセスメントの生産性とアセスメントの
関係を考える関係を考える2

今回実施したヒアリング調査や有識者検討委員会における議論では、サービス
提供の初期段階におけるアセスメントが、小規模多機能や定期巡回の生産性に
大きな影響を及ぼすとの指摘がなされました。
本節では、アセスメントと小規模多機能や定期巡回における生産性との関係に
ついて整理していきます。

介護保険サービスにおけるアセスメントと
は、利用者のニーズや残存能力、家族関係を含
む生活環境などに関する情報収集を行うことを
指します。一般的にはアセスメントの結果を踏
まえて支援計画が作成され、実際にケアが提供
されるという流れになるため、介護プロセスの
初期段階においてアセスメントはケアの質を大
きく左右する重要な意味を有しています。

今回実施したヒアリング調査や本事業のため
に組成された有識者検討委員会の議論では、こ
うしたアセスメントの質が、ケアの質だけでな
く小規模多機能や定期巡回の事業所の生産性に
大きな影響を与えているとの指摘が多数なされ
ました。

「アセスメントが生産性に影響を与える」と
の指摘がなされる背景には、大きく下記①およ
び②のような問題があります。以下、それぞれ

介護保険サービスにおける
アセスメントとは

アセスメントと生産性の関係

について説明します。

①�「包括報酬」のサービスに対する「定額使い
放題」という認識
小規模多機能や定期巡回のような「包括報酬」

のサービスでは、事業所が要介護度別に定めら
れた介護報酬を、サービス提供量や支援の内容
のいかんにかかわらず、請求することができま
す。他方、これを利用者の側から見れば、サー
ビスを利用しなくても一定の自己負担分の支払
いが発生するということになります。

また、小規模多機能や定期巡回の場合、何ら
かの理由で必要なケアの量が増え、訪問介護や
通所介護などの個別サービスを組み合わせた支
援では、支給限度額をオーバーする可能性が高
くなってからケアマネジャー等が両サービスの
利用を検討するというケースが多く見られま
す。

このような報酬制度上の仕組みと利用者の状
態像が組み合わさると、「利用の有無にかかわ
らず利用料が発生するなら、使った方が得であ
る」「限度額の制約がないため、いくらでも対
応してもらえる」「定額使い放題のサービスで
ある」という認識を持つ要介護者が、小規模多
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３−2 生産性とアセスメントの関係を考える

機能や定期巡回を利用する可能性が高くなりま
す。

②�人員や制度上の定員設定による各事業所にお
ける対応余力の上限
加えて、ケアを提供する介護職員には限りが

あり、また小規模多機能の通いや泊りの利用者
には制度上の上限が設定されています。

こうした状況に対し、例えば、夜間も含め 1
日の中で多数の訪問要望があったり、通いや泊
りの利用ばかりを希望するなど、一部にはケア
の必要性や事業所の対応力を上回るサービスを
求めてくる利用者やケアマネジャーが存在する
との声も聞かれます。

仮に小規模多機能で通いや泊りの希望者ばか
りを受け入れていては、それらの機能の定員が
ボトルネックとなり、事業所全体の稼働率が低
い状態に固定化されてしまいます。

「使い放題」ニーズや、特定の機能・時間帯
に集中するサービスニーズにどこまでも対応し
ていく、という方法も一つの考え方ではありま
す。しかしながら、それが利用者の「自立支援」
につながるかと言えば、疑問の余地があるので
はないでしょうか。

また、そもそもの問題として、稼働率の低下
や雇用しなければならない人員の増大などによ
り事業所の収益が圧迫され、サービスの継続性
が阻害されてしまう恐れが高いと考えられま
す。

①や②で述べたような、利用者におけるサー
ビスに対するある種の誤解やニーズの偏り、あ
るいは過剰な要求とそれに伴う収益の悪化に対
処するためには、専門性に基づく質の高いアセ
スメントと、それを基にした必要なサービス量
の設定を行うことが極めて重要になります（図
表2−1）。
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（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

図表２−１　アセスメントと生産性の関係図表２−１　アセスメントと生産性の関係

自立支援につながるケアと事業所運営の生産性向上

誤解・偏り等の是正誤解・偏り等の是正

自己負担が一定の
「定額使い放題」のサービスである

通いや泊りだけたくさん利用したい
（家族介護者がいても）できるだけたくさん

支援に入ってもらいたい

利用者や利用者や
ケアマネジャーのケアマネジャーの
誤解・ニーズの偏り・誤解・ニーズの偏り・

過剰な要求過剰な要求

専門性に基づくアセスメントと
必要なサービス量の見極め

合理的な
説明・提案
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では、アセスメントと適正なサービス量の見
極めにおいて、その質を高めるためにどのよう
な方法が考えられるでしょうか。今回実施した
ヒアリング調査によれば、1日、1週間、1カ
月という利用者の生活サイクルを見極めるた
め、サービス提供の初期段階において手厚い支

質の高いアセスメントと適正な
サービス量の見極めの考え方

援を行い、その後、図表2− 2に記載したよ
うな形でサービス量の調整を進めていくという
流れが理想的との意見が聞かれました。

このようなケアを行うことで、利用者にとっ
て必要なサービス量の見極めが可能となり、ま
た、多くの場合は状態が安定し、定期的なサー
ビス利用および急なコールの減少などによって
サービス提供量が採算ラインまで減少し、事業
所の運営上もプラスになるようです（図表２−
３）。

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

（出所）㈱ぐるんとびー資料を一部改変

図表２−２　生産性向上につながるアセスメントの流れ図表２−２　生産性向上につながるアセスメントの流れ

図表２−３　初期段階の手厚いケアと時間変化に伴うサービス提供量のイメージ図表２−３　初期段階の手厚いケアと時間変化に伴うサービス提供量のイメージ

①　サービス提供前のアセスメントと支援計画作成（手厚めのプラン作成）

②　生活サイクルを把握するためのサービス提供とアセスメントの継続（１週間～３カ月程度）

③　利用者の心身の状態の安定と必要なサービス量の見極め

④　アセスメントに基づくプラン見直しの提案

サービス提供量

サービス開始からの時間経過
サービス開始
当初

事業所として対応可能な
サービス提供量（採算ライン）

実際に利用者に提供される
サービス提供量

安定期

少ない

多い

このポイントに到達するまでに
１週間〜３カ月程度の

アセスメント期間を要する
（ヒアリングより）
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３−2 生産性とアセスメントの関係を考える

　小規模多機能や定期巡回において、アセスメントの質は事業所の生産性に大きな影響を及ぼす要因である。
　両サービスに対する利用者の誤解（「定額使い放題」）やニーズの偏り（小規模多機能の通いや泊りのサービスを

多く使いたい）などに対し、専門性に基づくアセスメントを行い、その結果として適正なサービス量を提案する
ことは、自立支援のみならず、事業所の稼働率を高め、人員配置の最適化を図るためにも重要である。

　利用者にとって必要なサービス量の見極めについては、初期段階での集中的なサービス提供を通じて行うことが
一つの方法として考えられる。

　なお、サービス量の見直し提案（特にサービス初期段階よりもサービス量が減少する場合）を円滑に進めるため
には、専門性に基づくアプローチだけでなく、サービス契約時の事前説明や利用者との信頼関係づくりも重視す
べきである。

Point

なお、アセスメントの結果を基にサービス提
供量の見直しを提案したとしても、必ずしも全
ての利用者が提案の内容を理解し受け入れると
は限りません。見直し後のプランが利用者の生
活実態に即していない場合は当然ですが、そう
したケースだけでなく、過去の事例や専門的見
地から見て合理的と考えられる提案を行ってい
るにもかかわらず従前よりもサービス量が減少
するケースでは、納得しない利用者も少なくな
いと考えられます。

では、アセスメント結果に基づくプランの変
更を理解し、受容してもらうためにはどのよう
な点が重要になるのでしょうか。

サービス量の見直しを
行う際の留意点

今回実施したヒアリング先では、図表２−４
のような工夫・配慮を通じて、必要に応じたサー
ビスの見直しについて利用者からの理解を得て
いる事例が見られました。こうした事例につい
ては、アンケート調査において小規模多機能の
計画作成担当者・定期巡回の計画作成責任者の
いずれにおいても、「利用者・家族・関係機関
等とのコミュニケーション力」や「調整・折衝
力」が重要な知識・技術として挙げられていた
点と整合しています※1※1。

また、図表２−４に記載した取り組みを円滑
に行うためには、法人全体としての関わり方も
重要です。例えば、法人本部がサービスの内容
や具体的な対応方針を分かりやすく説明するた
めの資料を作成するなど、事業所の活動を側面
から支援する姿勢が求められます。

※1	※1	今回実施したアンケート調査によれば、小規模多機能の計画作成担当者（n=315・５つまでの複数回答）に重要と考えられる知識・技術として、「利用者・
家族・関係機関等とのコミュニケーション力」を挙げる回答が 62.2% となっていた。また、定期巡回の計画作成責任者（n=247・５つまでの複数回答）
では、同回答の割合が 47.8% となっていた。
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（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

取り組み 内容

契約前の
段階での
サービス内容
の説明

・ 利用者との契約を交わす前の段階で、サービスの内容や量がケアの必要に応じて変化する旨を明確に説明し、理解を得る。
・ サービスに対する事業所の考え方（利用者・家族・事業所の協力と合意が重要、自宅での生活を軸に支援を組み立てる、

家族ができることは家族が、専門職の力が必要なことは事業所が行う、共助の仕組みである介護保険に「使い放題」は
存在しない など）を伝達し、理解してもらえる利用者にのみサービスを提供する。

・ 居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる説明と事業所の考え方にズレが生じないよう、ケアマネジャーがサービス
の説明を行う際には事業所の職員が同席する。

早い段階での
利用者との
信頼関係構築と
安心感の提供

・ 介護職だけでなく、管理者、計画作成責任者・同担当者、看護職員も自宅を訪問して利用者の状況を把握するとともに、
事業所として信頼関係を築く。

・ コール端末などを利用して事業所側から服薬確認等の呼びかけを行い、利用者と家族に「緊急時や必要時には対応して
もらえる」「訪問や通所をしなくても生活できる」という安心感を提供する。

図表２−４　ヒアリング先事業所におけるサービス量の見直しに向けた利用者との調整方法（一部）図表２−４　ヒアリング先事業所におけるサービス量の見直しに向けた利用者との調整方法（一部）

6363



サービスの質の継続的なサービスの質の継続的な
向上策を考える向上策を考える3

介護保険サービスにおいては、既存利用者の顧客満足を高めることが、外部の
ケアマネジャーや潜在的な利用者からの事業所に対する評価を高め、次の利用
者の確保につながります。そのため、ケアや接遇の質、つまりサービスの質は事
業所の生き残りに向けた「生命線」であるといえます。
本節では、介護事業所におけるサービスの質の継続的な改善のための手法につ
いて、アンケートおよびヒアリング調査結果を踏まえて検討をしていきます。

今回のアンケート調査から、回答事業所の
「サービスの質の向上に向けて実施している取り
組み」を見ると、小規模多機能・定期巡回とも
に教育研修や情報共有の円滑化といった基本的
な取り組みが回答割合で上位になっていました。

また、「運営推進会議」や「医療・介護連携
推進会議」での議論やサービスの自己評価・外
部評価を改善につなげる取り組みなど、制度上
実施が求められている仕組みを品質改善につな
げているとの回答が得られました。

加えて、回答事業所を「生産性の高い」群と
「それ以外」の群に分けて比較すると、小規模
多機能・定期巡回ともに、多くの質の向上に向
けた取り組みで「生産性の高い」群の回答割合
が高くなっており、特に小規模多機能では「（委
員会や QC サークルなどの）小集団活動」や「内
部監査や業務管理体制の整備」といった取り組
みについて、「生産性の高い」群の方が 10 ポイ
ントほど高くなっていました。

こうした回答結果を踏まえれば、多くの小規
模多機能や定期巡回の事業所では、基本的な

アンケート調査結果に見るサービ
スの質の向上に向けた取り組み

サービスの質の向上に向けた取り組みが行われ
ており、特に生産性の高い事業所では、比較的
多様な手法によりサービス品質の向上が進めら
れている、といったことがいえるのではないで
しょうか。

次にヒアリング先で実施されていたサービス
の質の向上のための特徴的な取り組みを見る
と、「定期的な委員会活動やケアカンファレン
スの開催」「経営・サービス品質の改善目標の
設定と PDCA サイクルによる進捗管理」「職員
からの提案に基づく改善の実施」といったもの
が挙げられます（図表３−１）。
図表３−１の取り組みは、いずれも経営者や

管理者が職員とのコミュニケーションに多くの
時間を割くことが必要となり、法人あるいは事
業所のマネジメント層の負荷は大きくなると考
えられます。サービスの質の向上のための取り
組みを行う上では、この点について十分に留意
し、自身の時間を割いて現場に向かい合う意識
を持つことが重要です。

具体的なサービスの質の
向上に向けた取組事例
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３−3 サービスの質の継続的な向上策を考える

なお、図表３−１で示した取り組みは、単に
制度を模倣するだけでは機能しない恐れがあり
ます。その実施においては、事業所として以下
の点を押さえることが重要です。

①経営者や管理者によるコミットメント
提案制度や小集団活動等を事業所で実施し、

サービスの質の向上につなげていくためには、
経営者や管理者が積極的に参画し、職員へ意義
を説明することが重要です。また、必要に応じ
て取り組みに対する予算の確保や取り組みに要
する時間外勤務の承認など、組織として活動を
バックアップする姿勢と体制が求められます。

②取り組み実施後の職員へのフィードバック
また、経営者や管理者が職員に対してサービ

サービスの質の向上に向けた
取り組みを行う際のポイント

スの質の向上に向けた何らかの取り組みを求め
るのであれば、職員の提案に対し、法人や事業
所としてどのような対応を取るのか、必ず
フィードバックをすべきと考えられます。

さらに、優れた提案や提案に基づく活動がな
された場合には、その成果の法人や事業所内部
での横展開を行い、法人全体のサービスの質の
向上につなげる必要があります。

③人材育成と連動した取り組みの実施
職員を主体として質の向上に向けた取り組み

を行う場合、それ自体が職員に事業所運営への
当事者意識を持ってもらうための教育手法であ
ると認識することが重要です。経営者や管理者
は、短期的な成果だけでなく、長期的な育成効
果にも着目して取り組みの評価を行う必要があ
ります。

　今回実施したアンケート調査の結果によれば、多くの小規模多機能・定期巡回の事業所において、研修や情報
共有の円滑化のための工夫などのほか、運営推進会議あるいは医療・介護連携推進会議での指摘や外部・内部
評価への対応などの方法により、サービスの質の向上が図られていた。

　ヒアリング先の取り組みとして、「定期的な委員会活動やケアカンファレンスの開催」「経営・サービス品質の改
善目標の設定とPDCA サイクルによる進捗管理」「職員からの提案に基づく改善の実施」などが行われていた。

　ヒアリング先で実施されているような取り組みを行う上では、①経営者や管理者によるコミットメント ②取り組
み実施後の職員へのフィードバック ③人材育成と連動した取り組みの実施─などに留意する必要がある。

Point
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（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

取り組み 内容

定期的な委員会活動や
ケアカンファレンスの開催

・ 毎月、事業所内で委員会を開催し、さまざまな運営上の問題点（事業所の内装や調度品の位置、利用者へ
の接し方など）について協議し、翌月の活動に反映する。

・ 全ての利用者について、非常勤の職員も参加して毎月ケースカンファレンスを行い、気づきの共有、現状
の支援計画の見直しなどを行う。

経営・サービス品質の改善
目標の設定と PDCAサイ
クルによる進捗管理

・ ケアや経営などの業務改善のためのシートを制定し、全事業所が目標を作成する。月次の全体会議で目標
を発表し、その後、同会議において改善に向けた取り組みの状況と成果について進捗確認を実施する。

・ 成果の上がった取り組みについては、法人全体で共有する。

職員からの提案に基づく
改善の実施

・ 職員が業務の中で感じた問題点を改善提案として提出。その内容を法人本部の役員が目を通し、実際に改
善が必要と判断した場合には各部署へ改善指示を行う。

・ 具体的なアクションを行わない提案についても、提案した職員に対し、その理由をフィードバックする。
・ 個々の改善提案やその対応策の中身を、全職員が法人のイントラネット上で閲覧できるようにする。

図表３−１　ヒアリング先事業所におけるサービスの質の向上に向けた取り組み（一部）図表３−１　ヒアリング先事業所におけるサービスの質の向上に向けた取り組み（一部）
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静岡県内において小規模多機能を含め広く介
護事業を展開する株式会社アクタガワ（代表取
締役：芥川 崇仁 氏）では、全社で定めた「重
点項目シート」を活用し、サービス品質の継続
的な改善に努めている。

同社の「重点項目シート」は、サービス品質・
収入・経費・時間（総労働時間）※1※ 1 という４
項目から構成され、毎月、各項目に関する目標
を設定することが社員に求められる（「収入」
であれば新規利用者数や稼働率、「経費」であ
れば具体的なコスト削減目標など）。
同シートへ記入する目標は、サービス
単位の職員を集めて実施されるチーム
会議において議論され、最終的に各拠
点のチームリーダー（複合施設におけ
るサービス単位のリーダー）が目標を
設定し、目標とともに具体的な改善に
向けたアプローチ方法も検討される。

また、同シートに記載された内容は、
芥川氏も同席するプロセス幹部会（月
次・全拠点のチームリーダーが参加）

1 �小規模多機能の事例

において共有されるとともに、過去に掲げた目
標に対する進捗や成果についても確認が行われ
る（１つの目標達成に向けたサイクルは１～３
カ月程度）。

加えて、優れた成果を上げたアクションにつ
いては、「重点項目共有シート」に記載され、
３カ月程度の期間をかけて徹底的に全事業所で
共有が図られる。同時に、そのアクションを実
践したチームを法人として表彰するとともに報
奨金を支給している※2※2。

同社のこうした取り組みは、サービス品質や収
益性の改善につながっているだけでなく、目標
設定に多くの職員が関わることによる計数感覚
や参加意識の醸成などの成果にも結びついてい
る。

サービス別のTOPIC
本節では、サービスの質を継続的に向上していくための方策や向上策を進めていく上での留意点

を整理してきました。
以下では、小規模多機能・定期巡回のサービスに関する、具体的なサービスの質の改善へ向けた

取り組みの事例を紹介します。

※1	※1	同社は、京セラ㈱による「アメーバ経営」の考え方を導入しており、経営上、「時間当たり採算」（（売上―経費）／総労働時間）を重視している。
※2	※2	報奨金は事業所にプールされ、忘年会や懇親会などの福利厚生の充実に使用されている。

株式会社アクタガワにおける株式会社アクタガワにおける
「重点項目シート」を活用した「重点項目シート」を活用した
サービス品質と時間当たり採算のサービス品質と時間当たり採算の
向上に向けた取り組み向上に向けた取り組み

アクタガワで使用されている重点項目シートアクタガワで使用されている重点項目シート （出所）㈱アクタガワ資料
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３−3 サービスの質の継続的な向上策を考える

福島県福島市で定期巡回サービスを提供する
社会福祉法人ライフ・タイム・福島のロング・
ライフ 24 時間訪問介護看護事業所（所長：森 
重勝 氏）では、事業所の理念や目標、業務マニュ
アルの内容を、話し合いにより職員自身が決め
る取り組みを行っている。

同事業所では、毎月実施している事業所勉強
会兼カンファレンスに合わせて理念等を検討す
る会議を開催している（１回当たり勉強会と合
わせて 90 分程度）。参加者は定期巡回に従事す
る 10 人の職員で、事業所管理者の進行により
会議は進められる。

会議の内容は時期によって異なるが、年末で

2 �定期巡回の事例

あれば１年間の振り返りと来年の事業所理念と
目標について話し合いが行われる。また、その
他の時期には定期巡回に関するマニュアルにつ
いて協議され、例えば、訪問時の挨拶や排泄、
移乗、口腔ケアなどのテーマについて、毎月１
テーマずつ、必要に応じて KJ 法※ 3※ 3 などを用
いながらどのような点を重視してケアを行うべ
きかといった点を話し合い、その結果をマニュ
アルに反映している。

同事業所によれば、管理者を中心として自由
に意見が言い合える風土、他の職員の意見を否
定しない風土が形成されていることに加え、勤
務時間が異なり、利用者宅への訪問による外出
が多い職員が集まりやすいよう、定例の勉強会
と組み合わせて会議を行っている点が、この取
り組みがうまく機能している要因として挙げら
れていた。

※3	※3	メンバーが自由にアイディアを出し合うブレーンストーミングによって得られた発想を整理し、問題解決に結びつける方法。
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社会福祉法人ライフ・タイム・福島の社会福祉法人ライフ・タイム・福島の
ロング・ライフ 24時間訪問介護ロング・ライフ 24時間訪問介護
看護事業所における職員主体の看護事業所における職員主体の
マニュアル作成の取り組みマニュアル作成の取り組み

毎月１回の会議で職員が自ら改訂しているマニュアル毎月１回の会議で職員が自ら改訂しているマニュアル （出所）社会福祉法人ライフ・タイム・福島�資料
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地域の専門職からサービスへの地域の専門職からサービスへの
理解を得る理解を得る1

小規模多機能や定期巡回においては、地域の専門職からサービスに対する理解
を得ることが、新規利用者の獲得や定期巡回における連携先事業所の確保のた
めに極めて重要です。しかし、今回行ったヒアリング調査では、両サービスに対
する地域の専門職の理解が進んでいないとの意見が多く聞かれました。
本節では、小規模多機能や定期巡回における、地域の専門職を対象としたサー
ビス理解促進のための方策について検討していきます。

地域の専門職における小規模多機能型居宅介
護（以下、小規模多機能）や定期巡回・随時対
応型訪問介護看護（以下、定期巡回）に対する
理解度は、新規利用者の獲得や多職種間でのケ
アの方向性の統一などの面で極めて重要な意味
を有しています。

しかしながら今回実施したアンケート調査に
よれば、小規模多機能や定期巡回の業務の効率
化や収益の改善を阻害する要因として、「ケア
マネジャーのサービスに対する理解不足」との
回答が一定の割合を占めています※1※ 1。特に定
期巡回では回答者全体の 54.8% がこの選択肢を
回答しており（n=263・無回答除く）※2※2、これ
は人材確保面での課題に次いで多くなっていま
す。

また、定期巡回の計画作成責任者と居宅介護
支援事業所のケアマネジャーとの協働において
課題となっている点を尋ねた設問（n=252・無

小規模多機能・定期巡回に
対する専門職の理解状況

回答除く）では、「（ケアマネジャー）が定期巡
回・随時対応型訪問介護看護のサービス内容や
利用方法を理解していない」との回答が 56.3%
と全ての選択肢の中でも突出して多くなってお
り、サービスに対する理解不足の問題が、現場
レベルでの専門職間の協働に悪影響を及ぼして
いるものと推察されます。

さらに介護職員と看護師が協働を図る上での
課題（定期巡回事業所向け調査票のみの設問）
においても、「（看護師が）定期巡回・随時対応
型訪問介護看護のサービス内容や利用方法を理
解していない」との回答が 23.3% となっており、
ケアマネジャーだけでなく看護師に関しても、
現場レベルでの協働において問題が生じている
様子が見て取れます。

なお、今回のアンケート調査ではケアマネ
ジャーと看護師のサービス理解についてのみ取
り上げましたが、実際には医療機関の MSW（医
療ソーシャルワーカー）や地域包括支援セン
ターの職員との間でもサービス理解に起因する
さまざまな問題が生じていると考えられます。

※1	※1	ここで挙げた理解不足の問題について、ヒアリング先での指摘を踏まえれば、①居宅介護支援事業所のケアマネジャーが「サービスの適切な利用方法」
を理解しておらず、「定額使い放題」のように認識されてしまっている ②ケアマネジャーにとって小規模多機能や定期巡回に適した利用者像をイメージ
することが難しく、新規利用者の紹介につながらない─という大きく2 つの意味があると考えられる。

※2	※2	なお、小規模多機能における同選択肢の回答割合は、16.2%（n=328・無回答除く）となっている。

4Chapter 地域との関係づくりの視点
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４−1 地域の専門職からサービスへの理解を得る

次に、各事業所によるこうしたサービス理解
に関する問題への対応について、アンケート調
査の結果を見ると、小規模多機能では、「運営
推進会議を通じた情報提供」（85.1%）との回答
が最も多く、次いで「ケアマネジャー等への個
別訪問による説明」（30.8%）となっています。

また、定期巡回では、「介護・医療連携推進
会議を通じた情報提供」（70.9%）および「ケア
マネジャー等への個別訪問による説明」（52.2%）
といった回答が多くなっています（図表１−
１）。

さらに、両サービスともに「事業所・法人単

事業所によるサービス理解の
促進に向けた取り組み

独での勉強会・説明会の開催」や「（事業者連
絡会や地域包括支援センター、行政など）他の
関係機関や団体と連携した勉強会・説明会の開
催」「サービスの啓発のための情報紙の作成・
配布」といった、広くサービスを周知し、理解
を促進するための取り組みも行われています。

これらの結果を総合すると、現状ではサービ
スの普及活動としては、両サービスともに、「既
存の仕組みの有効活用」（会議体経由の情報提
供）と「利用者獲得に直接的につなげる営業活
動」（ケアマネジャー等への個別訪問）を中心
とし、同時に事業所単独あるいは関係機関等と
連携した地域全体のサービス利用機運の醸成を
目的とした取り組みが行われているものと考え
られます。
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（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

運営推進会議を通じた情報提供

ケアマネジャー等への個別訪問による説明

事業所見学会の実施

事業所・法人単独での勉強会・説明会の開催

サービスの啓発のための情報紙の作成・配布

事業者連絡会と連携した勉強会・説明会の開催

地域包括支援センターと連携した勉強会・説明会の開催

行政と連携した勉強会・説明会の開催

自治会や民生委員等と連携した勉強会・説明会の開催

地域包括支援センターに対する普及啓発策の提案

●小規模多機能（n=315）

●定期巡回（n=251）
介護・医療連携推進会議を通じた情報提供

ケアマネジャー等への個別訪問による説明

事業所・法人単独での勉強会・説明会の開催

行政と連携した勉強会・説明会の開催

事業者連絡会と連携した勉強会・説明会の開催

自治会や民生委員等と連携した勉強会・説明会の開催

地域包括支援センターと連携した勉強会・説明会の開催

サービスに関するモデルプランの提示・公開

サービスの啓発のための情報紙の作成・配布

既存利用者の改善等好事例の提示・公開

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

70.9%

52.2%

34.3%

23.9%

23.1%

20.7%

18.7%

15.5%

14.3%

12.0%

85.1%

30.8%

29.5%

26.0%

25.1%

21.3%

17.5%

13.3%

12.7%

11.7%

図表１−１　図表１−１　小規模多機能および定期巡回におけるサービスの普及啓発に向けた取り組み（上位10項目、複数回答、無回答除く）小規模多機能および定期巡回におけるサービスの普及啓発に向けた取り組み（上位10項目、複数回答、無回答除く）
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本節では、地域の専門職によるサービス理解
の実態や各事業所において行われている啓発策
を整理してきました。アンケート調査結果や今
回実施したヒアリング先での取り組みを整理す
ると、普及啓発活動の効果あるいは効率性を高
めるために重要ないくつかの留意点がありま
す。自事業所のサービス理解に向けた活動を検
討する際には、以下の視点を参考にしてみてく
ださい。

①�事業所やサービス提供エリアの状況に応じた
　情報発信・啓発活動の実施

事業所の利用者数や稼働率、事業エリアにお
けるサービスの理解度・浸透度は各事業所に
よってさまざまと考えられます。そのため、普
及啓発活動の内容やターゲットは、自事業所や
立地する自治体あるいは日常生活圏域の状況に
より柔軟に変化させる必要があります。

現状の利用者数の多寡、稼働率の高低、自治
体における小規模多機能や定期巡回の普及状況
などを踏まえ、自事業所の営業活動の視点から
情報発信を行うのか、それとも啓発により地域
にサービスを利用する土壌を作る必要があるの
かといった点を判断し、それに応じた啓発策を
講じることが重要です。

専門職におけるサービス理解の
促進に向けた留意点

②啓発ツールに関する工夫
小規模多機能や定期巡回は、非常に利便性が

高いサービスであると同時に、訪問介護や通所
介護などと比較すると利用者像が理解しづらい
面があります。そのため、一部のヒアリング先
では、具体的なプラン例や利用者のケース、サー
ビスの特徴などを整理した、分かりやすい啓発
ツールを独自に作成し、情報提供を行っている
事例も見られました。

地域の要介護者の状況やニーズ、課題を分析
した上で、小規模多機能や定期巡回がどのよう
にそのニーズや課題に対応できるのか、ポイン
トを絞った説明資料を作成し、情報発信・啓発
活動を行うことが求められます。

③事業所開設準備段階からの情報発信
図表１−１に示した取り組みについて、サー

ビスごとに生産性の高い事業所とそれ以外の事
業所の回答を比較したところ、「事業所開設に
あたっての住民や多職種への説明や意見聴取」
において、生産性の高い事業所の回答割合が高
くなっていました※3※3。

説明会や勉強会を行う場合、事業所開設準備
段階から実施し、ケアマネジャーや地域包括支
援センター、地元の住民と良好な関係を構築し、
専門職や住民の中に事業所の「ファン」を作る
ことで、効果的にサービスに対する理解促進や
利用者獲得につなげていくことが可能になると
推察されます。

　今回実施した調査結果を踏まえると、小規模多機能や定期巡回に対する地域の専門職の理解不足が、生産性向
上や現場での多職種協働の阻害要因になっていると考えられる。

　こうした問題に対し、両サービスともに、「既存の仕組みの有効活用」（会議体経由の情報提供）と「利用者獲
得に直接的につなげる営業活動」（ケアマネジャー等への個別訪問）を中心とし、同時に事業所単独あるいは関
係機関等と連携した地域全体のサービス利用機運を醸成することを目的とした啓発活動が行われている。

　①事業所やサービス提供エリアの状況に応じた情報発信・啓発活動の実施 ②啓発ツールに関する工夫 ③事業
所開設準備段階からの情報発信─といった点に留意することで啓発活動の効果が高まるものと期待される。

Point

※3	※3	小規模多機能では、「生産性の高い」群の回答割合が 13.6％であるのに対し、「それ以外」の群では 8.6% となっていた。また、定期巡回では、それぞ
れ 10.3%、4.7% と 5.6% ポイントの開きが見られた。
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４−1 地域の専門職からサービスへの理解を得る

北海道や宮城県、東京都で介護保険サービス
を提供する社会福祉法人ノテ福祉会（理事長：
対馬 徳昭 氏）では、小規模多機能の理解促進
に向けて、さまざまな取り組みを行っている。
例えば、同法人が事業所を運営する東京都世田
谷区では、区内の小規模多機能事業所が連絡会
を組成し、同連絡会が積極的にサービスに関す
るセミナーを開催している。また、区の職員も
セミナーに参加し、区からの情報提供を行うな
ど、公民連携によるサービス普及の取り組みが

1 �小規模多機能の事例

進められている。
さらに、同法人では小規模多機能に関する新

たな提案として、「アセスメントステイ」とい
う独自の仕組みを検討している。この仕組みは、
まず利用者は「短期利用」の制度を活用して小
規模多機能の「泊り」を利用する。その際、24
時間の生活状況を見ながら多様な専門職が多面
的にアセスメントを実施。自宅に戻る際にこの
アセスメントに基づくプランを担当のケアマネ
ジャーに提案するものである。これは、同法人
の介護老人保健施設で行われている取り組みを
小規模多機能で実施するもので、同サービスの
新たな付加価値として提案し、理解促進や利用
層拡大につなげたいと考えている。

サービス別のTOPIC
本節では、地域の専門職におけるサービス理解の現状や促進策などについて、調査結果を踏まえ

て議論してきました。以下では、ヒアリング先の小規模多機能および定期巡回事業所が実践する、サー
ビスの普及促進に向けた取り組みの事例を紹介します。

株式会社ジャパンケアサービス（代表取締役：
菊井 徹也 氏）では、ケアマネジャーにおける
定期巡回サービスの理解促進に向けた取り組み
を進めている。

同社の取り組みは、普段から関係のあるケア
マネジャーを中心に 2 ～ 3 人程度のグループを
作ってもらい、そのグループを対象に職員が講
師となり勉強会を行うものである。具体的には、
グループ会社である「SOMPO ケアメッセージ

2 �定期巡回の事例

株式会社」が提供する「在宅老人ホーム」※4※ 4

の管理者等を中心に、利用者のケースやプラン
例を用いてサービスの説明を行う内容となって
いる。

この取り組みの背景には、大規模なスクール
型の研修だけでは定期巡回に対するより深い理
解が得られないとの同社の考えがあり、実際に
少人数での勉強会に参加して初めて定期巡回の
使い方が理解できたとの声も多く寄せられてい
る。また、勉強会に参加したケアマネジャーか
ら定期巡回の利用を打診されるケースも増えつ
つあり、この取り組みは専門職によるサービス
理解とともに利用者獲得にもつながっている。

※4		※4		「在宅老人ホーム」事業の詳細は、SOMPO ケアメッセージ株式会社のホームページ参照（http://www.sompocare-message.jp/zaitaku-h/）。
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社会福祉法人ノテ福祉会における社会福祉法人ノテ福祉会における
小規模多機能の小規模多機能の
新たな価値提案による普及の取り組み新たな価値提案による普及の取り組み

株式会社ジャパンケアサービスによる株式会社ジャパンケアサービスによる
定期巡回の理解促進に定期巡回の理解促進に
向けた取り組み向けた取り組み
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地域住民を事業所運営に巻き込む地域住民を事業所運営に巻き込む2

地域密着型サービスである小規模多機能や定期巡回では、制度上、地域の声を
運営に反映することが求められています。しかしながら、地域住民との連携に対
する積極度合いや、地域と接点を持つことによる運営上のメリットへの認識など
については、事業所により差があるのが現状です。本節では、小規模多機能や
定期巡回の事業所が地域住民を運営に巻き込むことのメリットと関係づくりの方
策について整理していきます。

小規模多機能や定期巡回は、地域密着型サー
ビスとして地域の声を運営に反映し、また、利
用者と地域社会がつながるような支援を行うこ
とが求められています。今回のヒアリング先に
おいても、事業所と住民※1※ 1 との関係づくりを
意識したサービスの提供を行うケースが多数見
られました。

他方で、制度創設当初に想定したほど事業所
と地域の連携、住民による運営への参画といっ
た動きは活発化していない面もあり、「運営推
進会議」や「介護・医療連携推進会議」の開催
が業務上で大きな負担となっているとの意見も
耳にします。

実際に住民との関係づくりに積極的に取り組
んでいる事業所においては、利用者確保やサー
ビスの質、人材育成などの面で次のようなメ
リットが挙げられていますが、一部に地域との
関係づくりに消極的な事業所が見られる背景の
一つには、こうしたメリットを事業所側が十分
に理解していないことがあると考えられます。

住民を事業所運営に
巻き込むメリット

事業所運営に地域住民を巻き込み何らかのメ
リットを享受するためには、まず、サービス提
供エリアの住民と接点を構築し、基本的な関係
づくりから始めていく必要があります。

今回実施したアンケート調査ならびにヒアリ
ング調査によれば、住民との接点構築について、
多くの事業所に共通する取り組みとして、「運
営推進会議」や「介護・医療連携推進会議」へ
の自治会長や民生委員の参画、自治会や商店会

住民との関係づくりの方策

※1	※1	ここで言う住民とは、地域に住まう人々のほか、地縁団体や NPO 法人などの社会資源、地元商工業事業者などを指す。

【利用者確保・営業面での利点】
・ 住民からの新規利用者に関する情報の収集
・ 要介護状態になる前の高齢者（潜在的な利用者）との早い段

階での接点づくり
・ 小規模多機能や定期巡回サービスの周知協力（口コミなど）
・ 新規事業の展開につながるニーズ情報の収集
【サービス品質面での利点】
・ （小規模多機能において）利用者の地域とのつながり、居場

所づくり
・ 外部の目が入ることによる、運営の問題点の把握や不正・虐

待などの未然防止
【人材確保・育成面での利点】
・ 住民による事業所のアクティビティや見守り支援へのボラン

ティアとしての参画
・ 住民からの求職者に関する情報の収集
・ 事業所職員の地域課題や住民ニーズの理解

事業所運営に地域住民を巻き込むメリット（例）事業所運営に地域住民を巻き込むメリット（例）
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４−2 地域住民を事業所運営に巻き込む

への入会、夏祭りなどの地域イベントへの参加
などが挙げられていました。このうち自治会や
商店会への入会については、単に会費を払い、
メンバーになるというだけではあまり意味があ
りません。高齢化などにより担い手不足に直面
する地縁団体に対し、積極的に活動を支援する、
請われれば役員として運営に参加するといった
地域の主体としての当事者意識を持つことも重
要になります。

また、学校等による「出前授業」や「職業体
験」への協力、事業所の一部を活用したコミュ
ニティカフェなどの居場所づくり、住民向けの
介護セミナーや介護予防教室の開催などの取り
組みも見られ、一部のヒアリング先では地域の
生活支援サービスを提供する NPO 法人と連携
し、利用者の支援に当たるというケースも見ら
れました。

現状、住民との関係づくりが進んでいない事
業所においては、これらの取り組みのうち自治
会活動や地域イベントへの参画などから着手し
てみてはいかがでしょうか。

なお、先に示したようなメリットを求めて住
民との関係づくりを進める場合、図表２−１に
記載したような点に留意することが重要です。

この点について十分に考慮あるいは対応でき
なければ住民との協働の効果が得にくくなるば
かりか、運営面でマイナスの影響が生じてしま
う恐れがあります。

住民との関係づくりを
行う際の留意点

　小規模多機能や定期巡回事業所は、地域住民と関係を構築することにより、利用者確保やサービスの質の向上、
人材確保・育成などさまざまなメリットを享受することが可能となる。

　住民との協働関係を構築するためには、まず住民との接点をつくることが必要であり、具体的な手法としては「運
営推進会議」や「介護・医療連携推進会議」への自治会長や民生委員の参画、自治会や商店会への入会、夏
祭りなどの地域イベントへの参加などをはじめ、学校等による「出前授業」や「職業体験」への協力、事業所
の一部を活用したコミュニティカフェなどの居場所づくりなどが考えられる。

　住民との関係づくりを進める際には、その効果を高めるため、①接点づくりの目的の明確化 ②効果検証の実施 
③職員の参画促進——といった点に留意する必要がある。

Point
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（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

取り組み 内容

①　接点づくりの目的の明確化

・ 住民との接点をつくり、最終的に何を実現したいのか、どのようなメリットを享受したいのかという
点を明確にする必要がある。

・ 例えば、「事業所としてまちづくりの主体となりたい」のか、「地域の中での利用者の居場所をつくり
たい」のか、「潜在的な利用者に訴求したい」のかによって具体的な事業所の動き方は異なる。

・ ただ住民と接点をつくりたいというのでは、手法や到達目標が曖昧になる。

②　効果検証の実施

・ 一定期間が経過した後、①の目的の達成に向けてどのような成果があったのか検証する。また、検証
の結果、成果が見られなければアプローチの手法を変えることも考える。

・ 効果検証を効率的に行うため、住民との接点づくりに関しても、Chapter1 で述べた KPI と KGI を設
定しておく。

③　職員の参画促進 ・ 法人経営者や事業所管理者だけが接点をつくるのではなく、職員による積極的な参画を促す。
※ そうすることで、職員の地域課題への意識の向上などの育成効果が高まるものと考えられる。

図表２−１　住民との接点づくりを行う際の留意点図表２−１　住民との接点づくりを行う際の留意点
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宮城県石巻圏域（石巻市、東松島市、女川町）
において、小規模多機能を含むさまざまな介護
保険サービスを提供するぱんぷきん株式会社

（代表：渡邊 智仁 氏）では、小規模多機能事業
所の運営推進会議へ、自治会長や民生委員など
の地域住民の参加を進めるとともに地域交流イ
ベントを定期的に開催し、事業所と地域との関
係づくりに積極的に取り組んでいる※２※２。

同社において行われている地域交流イベント
の一例を挙げれば、福祉用具体験・説明会や流
しそうめん、収穫祭（住民から事業所が借り受
けている畑にスタッフと利用者が育てた野菜の
収穫に行くイベント）、クリスマス会など、季
節によりさまざまであり、回を重ねるごとに住
民の参加も増え、利用者と地域住民をつなぐ機
会として定着してきている。

同社におけるこのような取り組みの背景に
は、小規模多機能で認知症のある利用者のケア
を進めるに当たり、職員や利用者と地域住民が
顔の見える関係を築き、地域ぐるみで認知症を
見守る環境を創出すること、あるいは地域で高
齢者が生活を送る上での課題を早期に発見し、
対応策の検討につなげることなどのさまざまな
目的がある。

1 �小規模多機能の事例

交流促進のための取り組みに着手した当初
は、イベント等の周知が進まず、また、近隣の
住民に理解・協力を得るための調整などが難航
することもあった。

しかしながら、自治会役員への声かけや近隣
住民との積極的な交流を続け、活動を開始して
から数年が経過した現在では、住民が利用者の
顔を覚え、事業所外で自発的に見守りや声かけ
を行ったり、地域の祭りへ利用者や職員が招待
されるようになるなど、事業所と住民との間に
自律的な交流が行われるようになってきてい
る。

また、交流を通じて顔なじみとなった住民か
ら新規利用者の紹介があるなど、徐々に営業面
でも効果が見え始めている。

今後は引き続き利用者の地域活動への参加機
会の確保に向け
て住民や商店会
との関係づくり
を進めるととも
に、職員が地域
の茶話会や集い
の場に出向き、
新たな利用者の
居場所の開拓を
行 う 予 定 で あ
る。

サービス別のTOPIC
本節では、小規模多機能や定期巡回事業所と地域住民との関係づくりのあり方について検討を進

めてきました。
以下では、ヒアリング先の小規模多機能および定期巡回事業所により行われている具体的な利用

者との関係づくりの手法等に関する事例を紹介します。

※２	※２	事業所と地域との交流拡大に向けた取り組みは、同社の方針として全事業所で行われている。また、各事業所の活動については、管理者や職員が地域
の実情に応じて主体的に企画・運営することが求められている。

ぱんぷきん株式会社によるぱんぷきん株式会社による
地域住民との交流拡大に向けた取り組み地域住民との交流拡大に向けた取り組み

（出所）ぱんぷきん㈱
　　　��「ふれあい会のご案内」のチラシ
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４−2 地域住民を事業所運営に巻き込む

奈良県大和郡山市に本部を置き、定期巡回や
小規模多機能などのサービスを提供する社会福
祉法人協同福祉会（理事長：村城 正 氏）では、
地域コミュニティを支える介護保険外の取り組
みとして「あすなら安心支援システム」を構築
している。

同システムは、地域での居場所づくりを目的
として毎月０と５の付く日の月６回開催される

「あすならサロン」（同法人の施設で開催される
送迎付きの無料食事会）をはじめとして、歴史
ハイキングや買い物バスの運行などから構成さ
れており、要介護者だけでなく地域の多様な世
代の住民を「ほっとかない」ことを目指してい
る。

このシステムにはさまざまな特徴があるが、
主なものとしては、全ての費用が法人の持ち出

2 �定期巡回の事例

しで行われていること、特養や事務部門も含む
全職員が運営に参画していること、サロンなど
でしばらく顔を見かけない住民には施設から安
否確認を行い、必要に応じてケアマネジャーに
つなげるなど初期支援の機能も備えていること
などが挙げられる。また、法人内の各施設の生
活圏域（周辺２、３小学校区）を対象エリアと
しており、そのエリアの住民と徹底的に深く関
係を持つということが志向されている。

こうした取り組みの結果、同法人の施設であ
る「あすなら苑」を例に取れば、サービス提供
エリアにおいて、高齢者の約３割が同施設と何
らかのつながりを持つまでに関係が深まってい
る。また、この強固な関係を基に、新規利用者
の確保、限定的なエリアに利用者が集積するこ
とによる訪問効率や看取りなど緊急事態への対
応力の向上、住民の目による見守りや徘徊防止
など、法人の経営面やサービス品質の面でも大
きな効果が生まれている。

地
域
と
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社会福祉法人協同福祉会による社会福祉法人協同福祉会による
「あすなら安心システム」の構築「あすなら安心システム」の構築

みんなの暮らしを地域で見守る あすなら安心システム（地域包括ケアシステム）

協同福祉会の事業所がある、中学校区内の市民を対象に、お元気な時から看取りまでをサポート

元気で、何かに夢中になって楽しめる生活を、地域コミュニティで支える

あすなら安心支援システム
対象　介護保険制度に適応されていない「長寿の人」（おおむね75歳以上）

独居や老夫婦世帯、要介護状態でも、24時間の見守りで安心して暮らしたい

あすなら安心ケアシステム
対象　主に「要介護者」/介護保険制度上の介護報酬対象の方（原則として「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」にご登録いただいた方）

「ほっとけない」から
「ほっとかない」へ

相談窓口

あすなら友の会 地域学習交流会 ケアラーの会 ユニバーサル就労

各事業所の相談窓口
地域包括支援センター

外出や会話の機会を生活サイクルに
あすならサロンでの
ランチ企画

相談

・ケアプランセンター
・各施設の窓口
・あすなら安心フリーダイヤル ・ショートステイ

・小規模多機能

通う　・デイサービス

泊まる

・グループホーム
・特別養護老人ホーム
・サポートハウス
  （サービス付き高齢者向け住宅）
・養護老人ホーム……など

泊まる

地域で見守る
つながり連絡員制度

ほっとかない
訪問介護看護

夜間対応

仲間も増える
買い物バス

市民がつくる福祉
市民参加型福祉

①「あすなら友の会」へ加入して、学習や募金活動に取り組む市民活動。

②「あすなら安心システム」を利用し、福祉への関心を深める。

③「まちかどネット」や「評議員会」などで運営参加をし、市民活動を実現。

〇対象／どなたでも
〇事業所新設のための募金活動や活
動広報紙『あすならひろば』の発行
など（年会費1口　1,000円）。

〇対象／利用者のご家族、事業所の
ある地域住民
〇年 2 回以上、事業所でのランチ企
画時や公民館などで「あすなら10
の基本ケア」に基づいた「施設内ケ
アに頼らない介護」についての福
祉学習会を開催。

〇対象／家族を介護、看病している
方

〇毎年12月の「在宅家族食事会」に
加えて、奇数月の第 3 土曜日に開
催。同じ立場の人が集まって息抜
きできる場を提供。

〇対象／精神的・社会的な要因など、
さまざまな理由で就労に困難を抱
えている人
〇「働きたいけど、働きにくい人」が、
働けるような仕組みをつくり、同時
に誰にとっても働きやすく、働きが
いのある職場環境を目指す。

（出所）社会福祉法人協同福祉会「あすなら安心システム」のパンフレットより一部引用
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サービス普及に向けた保険者とのサービス普及に向けた保険者との
協働のあり方を考える協働のあり方を考える3

地域密着型サービスに位置付けられる小規模多機能や定期巡回は、指定権限を
持つ保険者が公募制の活用や総量規制などを通じたサービス供給への関与、既
存の事業所の活用促進に向けた情報発信など、サービスの普及に大きな影響力
を持っています。
本節では、小規模多機能や定期巡回サービスの普及（主に利用促進）に向けた
行政との協働のあり方について検討を行います。

地域密着型サービスである小規模多機能や定
期巡回については、そのサービスの普及※1※ 1 に
保険者が大きな役割を有しています。保険者の
役割に対する事業所の期待も大きく、今回のア
ンケート調査によれば、小規模多機能（n=275・
単数回答・無回答除く）では 25.1% の回答者が、
定期巡回（n=227・単数回答・無回答除く）で
は 34.4% の回答者が、サービスの普及啓発や利

小規模多機能・定期巡回サービス
の普及に向けた保険者の役割

用促進に向けて最も中心的な役割を果たすべき
主体として「自治体（市区町村）」と回答して
います※2※ 2。他方、自治体※3※ 3 によるサービスの
普及啓発に向けた取り組みを見ると、両サービ
スともに「取り組みは不明・わからない」ある
いは「特に取り組みは行われていない」との回
答割合が一定数見られ、啓発策が行われていな
い、または行われていたとしても事業所に認知
されていない自治体も少なくないことが分かり
ます（図表３−１）。

小規模多機能や定期巡回は、Chapter １−

※１	 	※１	 	サービスの普及といった場合、大きく参入促進と利用促進の 2 つの側面があると考えられるが、本節では利用促進を取り上げて議論を行う。
※２	※２	今回実施したアンケート調査では、回答者にとってより身近な表現と考えられる「自治体（市区町村）」という表現を用いた。以下、本文中でアンケート

調査結果に言及する場合は、「保険者」ではなく「自治体（市区町村）」と記載した。
※３	※３	ここで言う自治体とは、市区町村だけでなく都道府県も含まれている点に留意されたい。

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

小規模多機能
（n=312）

事業者連絡会等の場で
情報を提供している 29.8%

ケアマネジャー向けの勉強会を
開催している 24.0%

介護事業者向けの勉強会を
開催している 20.8%

取り組みは不明・わからない 16.3%

特に取り組みは行われていない 14.1%

定期巡回
（n=244）

ケアマネジャー向けの勉強会を
開催している 25.8%

取り組みは不明・わからない 24.2%

事業者連絡会等の場で
情報を提供している 20.1%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
好事例情報を提供している 18.9%

特に取り組みは行われていない 15.6%

図表３−１　自治体によるサービスの普及啓発に向けた取り組み（回答割合上位５項目、各複数回答、無回答除く）図表３−１　自治体によるサービスの普及啓発に向けた取り組み（回答割合上位５項目、各複数回答、無回答除く）
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４−3 サービス普及に向けた保険者との協働のあり方を考える

２の図表２−２に記載したような特徴を持つ、
利用者の在宅生活を支える上で重要なサービス
です。保険者においては、介護保険事業計画に
これらのサービスの整備および普及のあり方を
明確に示し、具体的に取り組みを進めていく姿
勢が求められます。

上記のアンケート調査結果を裏付けるよう
に、ヒアリングにおいても保険者が両サービス
の普及に向けた取り組みを積極的に行っている
との話はほとんど得られませんでした。

このような保険者の動きの背景には、公的な
主体として個別のサービスの支援を行うことが
難しいという点があると考えられます。あるい
は保険者に利用促進につながるような具体的な
施策を行うためのノウハウが欠如しているとい
うことも背景としてあるのかもしれません。

特に保険者側のノウハウ不足の問題に対し、
ヒアリング調査では、セミナー・事例発表会の
共同開催や地元事業所の事例を盛り込んだサー
ビスマニュアルの作成・公開など、小規模多機
能・定期巡回事業所と保険者との協働による取
り組みを通じ、普及啓発に一定の成果を上げて
いる地域が見られました。

サービスの普及に向けた保険者の動きが不活

サービスの普及に向けた
保険者との協働

発なようであれば、保険者に対し協働による取
り組みの可能性について打診をしてみるのも一
つの手ではないかと考えられます。

保険者との協働を行う場合、事業所側はどの
ようなアプローチを行えばよいのでしょうか。

平成 28 年度に当協議会が発行した冊子※4※4 で
は、生活支援等サービスの創出に向けて行政と
の協力関係を構築するための 2 つの留意点を掲
げました。本節のテーマと共通する点を以下に
一部修正の上で引用します。保険者との協働関
係を構築する際の参考にご覧ください。

保険者との協働における
留意点

　アンケート調査によれば、保険者（市町村）にサービスの普及啓発において主体的な役割を期待する意見がある
一定数見られる。しかしながら、実際に行われている啓発策はそれほど特徴的なものではなく、一部には啓発
に向けた取り組みを実施していないケースもある。

　保険者による利用促進に向けた取り組みが活発な地域の中には、行政と事業所の協働による活動が行われてい
るケースも見られる。

　事業所が公的な主体である保険者との協働を進める場合には、「提案ベースでのコミュニケーション」および「事
業者連絡会等の団体を通じたコミュニケーション」を心掛けることが、良好で継続的な保険者との関係づくりに
つながる可能性が高い。

Point

※４	※４	『地域を支える介護事業者とは – 生活支援・介護予防サービス創出の手引き-』（https://minkaikyo.info/profile/report_data/chiiki01.pdf）を参照されたい。

①�要望・要求ではなく提案ベースでのコミュニケーション
個々の事業所が保険者とのコミュニケーションを行

う場合、その内容が要望や要求に偏りがちです。これ
に対し、公的な主体が個別の事業者の要望等に応える
ことは難しく、有益なやりとりに発展しづらいものと
考えられます。

他方、具体的な地域の課題に基づく政策提案ベース
でのコミュニケーションであれば、その後の継続的な
関係につながるものと推察されます。

②�事業者連絡会等の団体を通じた自治体とのコミュニ
ケーション
また、提案ベースであっても、保険者は個別の事業

者とのやり取りに消極的な姿勢を示すことが少なくあ
りません。この点について、介護事業者による連絡会
などの団体を組成し、団体として提案活動を行うこと
も考えられます。団体からの提案であれば、その内容
を地域共通の問題として捉えやすく、その後のコミュ
ニケーションも円滑になると考えられます。
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生産性の高い定期巡回とは？生産性の高い定期巡回とは？
試行錯誤の６年間で感じたこと試行錯誤の６年間で感じたこと

事業レポート

株式会社ジャパンケアサービスでは、平成
24 年の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（以下、定期巡回）創設時より定期巡回事業
を展開し、現在では、約 70 事業所で約 700
名のご利用者にサービスを提供しています。

サービス開始当初は、平成 18 年に始まっ
た夜間対応型訪問介護の事業所に併設する形
でスタートしました。緊急通報システムの
ネットワークも整備されていたため、参入し
やすい環境が整っていたといえます。

当時のマネジメントは、要介護度別に基準
訪問回数を決めたり、要介護度の重い人を優
先して受け入れたり、さまざまなことにトラ
イアルしました。供給体制においても、併設
している訪問介護事業所と定期巡回の職員を
兼務させたり、分離したりを繰り返しました。
さらに、平成 27 年 2 月には定期巡回に介護
保険外サービスをセットした 24 時間フル
サービスも始めました。その中で、私たちが
感じたことをまとめてみました。
①�施設的な発想でシフトやルートをつくる

私たちは訪問介護事業中心の会社でしたの
で、身体 1 は 30 分、身体 2 は 60 分というよ
うに、時間管理のルート作成をしていました

効率化を図る
５つの取り組み

が、一つのケアが終了したら時間に関係なく
次のご利用者のお宅に伺うケア管理に基づい
たルートづくりに変更したことにより、1 回
当たり 35 分だった訪問時間が 23 分まで短縮
され、より多くのご利用者にサービスを提供
できるようになりました。
②�訪問回数はアセスメントから導く

定期巡回の特徴の一つに、時間や訪問回数
にとらわれずに、ご利用者の状態に合わせて
訪問回数を変更することが挙げられます。こ
の特徴を活かして、退院直後で状態が安定し
ないご利用者に対しては訪問回数を増やした
り、数カ月経って状態が安定したら訪問回数
を減らしたりすることで、概ね要介護度に応
じた訪問回数となり、意図的にコントロール
しなくても 1 日の平均訪問回数が 3.3 回程度
になっています。

在宅生活を継続するためには、「自宅に住
み続けたい」というご利用者自身の強い意志
がとても大切です。これは、「自分でできる
ことは自分でやる」ということにもつながり
ますし、その姿を見たご家族も「本人がそこ
まで頑張っているのであれば、私たちもでき
る限り協力しよう」という気持ちを持てるよ
うになります。これにより、過剰な要望が減

③�ご利用者の強い意志とご家族の理解を
　�得る

株式会社ジャパンケアサービス  取締役�関野�幸吉
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少して、限られた職員で多くのご利用者を支
えることができるようになりました。ただし、
ご利用者もご家族も、日々、状況に変化があ
りますので、それに応じて私たちの援助の内
容も柔軟に変化させる必要があります。
④�移動時間の効率化を図る

移動時間の短縮は稼働率を上げるための最
大の課題です。効率の良いルートを常に見直
す必要がありましたので、新規のご利用者を
受け入れた時には、ルートを見直してから訪
問時間を提案するようにしました。それによ
り、事業所からの距離が離れていてもご利用
者のお宅から次のご利用者のお宅までの移動
時間が最短になるように時間の調整ができま
した。さらに、サテライト展開をすることで、
限られた地域（概ね半径 1km ～ 2km）で巡
回するルートがつくられるため、移動効率の

向上を図ることができました。
⑤�事務作業の軽減

介護保険事業は、定期巡回に限らず、義務
付けられた記録書類がたくさんあります。
ルート表、実施記録、経過記録など、この作
業をシステムなどの導入により、効率化する
ことでケアに当てられる時間を増やすことが
できました。

今後の課題は、一人でも多くの方にこの
サービスを知っていただくための周知活動、
当然、介護だけでは支えきれないので、医療
をはじめとする他職種との連携、ボランティ
アや商店街、自治会など地域との連携、そし
てそれらをつなぐネットワークづくりです。

地域のネットワークづくりを通じて定期
巡回サービスをさらに周知していきたい

0
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4.34.2

3.7
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時間
回数

1.9

38.8

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

59.3

80.6

105.2
120.4

図表1　㈱ジャパンケアサービスにおける定期巡回の要介護度別の利用時間と回数（一日あたり）図表1　㈱ジャパンケアサービスにおける定期巡回の要介護度別の利用時間と回数（一日あたり）

（出所）㈱ジャパンケアサービス資料
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ICT活用の意義と留意点を知るICT活用の意義と留意点を知る1

国における介護保険サービスの生産性向上に向けた取り組みについては、ICT
活用の推進が大きな柱の一つになっています。しかし、なぜ ICT活用が重要な
のか、ICTを活用する際の留意点は何か、といった点に関する議論は、活用推
進に向けた議論の白熱ぶりと比較して、活発化していません。
そこで本節では、介護事業所におけるICT活用の利点と活用時の留意点につい
て、改めて整理を行います。

現在、国においては介護保険サービスを含む、
サービス産業全般の生産性向上、業務効率化に
向けて、ICT（情報通信技術：Information and 
Communication Technology の略）の活用を推
進しています。特に介護保険サービスについて
言えば、こうした国による ICT 活用促進の動
きの背景には Chapter1 −１の図表 1− 2
に示したような問題への対応が考えられます。

今回のアンケート調査から、内部業務の作業

介護事業所における
ICT活用の現状と効果

負担軽減に向けた ICT の活用状況を見ると（図
表1− 1）、小規模多機能型居宅介護（以下、
小規模多機能）では「報酬請求や給与計算等に
おけるソフトウェアの使用」（40.2%）が最も多
く、「記録や情報共有」や「訪問ルートやシフ
ト作成」における ICT 活用はあまり進んでい
ません（それぞれ 9.5%、2.5%）。

他方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以
下、定期巡回）においては、「記録や情報共有
における ICT の活用」（49.0%）が最多であり、
以下、「報酬請求や給与計算等におけるソフト
ウェアの使用」（29.6%）、「訪問ルートやシフト

作成における ICT の活用」
（13.8%）と続いており、相
対的に定期巡回において
ICT の活用が進んでいると
いえます。

またヒアリング調査か
ら、小規模多機能や定期巡
回の事業所における ICT
活用の現状を見ると、業務
全般というよりも業務プロ
セスの一部（記録作成、報
酬請求、勤怠管理、収益管

5Chapter 業務プロセスの効率化の視点

図表１−１　作業負担軽減に向けた取り組み図表１−１　作業負担軽減に向けた取り組み
（ICT関連の選択肢の回答割合のみ抜粋、複数回答、無回答除く）（ICT関連の選択肢の回答割合のみ抜粋、複数回答、無回答除く）

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

小規模多機能
n=316

定期巡回
n=253

記録や情報共有における ICTの活用 9.5% 49.0%

TV会議や e- ラーニング等の会議・研修に
おける ICTの活用 5.4% 9.9%

訪問ルートやシフト作成における
ソフトウェアの活用 2.5% 13.8%

報酬請求や給与計算等における
ソフトウェアの使用 40.2% 29.6%
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５−1 ICT活用の意義と留意点を知る

理、広報など）に ICT を活用し、効率化を図っ
ている事例が目立ちました。

一方で ICT の活用が進んでいない、あるい
は活用にそれほど積極的でない事業所も見ら
れ、その理由として、「（小規模多機能や定期巡
回の）事業規模が小さいため、費用対効果を見
極めている」「現状の業務の進め方で特に大き
な支障がない」「スマートフォンやタブレット
などの導入に現場の職員が反発している（ある
いは、反発が予想される）」といった声が聞か
れました。

このように、現状では活用に積極的な事業所
と消極的な事業所の双方が見られますが、比較
的活用が進んでいる事業所の状況を整理すると、
ICT の活用においては図表1−２に示した①
～④のような利点があるものと推察されます。

各種ソフトウェアやコミュニケーションツー
ルの導入には一定のコストや操作の習熟に向け
た時間が必要になりますが、費用対効果や後述
の留意点などを踏まえ、導入の可否を検討して
みてはいかがでしょうか。

図表1−２に記載したような効果が期待さ

ICT活用における留意点

れる ICT ですが、その活用においてはいくつ
かの留意点があります。以下の点は必ずしも小
規模多機能や定期巡回に限定したものではあり
ませんが、いずれも ICT の活用を進める際に
重要な論点となっていますので、活用時の参考
にしてみてください。

①�職員とのコミュニケーションを通じた活用目
的の明確化
第 1 の留意点として、「ICT を活用する際の

目的の明確化」が挙げられます。活用目的が明
確でなければ、職員にその意義が理解されず、

「今までのやり方」を変えることに対する心理
的な反発、負担感が高まるものと考えられます。
最悪の場合、導入したツールが形骸化し、投資
が無駄になってしまう恐れもあります。

そのため、ICT 活用においては、職員との
議論を通じ、具体的にどのような業務の改善あ
るいは効率化を図りたいのか、活用によってど
のような効果が期待されるのか、導入後に働き
方や利用者への接し方はどのように変化するの
かといった点について、その活用目的や意義を
明確化しておく必要があります。

②全体最適の視点の重要性
事業所の業務は、個々の業務が独立してある
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（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

項目 内容

①�間接業務に要する時間
の削減

・ 介護記録の作成や共有にスマートフォンやタブレットのアプリを導入している。
・ 結果として、サービス提供状況が事業所のパソコン上ですぐに把握できるようになったため、報酬請求時の

計算や経営会議等で必要なデータの集計に係る作業負担が軽減した。

②情報共有の効率化 ・ スマートフォンやタブレットアプリの活用により、記録作成や作成後の記録共有の迅速化が進んだ。

③各種経費の節減

・ スマートフォンやタブレットアプリの活用により、事業所内でのペーパーレス化が進みつつある。
・ ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を通じて事業所のケアの内容などを広く公開し、ブランディ

ングを行っている。
・ SNS を見た要介護者の家族からの照会、職員採用への応募などが増加し、営業経費、採用広告費などの節減

につながった。

④サービス品質の改善

・ 法人本部の職員が講師となり、TV 電話を使用した職員研修を実施している。
・ 全事業所が同一の内容の研修を受けることが可能となり、法人の理念に対するより正確な理解が進んだ。
・ ケアのやり方について個々の事業所や職員による「我流」が減り、法人が考える統一的なやり方の浸透が進

んだ。

図表１−２　ヒアリング先事業所における ICT活用とその効果（一例）図表１−２　ヒアリング先事業所における ICT活用とその効果（一例）
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のではなく、一連のプロセスで成り立っていま
す。連続する業務プロセスの中の一プロセスに
ICT を導入する場合、その前後の業務も何ら
かの影響を受けます。そのため、あるプロセス
の効率化のために行った ICT 投資が、その前
後の業務の効率性を阻害し、事業所の業務全体
の生産性を押し下げる恐れもあります。

ICT の活用に関しては、外部のコンサルタ
ントや職員との協議を通じ、事業所の業務プロ
セス全体の分析を行った上で、部分最適（局所
最適）だけでなく、全体最適の視点を持って活
用を行うことが重要です。

③ �ICT 導入時の職員へのフォローや導入後の
フィードバックの実施
今回実施したヒアリングでは、「ICT 機器の

導入前の反発と比較して、導入後に大きな問題
はなかった」「職員には利便性が評価されてい
る」との意見が聞かれました。「案ずるより、
産むが易し」で、ICT活用は、事前に反発があっ
たとしても、実際に行ってみるとその利便性が
理解されやすいのではないでしょうか。

しかし、介護事業所においては、スマートフォ
ンやタブレットなどの使い方に慣れていない年
配の職員も多数在籍しています。また、ICT
機器の導入に当たり、今までの仕事のやり方を
多少なりとも変えなくてはならないケースが多
く、そうした変化に不安を感じる職員も一定数
いると想定されます。そのため、職員の不安を

　小規模多機能や定期巡回事業所においては、現状、業務プロセスの一部（記録作成・保管、勤怠管理など）に
ICT ツールを活用し、業務効率化を図っているケースが多い。

　事業所での ICT 活用においては、各種ソフトウェアの導入やスマートフォンアプリでの介護記録作成、SNS の活
用などが中心であり、「間接業務に要する時間の削減」や「サービス品質の改善」、「情報共有の効率化」などの
効果があるとの意見が聞かれる。

　事業所における ICT 活用においては、①職員とのコミュニケーションを通じた活用目的の明確化 ②全体最適の
視点の重要性 ③ICT導入時の職員へのフォローや導入後のフィードバックの実施 ④情報セキュリティの重視——
といった点に留意する必要がある。

Point

取り除き、習熟を促すには、事業所として機器
等の操作方法に関する研修や質問対応などの
フォローを行うことが必要と考えられます。

加えて、ICT 機器やシステムなどを導入し
た場合、「導入して終わり」ということではなく、
事業所としてその不具合や改善要望を継続的に
把握し、システム改修などにつなげていく必要
があります。また、導入による成果（残業や事
務作業の時間削減など）について、職員へフィー
ドバックを図り、ICT 活用の意義やより積極的
な活用を促す取り組みも求められます。

④情報セキュリティの重視
介護事業所は、認知症の有無や既往歴、生活

保護受給の有無など利用者やその家族に関する
さまざまな個人情報を入手し業務を進めていま
す。こうした利用者等に関する情報の共有は、
ICT の活用によって効率性が大いに高まりま
す。

しかし、事業所の情報セキュリティに問題が
あると、外部に利用者の個人情報が流出してし
まい、事業所としての信頼を大きく損なう恐れ
があります。また、状況によっては、情報流出
に対する損害賠償が発生することもあります。

例えば、情報共有のためにチャット機能を利
用する際に、一定の情報漏えい防止対策が講じ
られているビジネスチャットを用いるなど、
ICT の活用においては必要なセキュリティコ
ストを確保し、情報流出を防ぐ意識が必要です。
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５−1 ICT活用の意義と留意点を知る

C O L U M N

全国各地で、定期巡回を含む訪問介護、サー

ビス付き高齢者向け住宅などさまざまな介護事

業を広く展開する株式会社やさしい手（代表取

締役：香取 幹 氏）は、全社を挙げて積極的な

ICT 活用に取り組んでいる。

例えば、同社の訪問介護事業所（大半は定

期巡回サービスを併設し、訪問介護員のシフト

も訪問介護と定期巡回の混合型である）では、

運営の要であるサービス提供責任者（以下、サ

責）が本来業務であるアセスメントや多職種連

携などに集中できる環境づくりを進めており、

特に本書のテーマである小規模多機能や定期巡

回の事業所でも大きな課題となっているシフト

作成の効率化に向けて、独自に開発した自動シ

フト作成システム（型枠シフト）の導入を進め

ている。

同システムは、サ責等が 1 カ月当たりの基

本的な職員のシフトパターン（ルート本数と

ルートごとの役割）を決め、その上で個々のシ

フトにおける勤務時間、休憩時間、必要資格な

どの条件を設定する。加えて、職員ごとの希望

休暇日に関する情報を入力すれば、システムが

自動的にシフトを作成するというものである。

このシステムの活用により、サ責がシフト作成

に要する時間が大幅に削減されるとともに、新

任のサ責であっても効率的かつ効果的に関連業

務に対応することが可能となっている。

また、シフト作成だけでなく、同社では介

護記録の作成や情報の共有、利用者宅への入室

確認、移動時間の計算から賃金計算、報酬請求

まで、事業所の運営において発生する事務的な

業務の大半に ICT を導入している。その結果、

サ責の本来業務への注力や全体的な作業時間の

削減、訪問介護員の稼働の効率化などを実現し、

加えて、業務工程におけるボトルネックやアイ

ドルタイムの発生状況の把握が容易になり、業

務改善に着手しやすくなるなどの効果も出てい

る。

このような ICT 活用の取り組みについて、同

社では、専門職が本来業務へ注力できる環境の

整備や人材の効率的な活用、職員負担の軽減な

どを大きな目的として掲げている。一部におい

て ICT の活用そのものが目的化しているケース

が見られる中で、明確な目的を持ちながら ICT

化を進める同社の取り組みは、今後 ICT による

業務効率化等に取り組む事業所においても参考

にすべきではないだろうか。

なお、ICT 活用における問題の一つとして、

機器を導入した後のフォローが十分に行われて

いないという点がある。この問題について同社

では特徴的な取り組みを行っており、本部の役

職員がサポートをしながら、時間をかけて ICT

機器やシステムの現場への浸透を進めている。

併せて、現場の職員や事業所からシステムの使

い方に関する要望などを収集し、継続的なシス

テム改修を行うなど、現場の声を生かしながら

全体的なシステムの「使い勝手」の改善を図っ

ている。こうした導入後の組織内へのフォロー

や現場の声を開発にフィードバックするという

取り組みについても、ICT 活用のあり方を検討

する上で大いに参考になると考えられる。
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株式会社やさしい手による業務効率化に向けた株式会社やさしい手による業務効率化に向けた
ICT化・自動化への取り組みICT化・自動化への取り組み

8383



アイドルタイム（待機時間）のアイドルタイム（待機時間）の
削減を図る削減を図る2

小規模多機能や定期巡回の事業所における業務の効率性を考える場合、その大
きな阻害要因の１つとして、業務時間中であるにも関わらず、職員が行うべき作
業がない時間帯、つまり「アイドルタイム（待機時間）」の存在が挙げられます。
本節では、事業所におけるアイドルタイムの発生要因とその発生を防ぐための対
策について、ヒアリング調査結果などを基に解説を行います。

アイドルタイム（idle time）とは、製造業に
おいてよく用いられる用語で、工場の生産設備
が稼働せず、工場労働者の時間と労力が遊休の
状態にあることを指します。つまり、「業務時
間中であるにもかかわらず仕事がなく、暇な状
態・時間」と言えます。なお、アイドルタイム
の対義語は、ピークタイム（peak time）と呼
ばれ、最も忙しい時間帯を指します。

サービス業でも、例えば飲食店等でランチタ
イムなどのピークタイムを過ぎ、店内に客がお
らず調理や配下膳などの店員が行うべき仕事が
ない時間帯が発生することがありますが、これ
がアイドルタイムに当たります。

アイドルタイムが発生する場合、飲食店では
職員研修や売上の計算を行ったり、アイドルタ
イムの来店客数を増やすよう工夫（価格の割引
など）したり、あるいはディナータイムまで休
憩時間として人件費の発生を防ぐなど、店舗運
営の効率性を高める手段を講じることが一般的
です。

アイドルタイムの定義

こうしたアイドルタイムについては、小規模
多機能や定期巡回の事業所における業務でも発
生する可能性があり、例えば、以下のような状
況が見られる事業所もあるのではないでしょう
か。

○ 利用者宅を訪問したが不在のため、次の訪問
先への時間まで待機時間が発生した。

○ 必要な資料が揃わないため、管理者がなかな
か月次の給与計算や報酬請求事務を終えられ
ない。

○ 朝夕のピークタイムに合わせて人材を確保し
ているため、昼間などの時間帯には訪問先が
なく、事業所で待機する職員が出る。

○ リーダークラスの職員が送迎や訪問から戻っ
てこないため、必要な指示が受けられずに業
務が滞る。

実際、今回実施したアンケート調査によれば、
小規模多機能事業所（n=315・単一回答・無回
答除く）の約３割、定期巡回事業所（n=252・

介護事業所におけるアイドル
タイムの発生状況とその原因
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５−2 アイドルタイム（待機時間）の削減を図る

単一回答・無回答除く）では実に約７割におい
て、程度の違いはあるものの一定のアイドルタ
イムが発生しているとの結果が出ています。

こうした実態について、包括報酬である小規
模多機能や定期巡回においては、訪問介護や通
所介護などと異なりサービス提供の有無にかか
わらず収入額が一定のため、あまり問題視され
ないのかもしれません。しかしながら、アイド
ルタイムの存在は、残業時間の増加による人件
費の増大や人員を効率的に活用すれば得られる
他の収益機会の喪失（機会損失の発生）などを
招き、収入と支出の両面にマイナスの影響を及
ぼします。そのため、出来高ではなく「丸め」
の報酬を得ている小規模多機能や定期巡回の事
業所であっても、アイドルタイムの削減を大き
な経営課題として認識すべきです。

なお、今回のヒアリング調査から、小規模多

機能や定期巡回の事業所におけるアイドルタイ
ムの原因を整理すると、以下の①～③のような
発生要因があるものと考えられます※1※1。

①事業所における繁閑の波
介護事業所においては、朝や夕方、就寝前な

どのピークタイムに業務が集中するケースが多
く見られます。仮にこのピークタイムに合わせ
て職員を確保してしまうと、それ以外の時間帯
に余剰人員が発生し、アイドルタイムが発生し
てしまう可能性があります。

②特定の職員への業務の集中
仮に事業所において特定の職員へ業務が集中

するような状況が生じている場合、その職員が
目の前の業務を捌ききれなくなってしまうと後
工程を担う職員において、前工程の担当者が仕

※1	※1	なお、アイドルタイムの「アイドル（idle）」の語を辞書で調べると、「遊休の、怠けている」といった訳が出てくる。確かに、「やるべき仕事があるにもか
かわらず、怠けて仕事をしない」という職員の怠業でもアイドルタイムは発生するが、本節においては繁閑の波や特定の職員への業務の集中など、構造
的な問題に起因するアイドルタイムについて取り扱う。職員の怠業によるアイドルタイムに悩む事業所においては、モチベーションに関わる問題と考えら
れるため Chapter2 を参照されたい。
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（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

背景要因 対応策

①　�事業所における�
繁閑の波

・ 小規模多機能や定期巡回の職員について、事業所に併設されている他のサービスとの兼務を進め、業務量が少
ない時期・時間帯には他サービスの応援に回るなどして、人員の効率的な運用を図る。【他サービスとの兼務】

・ 繁忙の時間帯のみ、小規模多機能や定期巡回に外部から人を受け入れる（訪問介護のヘルパーによる定期巡回
の利用者への対応など）。【繁忙期における外部からの人員受入れ】

・ 閑散期や隙間時間に行うべき業務を洗い出し、「手の空いた時間に行う作業」として職員に対して指示を行う。
【隙間時間に行う作業の切り出し】

②　�特定の職員への�
業務の集中

・ 個々の職員の業務内容の検証を行い、集中する業務の一部について、役割分担の見直しを行う。特に事務・庶
務作業など、特別な資格などが求められないタスクについては、積極的に作業の分担を行う。【個々の職員の
作業量の分析と役割分担の見直し】

・ 長期的にはさまざまな業務に対応できる職員を育成することにより、特定の職員への業務の集中を防ぐ。【多
様な業務に対応できる職員の育成】

※ なお、ヒアリングでは、自動車の運転ができる職員が少なく、訪問・送迎業務が特定の職員に集中してしまう
という課題が指摘されていた。例えば、職員の採用時にそうしたケアスキル以外の部分についても把握するこ
とが求められる。

③　�（利用者からの急な
キャンセル連絡へ
の対応など）業務
におけるイレギュ
ラーな事象の発生

・ ICT 機器を活用して事業所からヘルパーへの連絡の迅速化を図る。【ICT を活用した情報共有の迅速化・正確
性向上】

・ 多様な業務に対応できる職員を育成することで、急なシフトの再調整などへの対応余力の拡充を図る。【多様
な業務に対応できる職員の育成】

・ こまめなサービス内容の変更を漏れなく行うため、シフト全体を俯瞰し、サービスの差配や調整を行う専従の
事務職員を配置する動きも見られる。【連絡・調整のための専門スタッフの配置】

図表２−１　ヒアリング先事業所におけるアイドルタイムへの対応策（一部）図表２−１　ヒアリング先事業所におけるアイドルタイムへの対応策（一部）
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事を終えるのを待つアイドルタイムが発生する
可能性があります。

③�（利用者からの急なキャンセル連絡への対応な
ど）業務におけるイレギュラーな事象の発生
利用者からの急なキャンセル連絡等に対し、

事業所内部の情報共有やシフト変更が間に合わ
ず、訪問の「空振り」などが発生してしまうケー
スがあります。その結果、次の訪問予定までの
合間や事業所へ戻るための移動時間などのアイ
ドルタイムが発生することが考えられます。

ヒアリング先の事業所においては、上述した
①～③に起因するアイドルタイムの削減に向け
て、図表２−１のような取り組みが行われてい
ました。

図表内に記載した取り組みのうち、「多様な
業務に対応できる職員の育成」については一朝
一夕にはできず、一定の時間を要するものと考
えられます。また、「併設する他のサービス事
業所との兼務」に関しては、小規模多機能や定

アイドルタイム削減に向けた
対応策

期巡回の事業所を単独で運営している場合に
は、なかなか取り組むことが難しいと想定され
ます。加えて、情報共有の効率化・迅速化など
のための ICT 機器の導入については、事業所
の予算との兼ね合いからすぐには意思決定を行
うことが難しいかもしれません。

他方、図表２−１の対応策の中には、「閑散
期や隙間時間に行うべき業務や洗い出し」や「事
務・庶務作業に関する役割分担」「個々の職員
の業務内容の検証・見直し」といった比較的着
手しやすいものも含まれています。

各事業所においてアイドルタイムの削減を円
滑に進めていくためには、自事業所の状況や費
用対効果などを踏まえ、効果が目に見えやすい
もの、あるいは職員の理解を得やすいものから
進めていくという視点が重要になると考えられ
ます。

なお、Chapter ２−１「小規模多機能およ
び定期巡回の職員に求められるスキルと育成策
を知る」、ならびに Chapter ５−３「記録の
作成に係る作業負担軽減を考える」についても、
本節と関連する内容が記載されていますので、
併せてお読みください。

　アイドルタイム（idle time）とは、「業務時間中であるにもかかわらず、職員が行うべき仕事がない状態」を指し、
今回実施したアンケート調査によれば、小規模多機能・定期巡回のいずれにおいても一定割合の事業所で発生
している。

　アイドルタイムが発生する背景には、①事業所における繁閑の波 ②特定の職員への業務の集中 ③業務における
イレギュラーな事象の発生——といった要因がある。

　今回実施したヒアリング先においては、アイドルタイムの削減に向けて「他のサービスとの兼務」や「隙間時間に
行う作業の切り出し」、「個々の職員の作業量の分析と役割分担の見直し」などといった取り組みが行われていた。

　これらのアイドルタイム削減策の中には、時間や費用を要するものがあるが、反面、着手しやすいものも含まれ
ている。各事業所においては、自事業所の現状分析などを踏まえ、職員の協力を得やすい取り組み、効果が出
やすい取り組みから着手することが重要である。

Point
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５−2 アイドルタイム（待機時間）の削減を図る

C O L U M N

今回実施したアンケートによれば、小規模

多機能および定期巡回の事業所において実施さ

れているアイドルタイムの削減に向けた取り組

みは、以下のような結果となっていた。

小規模多機能においては、「各職員の業務量

の把握・見直し」（43.6%）や「細かな訪問ルー

トや勤務シフトの調整」（37.7%）、「『隙間』の

時間でできる業務の切り出し」（31.4%）といっ

た回答が多く見られる。

また、定期巡回では、「職員の他の介護サー

ビスとの兼務」（49.6%）との回答が最も多く、

以下、「細かな訪問ルートや勤務シフトの調整」

（42.7%）、「『隙間』の時間でできる業務の切り

出し」（42.2%）と続いている。

なお、両サービスともに「職員向けのアイ

ドルタイムや生産性に関する研修や情報提供」

を実施している事業所はほとんどなく、また、

「特に行っているものはない」との回答が一定

数見られる。

アンケート調査結果に見る小規模多機能アンケート調査結果に見る小規模多機能
および定期巡回事業所のアイドルタイム削減策および定期巡回事業所のアイドルタイム削減策
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各職員の業務量の把握・見直し
細かな訪問ルートや勤務シフトの調整
「隙間」の時間でできる業務の切り出し

職員の他の介護サービスとの兼務
待機時間に行う業務内容の明示

特に行っているものはない
連絡や情報共有を円滑化するための仕組みづくり

短期利用や基準該当サービスの受入れによる業務量確保
サテライト型事業所との業務の調整

職員向けのアイドルタイムや生産性に関する研修や情報提供

43.6%
37.7%

31.4%
25.5%

21.8%
19.5%

13.2%
2.7%
1.4%
1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

職員の他の介護サービスとの兼務
細かな訪問ルートや勤務シフトの調整
「隙間」の時間でできる業務の切り出し

待機時間に行う業務内容の明示
各職員の業務量の把握・見直し

連絡や情報共有を円滑化するための仕組みづくり
ICT等を活用した外出先での作業環境の整備

特に行っているものはない
職員向けのアイドルタイムや生産性に関する研修や情報提供

その他

49.6%
42.7%
42.2%

36.2%
27.2%

13.4%
11.2%

8.6%
2.2%
0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

小規模多機能事業所における「待機時間（アイドルタイム）」削減のために実施している取り組み小規模多機能事業所における「待機時間（アイドルタイム）」削減のために実施している取り組み
（上位10項目、複数回答、無回答除く）小規模多機能（n=220）（上位10項目、複数回答、無回答除く）小規模多機能（n=220）

定期巡回事業所における「待機時間（アイドルタイム）」削減のために実施している取り組み定期巡回事業所における「待機時間（アイドルタイム）」削減のために実施している取り組み
（上位10項目、複数回答、無回答除く）定期巡回 (n=232）（上位10項目、複数回答、無回答除く）定期巡回 (n=232）

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」
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神奈川県藤沢市の小規模多機能事業所である
ぐるんとびー駒寄（代表取締役：菅原 健介 氏）
では、朝の訪問時などのピークタイムや利用者
の細かなケアニーズ（外部のプールに行きたい、
菜園に行きたいなど）に対応する人員を確保す
るため、1 日 2 ～ 4 時間程度の勤務をする職員
を多数採用している。

同事業所が採用する短時間勤務の職員の多く
は、菅原氏や職員が参加する地域活動を通じて
知り合った子育て中の女性である。彼女たちは、
子育てのためにフルタイムでの勤務は難しい
が、少しでも生活費を稼ぎたいと考えており、
そのニーズと 2 ～ 4 時間という同事業所の勤務
条件が合致したため口コミで広がり、採用が進
んでいる。現在では、そうした子育て中のパー
ト職員が増加し、同事業所では常勤も含めて
34 人の職員を雇用している（通常の小規模多

1 �小規模多機能の事例

機能事業所の 2 倍程度の人員）。
ピークタイムや個別のニーズへの対応に合わ

せて 8 時間勤務の職員を採用すると、人員配置
基準を上回る職員を採用することになり、閑散
な時間帯に人手が余ることになってしまう。ま
た、フルタイムの職員については、急な病欠な
どの際に代替要員をすぐに確保することが難し
い場合がある。同事業所では、短時間勤務の職
員を多数活用することによって同事業所が目指
すケアの質を維持しながら、こうした問題に対
応することが可能となっている。

サービス別のTOPIC
本節では、事業所におけるアイドルタイムの発生要因とその削減策について整理をしてきました。

以下では、主に「繁閑の波」への対応に着目し、ヒアリング先におけるアイドルタイム削減の事例
を紹介します。

ぐるんとびー駒寄におけるぐるんとびー駒寄における
短時間勤務職員を活用した短時間勤務職員を活用した
「繁閑の波」への対応「繁閑の波」への対応

時短勤務職員（子育て中の女性など）が活躍時短勤務職員（子育て中の女性など）が活躍
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５−2 アイドルタイム（待機時間）の削減を図る

福島県福島市で定期巡回サービスを提供する
社会福祉法人ライフ・タイム・福島のロング・
ライフ 24 時間訪問介護看護事業所（所長：森 
重勝 氏）では、ピークタイムへの対応や定期
巡回の職員の有効活用を図るため、併設する訪
問介護事業所や特別養護老人ホームとの人員の
兼務を進めている。

まず、ピークタイムへの対応についてだが、
定期巡回に従事する 10 人の職員だけでは朝夕

2 �定期巡回の事例

のニーズや随時訪問のコールへの対応が十分に
できないという問題があった。そこで、訪問介
護事業所のヘルパーに定期巡回の利用者への訪
問を一部兼務してもらう取り組みを行ってい
る。

また、時間帯や日にちによっては、定期巡回
の利用に少し空きが出ることから、主に定期巡
回に従事する 10 人について、一部、併設する
特養に勤務してもらうことにより施設全体の人
員の効率化を図っている。

なお、定期巡回と特養との兼務については、
特養において多様な入所者に対するケアを経験
できるため、定期巡回の職員の教育にも一定の
有効性があるとのことであった。

サービス需要量

定期巡回の職員が
対応可能な業務量

時間帯
起床・朝食時 昼食時間前後 就寝時間帯

サービス需要量

定期巡回の職員が
対応可能な業務量

１週間・１カ月の
日にちの流れ
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ロング・ライフ 24時間訪問介護ロング・ライフ 24時間訪問介護
看護事業所における併設する看護事業所における併設する
他サービスとの兼務を通じた他サービスとの兼務を通じた
「繁閑の波」への対応「繁閑の波」への対応

1日の「繁閑の波」への対応（イメージ）1日の「繁閑の波」への対応（イメージ）

1週間・１カ月間の「繁閑の波」への対応（イメージ）1週間・１カ月間の「繁閑の波」への対応（イメージ）

定期巡回の職員＋訪問介護
と兼務するヘルパーにより
ピークタイムへ対応

１週間・１カ月の中で定期巡回のサービス需要が少ない
時期には、併設する特養の職員として勤務し、人員配置
の効率化、アイドルタイム削減につなげる

（出所）社会福祉法人ライフ・タイム・福島　ロング・ライフ24時間訪問介護看護事業所へのヒアリング調査結果を基に作成
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記録の作成に係る記録の作成に係る
作業負担軽減を考える作業負担軽減を考える3

職員の訪問ルートやシフトの作成、介護記録の作成・保管などの事業所内部の諸
事務作業の煩雑さは、事業所の生産性を妨げている大きな要因の一つです。この
点については、小規模多機能や定期巡回の事業所も同様の課題を抱えています。
本節では、アンケートやヒアリング調査において特に多くの回答者から内部業務
にかかる課題として挙げられていた、記録に関連する作業の負担軽減策について
整理していきます。

今回実施したアンケート調査によれば、内部
業務全般を見た中で特に作業負担が大きいと感
じられる業務として、「利用者に関する記録の
作成」や「職員の訪問ルートやシフトの作成」
などが挙げられていました（図表３−１）。こ
の傾向は、小規模多機能・定期巡回に共通して
おり、また、事業所の生産性の高低にかかわら
ず見られました。
図表３−１のような課題のうち、業界全体で

見ると、「利用者に関する記録の作成」や「各
種記録の保管・保存」「事業所内の職員間での

調査結果に見る作業負担の
大きい業務について

利用者情報の共有」など記録に関する業務の効
率化が問題になっており、厚生労働省において
も「申し送り事項」や「介護記録」「業務日誌」
などのペーパーレス化に向けた実態調査やモデ
ル事業を実施する動きが見られます。

特に小規模多機能や定期巡回は 1 日、1 週間、
1 カ月という単位で見た場合に、訪問介護や通
所介護などの他サービスと比較して利用者と接
する頻度が多く、そのため記録作成に要する時
間や作業量も増大する傾向があります。
限られた人員で業務を行う以上、生産性の向

上に向けて記録作成に関連する業務の効率化は
必須といえるでしょう。

（出所）民介協「地域密着型サービスの生産性向上に関する実態調査」

小規模多機能（n=319） 定期巡回（n=252）

利用者に関する記録の作成（52.0%） 職員の訪問ルートやシフトの作成（55.2%）

職員の訪問ルートやシフトの作成（44.2%） 利用者に関する記録の作成（47.2%）

職員からの急な欠勤連絡への対応（35.4%） 職員の採用活動（37.7%）

各種記録の保管・保存（32.0%） 職員からの急な欠勤連絡への対応（34.9%）

会議や研修等に向けた準備・調整・実施（30.4%） 事務所内の職員間での利用者情報の共有（27.0%）

図表３−１　内部業務全般で特に作業負担が大きいと感じられる業務（回答割合上位5項目、複数回答、無回答除く）図表３−１　内部業務全般で特に作業負担が大きいと感じられる業務（回答割合上位5項目、複数回答、無回答除く）
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５−3 記録の作成に係る作業負担軽減を考える

では、記録作成に関する問題に対しどのよう
な効率化を進めていけばよいのでしょうか。

現場に対して大きな負荷を強いているとはい
え、対人援助サービスである介護において、い
つ、誰がどのようなケアを提供したか、その結
果、利用者の反応はどうだったか、といったケ
アに関連する記録はサービスの品質管理上、重
要な意味を持っています。

実際、日々の記録の内容により関わる専門職
の対応が変化すると考えられ、また、記録を長
期時系列で分析することで、利用者の属性に応
じた自立支援につながる介護のパターンが見出
される可能性もあります。

加えて、介護事故などの何らかの問題が発生
した場合に、記録が整備されていればケアプロ
セスのどこに問題があったのか原因を分析し、

介護サービスにおける
記録の意義と効率化の方向性

再発防止につなげることも可能になります。
こうした介護サービスにおける記録の意義を

踏まえれば、「質の維持・向上を図りつつ、作
業負担を軽減する」という考え方が、記録に係
る業務効率化の方向性と考えられます。

上述の「質の維持・向上を図りつつ、作業負
担を軽減する」という視点を踏まえ、今回のヒ
アリング先における記録に関わる業務の効率化
に向けた取り組みを見ると、図表３−２に記載
したような施策が講じられていました。

これらはいずれも質を確保しながら、効率化
を図る上で重要であり、かつオーソドックスな
取り組みでもあります。これから記録業務の効
率化に着手する事業所においては、これらの取
り組みを参考にしてはいかがでしょうか。

記録の質と効率性の両立に
向けたヒアリング先での取り組み

　事業所内部におけるさまざまな事務作業は、小規模多機能、定期巡回いずれのサービスにおいても職員にとって
大きな作業負担となっており、特に介護記録の作成については、サービスの種類を問わず、国や業界全体で問
題視されている。

　他方で、介護保険サービスにおける記録は、事業所がサービス提供を行った「証拠」となるものであり、またケ
アの品質管理においても重要な意義を有している。そのため、「質の維持・向上を図りつつ、作業負担を軽減する」
という考え方が、記録に係る業務効率化の一つの方向性になる。

　この方向性を踏まえ、ヒアリング先では、①統一書式の策定 ②後工程の効率化を意識した記録の作成 ③情報
共有の即時性を重視した工夫─などの取り組みが行われている。

Point

業
務
プ
ロ
セ
ス
の
効
率
化
の
視
点

5

（出所）ヒアリング調査結果を基に作成

項目 内容

①統一書式の策定
・ 誰が記録を作成しても必要な情報が漏れなく記載されるよう、全社統一の記録書式・フォーマットを作成。

同じ書式を用いることで記録の抜け・モレを防ぎ、また記入する職員の「何をどこまで書けば良いか分か
らない」という負担を軽減する。

②後工程の効率化を
　意識した記録の作成

・ 職員が作成した記録を、申し送りや事業所に整備すべき介護記録としても活用できるよう、複写式の書式
などを使用。

・ また、ICT を活用し、記録と勤怠管理がダイレクトにつながるようなシステムを構築し、給与支払い事務
の効率化を図る。

③情報共有の即時性を
　重視した工夫

・ 記録に係る情報共有の手間（FAX によるケアマネジャーへの連絡、特記事項の電話連絡など）を軽減する
ため、ICT を活用してクラウド上でリアルタイムでの記録の共有を行う。

図表３−２　ヒアリング先における記録業務の効率化に向けた取り組み（一部）図表３−２　ヒアリング先における記録業務の効率化に向けた取り組み（一部）
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C O L U M N

東京都目黒区に本社を置き、定期巡回を含

むさまざまな介護サービスを全国に展開する株

式会社やさしい手（代表取締役：香取 幹 氏）

では、「機械ができることは機械に任せ、職員

は人間にしかできない業務、利用者に関わる業

務に注力できる環境をつくる」という香取氏の

考えの下、全社的な ICT の導入・活用による業

務効率化に積極的に取り組んでいる（同社の取

り組みについては、Chapter5-1 のコラムも併

せて参照）。

同社の ICT 活用は、業務のさまざまな局面で

進められているが、そうした取り組みの中の一

つとしてヘルパーを支援するモバイルアプリ「も

ばイルカ」の運用が挙げられる。同システムは、

訪問介護や定期巡回などのヘルパーを主な対象

としており、システム上で自身の仕事のスケ

ジュールや申し送り事項、会社からの連絡事項

などの情報を確認することができる。加えて、

介護記録を作成することも可能となっており、

作成された記録は、クラウド上で他のヘルパー

や事業所管理者などにリアルタイムで共有さ

れ、緊急時などの迅速な対応につながっている。

また、同システムでは、担当するヘルパー

が決定していない仕事情報を各事業所がシステ

ム上に公開し、それに対して個々のヘルパーが

応募できる機能を有している。この機能により、

ヘルパーにとってはスケジュールに空きがある

時間帯の仕事の確保につながり、また、事業所

側はヘルパーの稼働率向上や急な欠勤時等にお

ける代替要員の確保業務の効率化などを実現で

きている。

法人規模の大小もあるため、全ての事業所

が同社のような独自開発のシステムを構築する

ことは難しい面がある。しかしながら、記録や

情報共有の効率化、既存人材の有効活用などを

進める上では、上記のような ICT を活用した取

り組みを検討するのも一考の余地があるのでは

ないだろうか。

株式会社やさしい手におけるヘルパー支援アプリ株式会社やさしい手におけるヘルパー支援アプリ
「もばイルカ」の運用「もばイルカ」の運用

（出所）首相官邸�第 4回�一億総活躍社会に関する意見交換会�配布資料（株式会社やさしい手�香取�幹�代表取締役配布資料）p.6 の図表引用

「もばイルカ」の機能�「もばイルカ」の機能�

訪問介護員向け情報
ツール「もばイルカ」

個別の担当利用者情報
バイタル情報
申し送り・要対応（留意点）情報
クレーム等過去履歴

他の担当訪問介護員の介護記録の閲覧

サービス提供予定の閲覧
介護記録の入力
申し送り要対応指示機能

サービス就労前日メール
雇用契約更新
身分証発行機能

在宅医療の情報
訪問看護の情報
薬剤情報
ケアマネジャーからの情報

自動化による管理
留意点会議の受講管理
更新時研修の受講管理
健康診断の受診管理

携帯電話やスマートフォンを利用して、インターネット経由で、
全ての訪問介護員から利用者の情報が大量に流入し、
サービス提供責任者からの指示がなされている。
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多職種協働アセスメントによるケアプラン多職種協働アセスメントによるケアプラン
を活かしてこそ生産性向上につながる！を活かしてこそ生産性向上につながる！

事業レポート

社会福祉法人ノテ福祉会　理事執行役員　東京本部長 板垣�貴宏

小規模多機能型居宅介護と定期巡回・随時
対応型訪問介護看護における生産性向上策と
して、我々が取り組んでいるテーマは「いか
にして登録者を増やし、平均要介護度の高い
利用者へもサービス提供できるか」です。そ
のために重要なのは「ニーズの把握」です。

現在の在宅介護現場においては、担当のケ
アマネジャー１人がアセスメントを行い、把
握したニーズを基にケアプランを作成しサー
ビス提供につなげていますが、この方法が本
当に良いのか？ 利用者や家族のためになっ
ているのか？ という疑問があります。

その理由は、ケアマネジャーの基礎資格や
経験にあります。全国的に見ても基礎資格で
最も多いのは「福祉・介護」の資格で、次に
多いのが「看護」の資格です。

当法人でも、「福祉・介護」の有資格者の
ケアマネジャーは生活面でのアセスメントと
ニーズの把握は長けているが医療や看護面に
ついてのアセスメントとニーズの把握が弱
く、一方、「看護」の有資格者のケアマネジャー
は医療や看護面についてのアセスメントと
ニーズの把握は長けているが生活面について
のアセスメントとニーズの把握が弱いなど、

小規模多機能型居宅介護の
空きベッドの活用

偏りが出る傾向にありました。
やはり、１人のケアマネジャーで日々変化

する中重度の高齢者のニーズを把握し、最期
まで在宅で対応していくことには限界がある
と感じ、そこで考えたのが「小規模多機能の
空きベッドを活用した多職種によるアセスメ
ント」です。

小規模多機能の「泊り」のベッドは５～９
床あり、平均稼働率も 70 ～ 80％で１～２床
は常に空いている状況です。

このベッドを使って、利用者に３～７日に
わたり生活をしていただき、医師、看護師、
セラピスト（PT、ST、OT）、介護福祉士、ソー
シャルワーカー（社会福祉士）の５職種が専
門分野ごとに多職種協働でアセスメントを行
います。

アセスメント方法としては小規模多機能事
業所に滞在中の生活状況からアセスメントを
行うことはもちろん、一時外出も行い、利用
者を担当する介護福祉士等による自宅への同
行訪問を通じた必要な介護の提供あるいは環
境整備や、リハビリテーション専門職による
環境整備や福祉用具の選定支援等の取り組み
を積極的に実践します。

こうして実施されたアセスメントは多職種
によるニーズの把握がなされた偏りのない
トータル的なケアプランへとつながり、利用
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者・家族への提案はもちろん、小規模多機能
であれば「計画作成担当者」へ、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護であれば「計画作成
責任者」や「担当ケアマネジャー」へ提案で
きます。

これらのケアプランを確実に実行できるか
は、小規模多機能の計画作成担当者の手腕に
かかっているといっても過言ではありませ
ん。小規模多機能は「通い」「泊り」「訪問」
の機能が１カ所の事業所から提供される「ワ
ンストップサービス」であり、プランを作成
している計画作成担当者が事業所に配置され
ているため、全ての状況を把握し家族の相談
へもスムーズに対応ができるのです。すなわ
ちニーズを把握しやすい環境にあるというこ
とです。このことをよく理解した上で先の多
職種協働アセスメントによるケアプランを基
に、利用者や家族との関係をしっかりと構築
し、日々の変化を踏まえた提案や調整ができ
るかどうかが鍵となります。

成功例として、小規模多機能の利用者で認
知症の症状が強く、外出を拒むことが多々
あったケースがあります。当時の小規模多機
能のプランとしては「通い」がメインでした。

そこで多職種協働アセスメントを行い作成
されたケアプランを基に「訪問」を強化した
ところ、サービスを通じ本人と介護職との関
係構築ができ認知症の症状が安定しました。

さらには時間の経過とともに「通い」につ
いて「いつも来てくれる人がいるところ」と

利用者の満足度向上
＝生産性向上

の認識もされたことから再開し、自宅での状
態を踏まえたケアの実施に変更するなど、本
来の小規模多機能のあり方であるフレキシブ
ルなサービス提供が可能となって、在宅生活
を継続でき利用者や家族にとってもプラスと
なりました。

この経験を踏まえ、当法人の小規模多機能
では現在、利用者一人当たり平均１日３～５
回程度、月間では約 900 ～ 1,500 回の「訪問」
を実施するまでになりました。
「訪問」を充実させ常に状態把握をするこ

とで認知症への対応もより強化され、課題で
あった定員があるため苦慮していた「通い」

「泊り」の調整も「訪問」を含めたバランス
の良い利用提案を効率的に行え、結果として
生産性の向上につながっています。

また、定期巡回も同様です。定期巡回の計
画作成責任者は従来の訪問介護とは異なり

「サービス提供時間」「回数」等、ケアプラン
に沿って柔軟に決めていくことができます。
先の多職種協働アセスメントによるケアプラ
ンを基に 24 時間 365 日対応で必要な時に、
必要なケアを提供できる機能をいかに活用で
きるかが鍵となります。

要介護３の利用者でデイサービスをメイン
に週に１回 60 分程度の生活援助中心の訪問
介護を利用していたケースがあります。

このケースでは多職種協働アセスメントを
行い作成したケアプランを基に、定期巡回を
メインとし１日３～５回、１回 15 分程度 +
随時訪問のサービスに変更したところ、低栄
養や失禁の改善が見られ、服薬も自ら行える
ようになるなど、利用者の機能を活かし自立
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支援が実現可能となりました。
以上のように、地域に密着した小規模多機

能の空きベッドを有効活用し、多職種による
アセスメントで把握されたニーズを基に作成
したケアプランならば、サービス提供の明確
な根拠を基に具体的な効果や成果を説明・提
案することで利用者や家族が納得してサービ
スを利用でき、結果・成果にも満足できます。

また事業者としてもサービス内容・回数や
時間の調整が従来よりもスムーズに行え、効
率の良い運営が可能となります。

最終的には事業所管理者が十分にこれらを
理解し、ケアプランを効率的かつ効果的に機
能させるオペレーション能力を発揮すれば、
生産性向上効果が２倍にも３倍にもなり、結
果として「登録者を増やし、平均要介護度の

高い利用者へもサービス提供する」ことにつ
ながる実践的な取り組みです。

最後に生産性の向上とは、単にシステム環
境整備や通信機器等を用いて効率化を図るこ
とや職員の教育や意識改革だけではありませ
ん。最も重要かつ、最も初めに行わなければ
ならないのは、介護事業の根幹である「利用
者の満足度向上」です。

これを最初に実現させてこそ、先に述べた
システム等を用いての効率化や職員教育・意
識改革につながり、生産性が向上したという
成果が出せると考えます。

まさに「生産性向上＝利用者の満足度の向
上＝事業所の収益向上」となり、これこそが、
日本全国の多くの民間事業者等の事業経営に
大きく貢献できる取り組みです。

（出所）一般財団法人つしま医療福祉研究財団平成�27�年度老人保健健康増進等事業「更なる地域包括ケアの推進を目指した多職種協働の
アセスメント手法の汎用化に関する調査研究報告書」p.92より一部引用
（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000136700.pdf）
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　石巻市での事業所の開設は、被災地で増加す
る認知症高齢者をなんとか施設ではなく、在宅
で支えられないかと考えたことがきっかけで
す。当時は、被災した高齢者の住まいが避難所
から仮設住宅、そして復興公営住宅へとめまぐ
るしく変化していました。そのため、リロケー
ションダメージにより認知症が悪化する高齢者
が増加し、認知症だからという理由で在宅での
生活をあきらめ、施設へ入所する方が当社の利
用者にも数多く見られました。
　そこで、認知症になっても可能な限り在宅で
生活できるよう、単体サービスの組み合わせで
はなく、訪問・通い・泊りの３サービスを切れ
目なく提供できる小規模多機能を復興支援の一
つとして展開したいと考えました。
野村野村　当社は、退院後の在宅生活を支えるサー
ビスとしての小規模多機能の意義を感じて開所
しました。東京都江東区近辺は UR の団地が多

震災や退院支援が震災や退院支援が  
地域密着型サービスの起点地域密着型サービスの起点

――皆さんが地域で小規模多機能型居宅介護
や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下、
「小規模多機能」「定期巡回」と省略）事業を始
めたきっかけは？
渡邊渡邊　当社は、宮城県石巻圏域に拠点を置き、
訪問介護やデイサービスをはじめとした在宅介
護サービス全般を 11 カ所展開しています。小
規模多機能については平成 20 年 12 月から女川
町において、中重度者の在宅生活の継続を支え
るサービスとして取り組みました。しかし、平
成 23 年３月の東日本大震災によって事業所は
全壊し、再開はかなわず、その後準備期間を経
て平成 27 年６月に石巻市で開所。そして、平
成 30 年２月に東松島市に２つ目の拠点が開所
予定です。

生産性向上向上の鍵は
地域からの信頼信頼と多職種連携多職種連携

【登壇者】【登壇者】
●●ぱんぷきん株式会社　代表取締役社長　渡邊智仁氏
●●株式会社ソラスト　介護事業本部関東介護第 1 ブロック　スーパーバイザー　野村峯子氏
●●株式会社やさしい手　総合サポート部サポートグループ　課長　石川賢史氏
●●社会福祉法人ノテ福祉会　ノテ地域ケアセンター深沢　総合施設長　永井悦子氏
●●司会：一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会　特別理事　馬袋秀男氏

座 談 会

定額の自己負担で、地域で安心して生活するためのサービスが受けられる小規模多機能型
居宅介護や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護。しかし自己負担が定額であることが、

「定額使い放題」との誤解を招き、生産性の面ではマイナスになる場合もある。そこを現場
の力でどう変えていくのか。地域密着型サービスを実際に展開する事業者に聞いた。
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く、独居や老老介護世帯が目立ちます。そうし
た中、診療報酬改定による入院期間短縮で十分
な回復が見られない状態で退院し、在宅生活に
戻る高齢者が増えています。訪問介護やデイ
サービスだけでは支えきれない方々を目にし、
小規模多機能の必要性とスピード感のある導入
を痛感したのです。
　ただ、耳慣れないサービスなので、当初はケ
アマネジャーにも利用者にも理解してもらうの
が大変でした。人数枠の制限もあり、そこでニー
ズにどう応えるかという苦労はありました。
石川石川　当社の定期巡回も同様で、退院支援の一
環としてのニーズの高さを感じて参入しまし
た。従来のサービスでは、24 時間のサービス
を受けようとすると単位数がオーバーし、自己
負担が大きいことも利用者の悩みでした。そこ
で利用者の負担を軽減し、ニーズにスピード感
を持ってお応えしたいと考え、開設しました。
現在は、在宅対応の部分と、サービス付き高齢
者向け住宅内のサービスの両面で対応していま
す。
永井永井　当法人の在宅サービスは、小規模多機能、
定期巡回、訪問看護、通所リハなど多岐にわた
り、利用者のニーズに合わせて地域で事業を展
開してきました。東京で初めて小規模多機能、

定期巡回を中心とする複合サービス拠点を開設
した世田谷区深沢は「最後まで在宅で」と願う
住民が非常に多く、また、同区は夜間対応や定
期巡回が制度化する前からモデル事業を当法人
と長年実施してきた自治体でした。同区が在宅
サービスに積極的であったことが追い風とな
り、拠点の開設につながりました。地域密着型
サービスの事業展開には自治体の協力が不可欠
と考えています。

事業戦略のポイントは事業戦略のポイントは  
業務改善、利用者開拓、人材業務改善、利用者開拓、人材

――介護保険制度や介護報酬が改定され、また、
働き方改革が叫ばれる社会情勢の中、今回の
テーマである「生産性向上」は、地域密着型サー
ビスにおいても大きな課題です。生産性向上を
実現するためには大きく３つの視点があると感
じています。すなわち、① ICT化も含む、い
わゆる内部業務のコントロールによるコストダ
ウン�②利用者の確保につながる地域の中での
マーケティング�③介護人材の確保――です。
この３つの視点に対し、どのような事業戦略を
立てられていますか？
野村野村　地域マーケティングという視点では、「高
齢者を集めてサロンを開催する」という感覚で
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多いですが、地域の方からの紹介も重要です。
地域住民との信頼関係を築き上げ、事業所を応
援するパートナーとなっていただければ、気に
なる高齢者の相談に来られたりして利用につな
がるケースもあります。地域の方は、新しいチャ
ネルとしてとてもありがたい存在です。当社で
は震災復興支援の経験からその重要性を強く感
じました。新たに開所する東松島市の小規模多
機能では約１年前から地域の公共施設を借り
て、地域住民向け介護予防教室や交流サロン活
動を月２回ほど開催し、そこに集まる方々と一
緒に住民サークルをつくり、見守りや声掛けな
どを行う地域の互助人材の養成など、パート
ナーづくりを行っています。
石川石川　定期巡回については、利用者の情報をつ
かむことが非常に大切です。そこで、ヘルパー
の携帯電話から、サービス提供後に独自システ
ムで記録を事業所に送ってもらい、職員が共有
します。利用者の具合が明らかに悪ければ、駆
け付ける、次のヘルパーの支援を変更するなど、
対策をすぐに行えますが、「なんとなく熱っぽ
いかもしれない」というような、経過観察が必
要なケースですと見過ごされがちで、それが急
変につながる場合もあります。小さな変化を見
逃さないために使う ICT が、業務の効率化や
正確さにもつながります。
　重度の利用者に対する夜間支援が多い定期巡
回では、介護職だけで安全を支えきれません。
ケアマネジャー、家族、キーパーソン、MSW
など、多くの方々と連携するためにも ICT は
重要です。
永井永井　当法人として注力しているのは、マーケ
ティングになると思います。そもそも介護サー
ビスは「マーケットをつくる」ものだと考えて
います。そのために必要なのは利用者の状態変
化をいかに把握し、対応できる体制をとるかと
いうことです。当法人では中重度の利用者に対
し「身体介護中心の方は定期巡回」「認知症の
ある方は小規模多機能」という体制を構築し、

はなく、我々も一住民であるという立ち位置で
地域の中に入り込み、地元の方々と同じ目線で
お付き合いをすることが重要だと感じていま
す。世間話の形で話していただき、その方の生
活や経済状況を知った上でプランを作ってい
く。申請の手続きのサポートなども含め、困っ
ている人たちに届くサービスを目指していま
す。「あの事業所に行けばなんとかしてくれる」
と認識してもらうことが、「次」につながります。
　また、子どもたちとの交流も大事にしていま
す。月１回保育園と交流し、歌を歌ったり、話
をしたり、施設見学もしてもらう。そういう中
で、高齢者介護を地域住民に広く認識してもら
うことが、今後の運営にもつながっていきます。
渡邊渡邊　地域住民を巻き込み、地域と伴走するこ
とは、私どもも内部業務の効率化、地域マーケ
ティングの両面で重要だと考えています。ケア
を行う上で非専門職が担える部分の一部を、地
域住民の方々にも担っていただける関係をつく
ることで、職員が過度に地域に出向いたり、施
設内の職員を加配したりすることなく業務改善
に大きくつながります。
　また、利用者獲得における紹介経路は主に地
域包括支援センターと居宅のケアマネジャーが

ぱんぷきん株式会社　代表取締役社長

渡邊智仁氏
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状態変化に応じてサービスの切り替えが柔軟に
行えます。また、両サービスには訪問看護ステー
ションが関わる体制もあります。これが地域に
根ざした複合拠点を開設した最大のメリットで
あり、住み慣れた地域で住み続けることを実現
しています。

ICT を使いこなして時間の有効活用をICTを使いこなして時間の有効活用を

――先ほど石川さんからも話題に出た ICTに
ついてはどのように導入していますか？
野村野村　訪問介護ではタブレットの導入をすでに
始めています。また、請求業務は ICT 化して
いますし、研修においても e ラーニングの研修
コースを設けています。研修のアプリをスマー
トフォンに入れれば、時間が空いたときに学べ、
予習もできますので、集合研修の効率も高まり
ます。タブレットは小規模多機能ではまだ取り
入れていませんが、今後は積極的に導入してい
きたいと考えています。一人ひとりの生産性が
高まれば、一人ひとりの価値が高まります。先
進的な機器の扱いが苦手な人には、OJT で学
んでもらうような仕組みもつくりたいと思って
います。
　介護職の本分は利用者へのケアです。利用者
に接する時間を多く確保するためにも、ICT、
IoT の導入は欠かせません。慣れてくれば、残
業も少なくなり、職員の豊かな生活につながり
ます。
石川石川　当社の場合、勤務のシフトをシステムで
つくっています。ボタンを押すと、誰がどの日
に出社するか、スタッフ全員分がズラリと出て
くる。このメンバーなら３日後に何をしたらい
いのかなど、先々の見通しも立ちます。スケ
ジュール管理は、業務の無駄を防ぎ、本来の業
務を充実させる大きな鍵だと思っています。ま
た、月末の記録業務を自動でできないかなどと
検討しています。
　事務的な作業を減らして、空いた時間をどう
使うか。ケアプランの精査やアセスメントを丁

寧にすることなど、大事にしたいことを優先で
きたら、と考えています。
永井永井　勤務のシフト表づくりは、管理者だけに
任せるのではなく、誰でもつくれるようにする
と、職員が介護業務以外の部分でも調整が必要
だと実感できます。自分の役割を持ち、「この事
業所で働く意義」を感じてもらえるのも、ICT
の活用の成果として挙げられると思います。

定額サービスのメリット・デメリットは定額サービスのメリット・デメリットは

――小規模多機能、定期巡回とも、要介護度別
に介護報酬が一定の、いわゆる「まるめ」によっ
て運営されます。そのような中での生産性向上
についてはどのような工夫をしていますか。
渡邊渡邊　まるめのサービスの場合、利用者側から
みると非常にメリットが大きいのですが、とも
すると職員の労働投入量が大きくなりすぎるの
でどう収益を残せるかという問題が生じます。

「食べ放題」のようなサービスだと思って使お
うとする利用者に、生活のリズムが安定するこ
とで、毎日通ったり、訪問したりしなくても在
宅生活を送ることができるということをいかに
納得のいく形で理解していただけるかが重要に
なります。

座
談
会

社会福祉法人ノテ福祉会
ノテ地域ケアセンター深沢　総合施設長 

永井悦子氏
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まいます。根拠を持って、その人の必要とする
介護サービスのケアプランを作り、提案するこ
とが大切だと思います。
　プランには家族の協力も織り込むことが大切
です。ここは小規模多機能のお手伝い、ここか
らはご家族の協力の下に、利用者と家族とで自
由に組んでいく介護、そうした双方の介護が、
利用者の気持ちを穏やかにし、また前向きにす
るのだということを、熱意を持って説明してい
くことがポイントです。
　そうした枠の中でどうケアマネジメントをす
るかは、ケアマネジャーや施設長の腕の見せど
ころです。新規受け入れの方の場合は、昼間の
通いを１日多くする。他の方に我慢していただ
く分は、訪問でしっかりカバーしていくなど、
利用者とのコミュニケーションの中で、理解し
てもらいながら進めていくことが大切です。
永井永井　家族の介入は非常に大事です。ご家族の
役割を取り上げてはいけないのです。ただ、家
族にはそれぞれの歴史があります。家族とのコ
ミュニケーションをよく取りながら、利用者の
役割も大事にするためのアセスメント、モニタ
リングをしていきたいですね。介護サービスは
多ければ多いほど良いわけではありません。
野村野村　永井さんがおっしゃるように、家族のあ
り方はさまざまです。現在、関東と関西含め、
７事業所で小規模多機能を展開していますが、
地域によって家族観はかなり違います。個人差
も、もちろん大きいです。特性をつかんで、一
番必要性の高いサービスを提供していきたい。
　また、医療との連携も大切です。過度な医療
を抑制する動きの中で介護職に医療の一助を担
うことが求められていますが、介護職ができる
医療行為は限られていることも、きちんと伝え
なくてはなりません。ここが、生産性にも大き
く影響してくるポイントだと思いますね。
石川石川　サービスの回数や量は、地域密着型サー
ビスの運営当初からの課題です。サービスを増
やすと収益が上がらない。介護サービスが行き

　当社では小規模多機能を「グループホームの
ようなサービスを、地域の中で自宅と施設を
行ったり来たりして行う」とお伝えしています。
グループホームでは共有スペースで食事や日中
活動を行い、夜は居室に戻って就寝する。居室
にいれば職員が必要に応じて定期的に巡回支援
を行う。小規模多機能では日中、施設で食事や
入浴、利用者同士の交流をして、夜は自宅に戻
る。そして必要に応じて通いのない日に自宅を
訪問することで生活のリズムを整える。時間や
回数にとらわれず必要に応じて関わり方が違っ
てくるということを理解してもらっています。
　それでもサービス利用に際し、過度に期待す
るご利用者に対しては必要に応じて意図的に通
いや訪問を多くし、生活のリズムを安定させ必
要なサービス量を見極めていきます。そして毎
日通ったり、泊らなくても定期的な訪問を行う
ことで自宅での生活ができるという自信や安心
を持っていただくような働き掛けをしています。
　いずれにしても、利用者へのアセスメントが
重要なことは間違いありません。
野村野村　小規模多機能が定額で提供される意味は
何か。利用者側は、一度料金を支払えば、なん
でもやってくれる事業者、という誤解をしてし

株式会社ソラスト　介護事業本部関東介護第１ブロック
スーパーバイザー

野村峯子氏
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届きすぎると、利用者が残存機能を失います。
このデメリットをできる限り最小にし、制限枠
のある中で最も良い形で介護を実現していける
かは、介護職員の手腕が重要です。
　私は今、介護の現場を離れ、同じ法人で看護
小規模多機能型居宅介護の業務支援を担当して
います。ある程度重度な利用者に対しては、こ
のサービスの必要性も高まっていると思いま
す。家で介護を受けながらがんばり、難しい部
分は看護小規模多機能に頼る。泊りのサービス
も利用する。けれど、改善してきたら、家と通
いの場を行ったり来たりすることが大切です。
さらに改善したら、訪問介護に切り替えます。
　しかし問題なのは、各サービスへの切り替え
が難しいことです。担当ケアマネジャーも変わ
らざるを得なくなると、利用者に不安感が増し
ます。スムーズな切り替えを促せるような、信
頼関係づくりも大切でしょう。
馬袋馬袋　皆さんのお話を伺っていると、小規模多
機能や定期巡回は、地域と一体化する、まさに
地域密着型サービスだと感じました。一方で、
これらのサービスの介護報酬が定額制であるこ
とは、生産性に大きく影響しています。利用者
本人や家族はどういう意識を持つのか。事前期

待は「何でも定額でお願いできる」ということ
かもしれませんが、関わりの中で変化もしてい
くでしょう。事業所が、本人や家族と目標を共
有するチームとして協働することが、生産性向
上の鍵になるのではないでしょうか。それには、
変化に対応するアセスメントやプランの内容に
ついて本人と伴走していく能力が必要です。
　また、人材については、地域の人たちとの交
流が解決に導くことが大きいと実感しました。
介護の専門性と非専門性のすみ分けを行い、非
専門性の部分をサポートしてもらえる関係性を
築くこと。また、地域とともに歩むことで、利
用者や職員の紹介までしていただくこともある
と知り、地域における支援のマネジメントの必
要性を感じました。
　さらに、ICT は今後の介護現場でも生産性
向上の一助となるはずです。年代によって使い
にくいと感じる方もいるかもしれませんが、そ
れも人材教育の中でカバーされていくことでは
ないでしょうか。今後の社会の中で大きな意義
を持つ地域密着型サービスの価値を高めるた
め、さまざまな視点を持って生産性向上へ導く
必要があるでしょう。

司会：一般社団法人『民間事業者の質を高める』
全国介護事業者協議会　特別理事

馬袋秀男氏

株式会社やさしい手　総合サポート部サポートグループ
課長

石川賢史氏
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政　策　提　言

国への提言国への提言

◦現在の介護保険サービスに関する生産性向上の議論においては、介護記録の作成や情報の
共有、報酬請求などの業務における ICT 活用と事務作業の省力化に重点が置かれている。
◦こうした論点は極めて重要であるが、その一方で、介護サービスそのものの付加価値の向上、

人材育成や地域との関係づくり、サービス品質の継続的な改善のあり方なども視野に入れ
た、より多面的な視点からの生産性向上に関する議論を行うことも重要と考えられる。

◦各事業所が生産性向上に向けた投資を行い、収支差の改善を図ったとしても、社会保障費
抑制の観点から 3 年に一度の介護報酬改定において基本報酬の抑制がなされてしまう現状
がある。そのため、事業所として生産性向上に対する意欲が減退してしまい、中期の設備
投資計画・教育投資計画（投資と回収）へ積極的に取り組むことへの不安も大きくなる。
◦こうした問題に対し、例えば、「介護事業経営実態調査」等で事業所の収支差を見る際には、

設備投資や教育投資などの実施状況を分析し、生産性向上に向けた取り組みによる収支差
の改善が見られた場合には、報酬改定時に一定の配慮を行うなどの姿勢が求められる。

◦生産性とは、言うまでもなくインプットに対するアウトプットの比率である。サービスの
対価である介護報酬を制度により定められている介護事業所がアウトプットの改善を図る
ためには、保険外サービスへの取り組みが大きな選択肢の一つとなる。
◦介護事業所が新たな事業を創出しようとする場合、それが要介護者や地域の高齢者の自立

や尊厳の保持、あるいは地域における新しい人材の参画やサービスの創造などにつながる
ものであれば、国においても規制緩和などを含む積極的な支援を期待したい。

事業所の生産性向上を議論する際の「多面的」な視点の重要性事業所の生産性向上を議論する際の「多面的」な視点の重要性

生産性向上へ向けた取り組みが介護報酬において評価される仕組みの構築生産性向上へ向けた取り組みが介護報酬において評価される仕組みの構築

介護事業所によるサービスの付加価値向上に向けた取り組みに対する支援介護事業所によるサービスの付加価値向上に向けた取り組みに対する支援

本書では、5 つの Chapter からなる生産性向上マニュアル、事業レポート、座談会などを通じ、
小規模多機能型居宅介護（以下、小規模多機能）および定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以
下、定期巡回）の生産性向上策について整理してきました。

ここでは、両サービスの生産性向上に向けて、それぞれの立場で検討いただきたい点につい
て政策提言を行います。
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◦平成 30 年度介護保険制度改正・報酬改定に係る議論において、都道府県や国として地域密
着型サービスの普及を推進する姿勢が示されたと理解している。
◦地域密着型サービスの指定権者は市町村であるが、国においても保険者別の当該サービス

の普及率などを分析した上で、普及の進む地域の事例などを踏まえた市町村に対する具体
的な普及推進支援や指導を行うなど、主体的な取り組みを期待したい。

◦全国の大学や公的な研究開発機関においては、介護サービスの生産性向上に活用可能なさ
まざまな発明・開発が行われていると考えられる。しかしながら、そうした技術情報が全
国の介護事業所に十分に届いていないのが現状である。
◦そこで国には、介護サービスの生産性向上につながると考えられる技術や開発者のデータ

ベースの整備などを行うとともに、事業者団体や専門職団体などと連携して介護技術イノ
ベーションを後押しするような情報発信や産学連携に向けた支援を行うことが求められる。

◦介護業界における生産性向上に関する議論においては、ICT とともにロボットや AI の活用
などが取り沙汰されているが、既存の福祉機器の利用促進を行うことでも介護人材の負担
軽減やサービスの質の向上につながるケースがあると考えられる。
◦例えば、在宅介護の現場へのリフトの導入を促進するなど、技術的な信頼性が確立されて

いるものの、施設での使用が中心となっているさまざまな福祉機器について、その活用シー
ンの拡大を図ることで業界全体の生産性を底上げするという視点も重要と考えられる。

地域密着型サービスの普及に向けた主体的な支援地域密着型サービスの普及に向けた主体的な支援

生産性向上に有効な技術情報の発信と産学連携支援生産性向上に有効な技術情報の発信と産学連携支援

既存の福祉機器の普及促進による在宅介護事業所の生産性向上支援既存の福祉機器の普及促進による在宅介護事業所の生産性向上支援
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◦小規模多機能や定期巡回を含む地域密着型サービスについては、包括報酬のために短期的
には介護給付が増加する可能性がある。そのため、一部の保険者では、当該サービス事業
所の新規開設や開設後の利用促進に消極的なケースが見られる。
◦他方で、個別の事業所の取り組みを見ると、小規模多機能等のサービスを提供することに

より自立度の維持・改善が図られ、中長期的な給付総額の抑制につながっているケースも
存在している。
◦保険者においては、地域密着型サービスの普及が進む自治体や先進的な事業所の事例を参

考にしながら、中長期的な視点に基づき同サービスの効果を評価し、普及を推進していく
ことが求められる。

◦今回の調査では、特に定期巡回事業所へのヒアリングにおいて訪問介護員の確保が極めて
難しいとの意見が多数聞かれた。
◦こうした問題に対し、日中時間帯の訪問を地域の訪問介護事業所に委託するなどして、既

存の訪問介護員の有効活用を行うことが考えられるが、委託額の設定が事業所間の相対契
約となるため、連携を企図したとしても協議が進まない可能性がある。
◦そこで保険者が各地域の実情を踏まえつつ委託額の標準額を設定するなど、事業所間の連

携促進に向けた調整役を担うことで、サービスの普及・利用促進を後押しすることが期待
される。

小規模多機能や定期巡回サービスの効果に関する長期的な評価小規模多機能や定期巡回サービスの効果に関する長期的な評価

地域の事業所間の連携促進に向けた「調整役」としての機能地域の事業所間の連携促進に向けた「調整役」としての機能

保険者への提言保険者への提言
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◦小規模多機能や定期巡回については、地域性などの影響もあり、サービス単体で採算を確
保することが難しい場合もある。
◦その際には、これらのサービスを地域の要介護者の生活を支える機能の一つと位置づけ、

他の介護保険サービスや「空白の初期」に対応する保険外サービスを組み合わせるなどして、
複合的にサービスを提供し、事業所あるいは法人全体としての採算を確保するという視点
が求められる。

◦今回実施したヒアリング調査や前述の座談会の内容を踏まえれば、小規模多機能や定期巡
回の事業所は、地域社会や住民と積極的に関係を構築することによりサービスの質の向上
や利用者獲得、事業所のブランド力向上など、さまざまなメリットを享受することができる。
◦そのため、運営推進会議や介護・医療連携推進会議、サービスの普及啓発・利用促進に向

けたセミナー、平素のサービス提供において行われるアクティビティなど、さまざまな機
会を通じ、地域の関係機関や住民と接点を構築することが経営面から見ても極めて重要と
考えられる。

サービスの複合化による収益確保の視点サービスの複合化による収益確保の視点

地域社会や地域住民との連携の重要性地域社会や地域住民との連携の重要性

事業者への提言事業者への提言
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東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 教授 小笠原�浩一

「介護の生産性」は、何を指標として考え、どのように向上させればよいのか？
委員長である小笠原浩一教授に本事業の総括として、地域密着型サービスの生産性
向上戦略についてご寄稿をいただいた。

介護経営の生産性向上生産性向上戦略

生産性とは、投入した生産要素に対してどれ
だけ多くの物財やサービスを産出できたか、つ
まり生産要素がどれだけ効率的に成果としての
商品に転換されたかを示す概念です。転換効率
の高さは従業員の職務能力と働き方に掛かって
います。IT は所用時間量の削減や反復的プロ
セスの迅速化に不可欠ですし、AI はデータ上
で数値解の得られる判断・判定業務には有効で
すが、いずれも、システム・オペレーションに
関わる人的な要因で産出の効率性が大きく異
なってきます。生産性向上の効果は、最終的に
は、労働力の質と組織的で能率的な働き方に掛
かっています。

仕事組織は、達成すべき目標に対して最適な
人材で構成されます。目標は、日々の作業の流
れへと展開され、流れは１つの作業ブロックか
ら次の作業ブロックへと間隔をとりながら進み
ます。組織の構成員には、職務能力の高さと役
割の難易度に応じて、最も能率的に遂行可能な
仕事量と時間量が割り振られます。介護の仕事
の特徴は、この作業の流れの間隔と個々人の役
割を標準化できる範囲が狭く、日々の作業内容

標準化・計画化しにくい
介護の仕事と生産性

Profile
小笠原 浩一
東京大学大学院経済学研究科博士課程修了・経済学博
士、埼玉大学経済学部教授を経て現職。日本介護経営
学会副会長、日本介護福祉経営人材教育協会理事、ラ
ウレア応用科学大学名誉研究フェローなど。
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とその流れを定量的に計画化できる範囲も狭い
点にあります。そのため、人と役割がダイアグ
ラムに連続的に編成され難かったり、役割が個
別化したり、アイドルタイムや段取り調整と
いったインターバルが多量に発生したりしま
す。時間のムダ、仕事のムラ、役割のムリとい
う＜ダ・ラ・リの非効率＞です。

ワークサンプリング※1※ 1 を実施すると、同じ
職場の同じ職種でも、あるいは同じ従業員でも
日々により、作業のインターバルや業務負荷に
かなりのダ・ラ・リが見られます。ダ・ラ・リ
の非効率は、職員間の良好なコミュニケーショ
ンやチームワークなど仕事組織の運営にも影響
を与えます。手待ち時間の活用に個々人の裁量
の余地が広いため仕事が分断されやすく、役割
や負荷量が分散することで組織全体としての労
働効率の低下につながります。

トヨタ生産方式の柱の一つである「カイゼン」※2※2

は、このダ・ラ・リを排除する生産性向上の取
り組みです。これは、経営資源の投入と成果の
産出の効率をプロダクション・プロセスにおい
て最大化させる生産性の向上策です。

プロダクション・プロセスから生み出される
生産性と並んで、顧客との関係における労働効
率からも生産性が向上します。１人の従業員が、
１単位の時間内に、客単価に換算してできるだ
け多くの仕事を遂行すること、１単位の時間内
にできるだけ多くの利用料の支払いを受けるこ
と、つまり労働能力の回転率の高さから生み出
される生産性です。包括支払い報酬の場合や複
合介護に取り組む場合には、特に、従業員の１
労働時間単位当たりの売り上げ量という視点が
重要です。これを可能にするためには、利用率
の向上や顧客数の拡大が必要です。

プロダクション・プロセスにおける生産性を
「絞り出す生産性」と呼ぶと、この労働単位時
間当たりの効率性は「膨らます生産性」と呼ぶ
ことができます。「絞り出す」だけだと作業の
能率は上がりますが、単位作業当たりの時間が

短縮するだけで却って手待ち時間の増加を生ん
でしまいます。絞って出た余裕を役割の拡大や
遂行業務量の増大につなげたり、ワークライフ
バランス等の従業員満足促進策につなげるのが

「膨らます」であるという関係になります。

「絞り出す生産性」に関して、NTT データ経
営研究所が、介護労働における IT 効率と生産
性に関する初の本格的な実証実験を実施し、公
表※ 3※ 3 しています。「SCQEDF」と命名された
作業の評価指標を作成し、3M（ムダ・ムラ・
ムリ）を課題識別の指標とし、5S（整理・清掃・
整頓・清潔・躾）をソリューション指標に用い
て、個々の課業遂行レベルにおける生産性の向
上を測定しています。組織の生産性の向上につ
いては、介護現場における課題の見える化、時
間管理（タイムマネジメント）を含む業務全体
の再構築、組織理念・価値（観）の職員への浸
透・定着、職員一人ひとりの社会人としての基
礎的スキルの向上、役割分担と連携を基にした
チーム ･ ビルディング、年齢や資格にとらわれ
ない多様な人材の活用の６つのアプローチを提
言して、人材活用や働き方を含めた事業トータ
ルとしての介護労働の価値と生産性の向上策に
ついてコンサルティングのポイントを示してい
ます。 

これに対し、私たちの調査の重点は「膨らま
す」生産性にあります。介護事業の中でも事業
の採算性や仕事の組織性、個々の業務の可視性
という点で「絞り出す生産性」への対応におい
て難易度が高い、小規模多機能居宅介護事業、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を調査
対象にしています。分析の方法としては、バラ
ンスト・スコア・カード（BSC）※4※4 を中心フレー
ムに用いて、これに経営管理・マネジメントの

現場で課題を見つけ、
ムダ・ムラ・ムリをなくす
「絞り出す生産性」の戦略
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あり方と事業所の経営資源配置上の属性を交絡
変数として組み込んでいます。BSC では通常
は「財務要因」を用いますが、本調査ではこれ
を「潜在顧客と地域」要因に置き替えて、財務
を生産性の結果変数にしています。つまり、「人
材」「利用者」「顧客開拓と地域」「業務プロセス」
の 4 要因を内在的変数とし、それぞれの「生産
性の視点」を指標化しました。これに、経営管
理・マネジメントのあり方と立地条件等の事業
属性の 2 要因が及ぼす影響を考慮して、全体と
しての生産性を質的に把握する手法を用いまし
た。
「絞り出す生産性」向上の課題について次の

ことが明らかにされました。

① 課題は、現場で認識されます。現場管理
者の課題察知力、解析力、改善提案力が
決定的に重要です。現場管理者の日々の
業務に向き合う姿勢、従業員や利用者へ
の目線の持ち方が、ソリューションの質
と実効性を左右します。

② 課題は、立地条件、外部労働市場、法人
組織など個々の事業者の置かれた環境・
関係に連動しています。働き方の改革は、
そうした外部環境の改善ならびに事業条
件の転換と一体に推進することで高い効
果を生みます。

③ 課題は、人材の量と質、採用・訓練・配
置の適切さ、仕事の衛生要因と動機付け
要因の作り方、労務管理の手法や管理者
の姿勢、利用者の声への応答や利用者参
加のあり方など諸要因が絡み合って生じ
ます。つまり課題には、事業者ごとに異
なる発生力学が働いています。表面的な
現象への対応や模倣の対応では次の課題
を誘発します。組織管理全体の見直しと
適切な行動選択を戦略的に行うという基
本姿勢で解決の道筋を発見することが重
要です。

つまり、教科書に書いてあるような最適解で
はなく、個々の事業者が、成功事例の方法論を
戦略的に学び、応用することが重要です。その
ためには、現場の従業員の課題意識や発想力、
利用者の声や反応への真摯な応答といった、現
場が発する情報に学ぶ生産性戦略が、改善の方
法論としても、経営姿勢としても重要であるこ
とが解明されています。

「膨らます」ためには、まずは業務量を増や
すことです。業務量の増大は、利用率・利用頻
度の向上や新規顧客の拡大といった延べ顧客数
の増加によってもたらされます。顧客数の増加
は、商品ラインアップの豊かさと商品の購入に
当たってのエンカウンター（利用者との接触）
の良しあしで決まります。エンカウンターは、
顧客が期待通りの商品を手に入れられる可能性
を実感できるようにすることですから、事業者
に対する信頼や安心といった顧客の心理的ロイ
ヤルティの要素と結び付いています。事業者に
対しロイヤルティを抱く顧客が多いほど、エン
カウンターに係る人員と時間のコストや新規顧
客への導入サービスに係るコストも縮減できま
すし、従業員の単位時間当たりの提供サービス
量を増やすことにつながります。

一般に、大規模化が顧客数を拡大する決め手
だと言われます。確かに規模のメリットは売り
上げの増大、コスト削減、仕事の標準化などを
もたらします。しかし、単品メニューで規模を
拡大してみても、ターゲット顧客数の制約を抱
える市場では必ず収益性の限界に直面します。
大規模化で成功している事例には、ターゲット
顧客層の異なる商品ラインアップを多品種化・
複合化する方法論が共通しています。

報酬区分で縦割りに市場が細分化されている

顧客増加によってもたらされる
「膨らます生産性」の戦略を
どう生かすか
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制度サービスでは、報酬算定の対象となるサー
ビス事業の規模拡大には限界がありますから、
それを突破する事業戦略として、生涯を通じて
一気通貫で伴走するための多品種複合サービス
の構築と、制度の空白域（特に「空白の初期」）
や「見逃された市場」（ミッシング・マーケット）
に対応する早期発見・ニッチ補完型サービスへ
の対応の強化があります。

地域包括ケアの時代には、24 時間 365 日、
予防からターミナルまで、生活の継続を支援す
る多種多様なサービスが求められます。サービ
スの包括化のために医療、交通、配食など他の
事業者と連携する領域も出てきますが、基本に
は、自法人の提供する多様なサービス事業がす
なわち地域包括ケアであり、その範囲や種類が
広がっていくことが利用者を拡大し、「地域」
を広げていくことになるという発想が大事で
す。

顧客の視点からは、「選ぶサービス」ではな
く「臨機応変に応えてくれるサービス」である
ことが大事です。まずは事業者に対する利用者
の信頼を厚くし、安心して多様なサービスを継
続、乗り替えで利用していくことができる、継
続的取引への環境づくりが重要です。

そのような顧客ロイヤルティを高める事業モ
デルの典型が協同組合です。組合員は、個々の
販売商品を都度選択して購入しているのではあ
りません。協同組合というシステムに包括的な
信頼を持っていて、組合員証という選択縁の証
明がもたらす継続的取引への安心感で結ばれて
います。組合員になれば、日常生活用品の購入
の他に、子育てから冠婚葬祭まで、さまざまな
ジャンルの企画やイベントの機会を手にしま
す。これは「膨らます生産性」の方法論ですか
ら、協同組合以外の組織形態の事業者でも、同
様の顧客ネットワークを構築できるはずです。

人時生産性の向上も顧客ロイヤルティの獲得
も、従業員の仕事への満足が源泉となります。
働き方の改革は、自ら動機付けをし自発的に、
挑戦的に仕事に取り組む環境づくりから始まり
ます。

正規社員、非正規社員といった身分や処遇に
こだわった雇用ポートフォリオは、この人手不
足の時代に対応しきれていません。生活条件や
年齢など個別事情に合わせた本人選択型勤務を
積極的に進めましょう。仕事を継続しやすくす
るための私生活への適正な配慮や能力を早期に
立ち上げるための業務サポートの仕組みと一体
に取り組みます。

従業員の成長や工夫への意識付けを促しま
しょう。介護は感情や感性や意欲に左右される
業務です。皆が、事業所管理者になったつもり
でリーダーシップを発揮できる組織空間づくり
が重要です。

経営チェックに当たっては、短期的収益に喜
憂せず、事業構造の改革の視点から逸れないこ
とが重要です。何のためのチェックか意識付け
を明確にすること、誰でも分かるシンプルな指
標を重視すること、改善行動を促すための
チェックであること、プロジェクト組織のよう
に異なる専門性の知恵を組み込むこと、数字以
外の質的な指標や課題を見逃さないことなど、
参考にしてください。

職員に改善行動を促す
働き方の改革とチェックポイント

※１ 稼げる作業と稼げない作業を分析し、どれだけ時間を掛けているか
定量的に測定する手法。
※２ トヨタ生産方式の一つで、徹底的に無駄をなくすために作業時間の
短縮や工具の改良などに全員参加で取り組む。
※３ NTT データ経営研究所『介護サービス事業における生産性向上に向
けた調査事業報告書』（http://www.keieiken.co.jp/kaigoseisansei/pdf/
care_report.pdf）
※４ ①財務的視点 ②顧客の視点 ③社内ビジネスプロセスの視点 ④学習
と成長の視点―の 4 つの視点から業績評価指標を設定した上で、目標
管理と連携させたマネジメントシステムのツール。

委
員
長
総
括
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一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会の前身は、介護保険制度
開始から２年が経過した平成 14 年９月に、各地の介護事業者からの「勉強会ができる団体を
つくってほしい」等々の声を受け、全国 47 社の呼び掛け人を中心に設立された「民間事業者
の質を高める研修会」です。

一般社団法人化した現在も、「利用者の立場に立った質の高いサービスの提供を図り、 介護
サービスの健全な発展を目指す」という設立当初からの活動趣旨の下、「民間事業者の質を高
める」を冠に付しており、「民介協」の略称で知られております。

本書では小規模多機能型居宅介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、実情を
明確化させたアンケートの結果や参考事例など、運営のヒントとなり得る情報を掲載してお
ります。皆さまにおかれましては、ぜひ本書を参考にしていただき、サービスのさらなる普及・
発展にお力添えいただければと思います。

当協議会は調査・研究事業のほかにも、報酬改定時など折に触れて、会員からの意見・要
望を国へ提出するなど、さまざまな角度から業界のさらなる発展に向けた活動を行っていま
す。また民間事業者団体の代表として、介護保険制度のあり方を議論する介護保険部会等の
委員も務めております。

事業の内容は、次の通りです。  

　①��介護事業者としての理念を構築するための支援事業
　②��介護サービスの質の向上に向けたさまざまな研修会・セミナー等の開催
　③��経営安定化のための経営相談事務
　④��高齢者介護に関わる情報の共有化のための会報の発行
　⑤��高齢者が在宅でより快適に暮らすための国への要望��
　⑥��前各号に掲げる事業に付帯または関連する一切の業務

これからも民介協は、介護サービスの健全な発展を目的として、「できる限り住み慣れた自
宅や地域で生活したい」という願いを持つ地域の方々の「自分らしさの実現」に貢献するこ
とを使命として活動してまいります。 

介護保険制度の「自立支援」の理念を忘れずに、多様化するニーズの中で真に求められるサー
ビスを、今後も追求していきます。

『民間事業者の質を高める』

　一般社団法人 全国介護事業者協議会

専務理事　扇田 守
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中小規模の地域密着型在宅介護事業所における
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